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今回までの検討概要 

第３回 協議会意見 
 
○不足する資機材の調達 
  「保有機材については、啓開業者が発災時にどのくらい調達できるか」 
  「啓開業者自らが調達出来ない場合はどうするか」 
 
 
○調達した資機材の割り当て 
  「業者・現場に割り当てる資機材を割り当てておかないと資機材の取り合いになると考えられる。 
  一番良いのは、割り当てる優先順位を決めておくこと。発災状況をみながら、円滑に優先順位 
    を決める方法を考えていただきたい。」 
 
 
○浸水箇所への進出 
 「浸水被害想定なので、実際に浸水するかもわからないので、一応分担は決めているが、浸水 
  時であっても自動的に啓開作業を開始するということとは切り離して考える必要がある。長期 
   浸水がどれくらいの時間軸で解消されるのかということを考慮して議論すべき。」 
 



承認事項 検討概要 

１． 
啓開ルート
計画 

①啓開ルート 
 最優先啓開ルートとして、広域緊急交通路（自動

車専用道路、重点１４路線）を設定 
 発災後７２時間以内を目標に広域緊急交通路を

１車線（中央分離帯がある場合は上下１車線）啓
開を完了 

 広域緊急交通路から拠点へ複数経路アクセスで
きるよう、啓開ルートを検討 

②主要拠点 
 中央防災会議幹事会で定められた基幹的広域

防災拠点や、大阪府地域防災計画で定められた
広域防災拠点、後方支援活動拠点、災害拠点病
院を主要拠点に設定 

 大阪府地域防災計画（H29.12修正）版に基づき
拠点を追加 

③被害想定に関する検討 
 和歌山県啓開協議会等の考え方を踏まえ、啓開

路線（重点十四路線）を対象に橋梁被害、瓦礫被
害、放置車両、沿道施設倒壊、斜面・盛土崩壊に
ついて検討 

 被害検討に基づき、啓開時間を試算 
 拠点へのアクセス路線について被害の検討、啓

開時間を試算 
 啓開ルートの優先順位を設定 
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承認事項 検討概要 

２． 
情報収集・
連絡・連携 

①指示連絡体制に関する事項 
 具体的な指示連絡体制を検討 
 関係機関で構成した情報一本化窓口を設け、リ

エゾンを配置。現場の具体指示等は各土木事務
所・工営所・維持出張所と担当会社で連絡・調整
を行う 

 指示命令系統、情報の窓口を大阪国道事務所情
報室に一本化 

 広域緊急交通路（重点十四路線）を管理しない大
阪府道路公社についても大阪府配下での情報や
りとりを実施 
 

 

②情報収集・連絡手段の検討 
 情報収集の方法について検討 
 関係機関との連絡手段の一覧及び収集した情報

の共有方法について検討 
 一般の方への情報提供方法検討 
 対災害SNS情報分析システム(DISAANA)を活

用 
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承認事項 検討概要 

３． 
啓開作業 
計画 

①啓開計画の検討 
 関係機関毎のタイムラインを検討 
 発災時における行動計画を検討 
 アクセスルートの啓開担当区間設定 
 建設業協会（啓開業者）の現地調査にかかるタイ

ミングについて、通信可能の場合は道路管理者
からの要請、通信不可の場合は震度６弱以上を
観測と設定 

 調査報告の仕方、情報共有の流れ、車両移動の
方法や様式等を作成 

 建設業団体の協力を得て、手持ち資機材の状況
を確認 

 啓開担当分担業者の設定（計４９者） 
 

 

①啓開計画の検討 
 

○啓開作業に関する検討 
⇒調査の実施についてフローを作成 
 
○必要資機材調査を行い、過不足状況を整理し受援

について検討 
⇒不足する分についての資機材調達について、建設

業団体の協力のうえ確保することの確認 
 さらに不足する場合は、整備局、府政令市、日建

連関西支部の包括協定をもとに資機材調達を図
る 

⇒資機材の割り当て順についてフローを作成 
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H30.6の大阪府北部の地震では震度６弱を観測したが、道路啓開が必要な道路被害無し 

大阪府内で震度６弱以上を観測し通信途絶の場合、 
要請を待たず現地調査開始 

１．前提条件（啓開作業計画） 

協定に基づく現地状況調査の発動について（啓開担当業者） 
 現地調査の発動タイミング 

○災害発生時、道路管理者自ら、道路パトロール等により調査を行うが、何らかの事態が発生しパトロール 
  困難な場合が考えられる。（例えば：渋滞によるパトロール遅延等） 
  それを補完する為、災害協定にもとづく啓開担当業者による現地調査をする事としている。 



１．啓開作業計画 

津波警報発令 

津波浸水想定区域 

津波警報解除まで立入らない 

調査報告・啓開実行 

無し 

区域外※ 

有り 

区域内 

  
 

 

道路管理者の指示に従う 

浸水区間の有無 調査報告・啓開実行 
無し 

浸水区域外に別途迂回路 迂回路の調査報告・啓開実行 
迂回できる 

有り 

無し 

2 

津波警報解除後 （東日本大震災では約30時間後） 

地震発生後（震度６弱以上で通信途絶または道路管理者からの要請） 

 津波警報発令時は、津波浸水想定区域への立ち入りはせず、津波警報解除後に啓開路線の状況を
確認し、浸水している場合は迂回路として利用できる路線の啓開を行うなど、状況に応じた啓開
を実施し、緊急輸送ネットワークの構築を図る。なお、都度、道路管理者に状況報告を行う。 

道路啓開手順 ① 重点１４路線（路線毎） 

※ 津波想定区域外であっても各自で情報収集を行い、沿岸部には近づかないなど身を守る行動を取る事。 



１．啓開作業計画 

津波警報 

浸水想定区域外のアクセスルート有無 

津波警報解除まで立入らない 

区域外アクセスルートについて 
調査報告・啓開実行 

解
除
も
し
く
は
発
令
無
し 

有り ※ 

継続中 

無し 

  
 

 

道路管理者の指示に従う 

浸水区域外のアクセスルートの有無 
有り 

浸水区域外に別途迂回路 迂回路の調査報告・啓開実行 
迂回できる 

無し 

無し 
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津波警報解除後 （東日本大震災では約30時間後） 

重点14路線啓開後 

 津波警報発令時は、津波浸水想定区域への立ち入りはせず、津波浸水想定区域外のアクセスルー
トや迂回路の啓開を実施、若しくは津波警報解除まで待ち、その後浸水の状況に応じた啓開を実
施する。なお、都度、道路管理者に状況報告を行う。 

道路啓開手順 ② 拠点へのアクセスルート（拠点毎） 

浸水区域外のアクセスルートについて 
調査報告・啓開実行 

※ 津波想定区域外であっても各自で情報収集を行い、沿岸部には近づかないなど身を守る行動を取る事。 
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災害発生時の必要資機材 

必要資機材の調査結果（自社保有） 

○必要資機材数は重点１４路線、拠点へのアクセルルートへの対応分であり、NEXCO及び阪神高速管理路線の必要資機材は入ってない。 
○保有数にはリース会社等による調達数は含んでいない。 
○必要数は、府内全域一斉に被災した場合の最大量である。 
 

※災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括的協定書（H29.2.20：近畿地整、府政令市、NEXCO西日本、阪神高速、日建連関西支部 等） 

２．資機材の配分 

 道路啓開担当業者の自社保有資機材を調査した結果、自社保有は少数。 
 災害時に必要となる資機材は、啓開担当業者自らが近隣現場、リース会社、協力会社等より確保。また、

各社の防災計画等に記載し、日頃より準備を行う。 
 それでもなお不足する場合、近畿地方整備局・府政令市・高速道路会社・日建連関西支部等が締結して

いる包括協定※により、資機材の調達を行う。 



 

２．資機材の配分 

 資機材の配分については、被災状況及び路線の優先度により優先箇所を判断する。 

 判断の目安としては、緊急輸送ネットワークとしてのつながりが確保できず、かつ迂回する路線
がない場合、資機材配分の優先度が高い箇所とする。 

 また、浸水域については、他部局の状況（新たな浸水を防止する為の止水対策やポンプ場・ポン
プ車等による内水排水対策の検討）把握が必要な為、別途検討とした。 

資機材配分の優先度 
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・想定される被害想
定を選定 

・重点14路線につい
て大阪府、政令市
に被害想定の該当
の有無を意見照会 

【準備会の主な議題・資料】 
 ・設立趣意書・規約（案） 
 ・道路啓開計画立案に向けた流れ（案） 
 ・大阪府域道路啓開の基本的考え方（案） 
 →段階毎の道路啓開目標を設定 

【道路啓開計画（案）の具体化】 
 ・道路啓開計画（案）の細部調整 

【道路啓開計画（案）】 
 ・道路啓開計画（案）の内容確認 

【道路啓開計画（案）に盛り込む内容等】 
 ・意見照会結果による被害想定の設定 
 ・主要拠点への啓開ルートの選定 
 ・関係機関との指示連絡系統の検討 
 ・具体の連絡方法（手段）の検討 
 ・行動計画・タイムラインの検討 
 ・啓開業者の担当割付の設定 

【道路啓開計画（案）に盛り込む内容等】 
 ・啓開ルート計画 
 ・関係機関との指示連絡系統 
 ・行動計画 
 ・啓開業者の担当割付 

【道路啓開計画（案）の内容骨子】 
 ・道路啓開の基本的考え方（設立
趣旨、段階毎の道路啓開目標を
設定） 



今後の予定 

○ 大阪府域道路啓開計画（案） の公表 H31.3 

○ 大阪府域道路啓開計画（案） 運用マニュアル作成 
 

○ 大阪府域道路啓開計画（案）の時点修正 
 ⇒残っている課題について検討 
    ・情報連絡体制、踏切対応、資機材の状況、他機関（港湾・河川等）の計画の確認 
 ⇒啓開計画の時点修正（地域防災計画の更新や上記検討結果を踏まえたもの） 
 
 

 

○ 直下型地震（上町断層帯等）に対する検討開始 
 

○ 協議会・幹事会の継続した開催 
 

○ 啓開訓練の開催（情報伝達訓練、現場での啓開作業・車両移動訓練） 

H31年度以降 
(2019年度以降) 

写真：災害対策基本法に伴う道路啓開訓練（平成31年2月6日開催）  2 



残っている課題 
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１．啓開ルート計画 
・ 踏切遮断の早期解消 
・ 新たな拠点、浸水箇所への進出 
  ⇒河川部局等、他機関の検討事項確認のうえ、必要であれば協議等を行い検討 
   （新たな拠点例）：排水ポンプ場、港湾施設   
・ 地域防災計画更新時にそれを踏まえた時点修正 

２．情報収集・連絡・連携 
・ 一本化窓口（大阪府域道路情報連絡室）と各機関との情報伝達方法の調整、リエゾン派遣についての
関係機関協議 

３．啓開作業計画 
・ 不足分資機材調達について、建設業団体の協力や包括協定での調達に加え、リース業協会等の協力
について検討 

・  災害発生の時間帯（平日・休日・昼間・夜間）による啓開担当業者との連絡方法や調査開始基準の検討  
・  ガレキ仮置き場等の検討 
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計画の背景 1.1 

 

我が国は地震大国といわれ、近年も平成 19 年新潟県中越沖地震、平成 20 年岩手・宮城内陸

地震、平成 23 年東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）、平成 28 年熊本地震等、大規模な地

震により大きな被害が発生している。 

近畿地方においても、平成 7年の兵庫県南部地震や平成 30年の大阪府北部地震により被害が

発生している。 

これらの被害と教訓を踏まえ、大阪府内においては、国、府及び各市町村をはじめとする行政

機関及び関係業団体等が連携・協力して大地震を想定した対策を推進しているところである。 

このような大規模災害時の状況下においては、救助・救援活動に必要かつ不可欠な道路の通行

の確保と迅速な情報共有が重要である。東日本大震災では、道路管理者、自衛隊、警察、県市町

村の関係機関、建設会社等それぞれの連携により、早期に道路啓開を完了し、救助・救援活動に

大きく貢献した。 

こうした状況から、大規模な道路災害に対して、関係行政機関及び関係業団体等の連携・協力

により、道路啓開を強力かつ着実に推進することを目的に、道路法第 28条の２に基づき「大阪府

域道路啓開協議会」を設置し、協議を進めている。 
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計画の目的 1.2 

 

南海トラフ地震等の発生の際、大阪府内で必要となる道路啓開を迅速かつ効率的に実施す

るための計画を作成する。 

 

大規模地震・津波発生時においては、流出した家屋や倒壊した構造物等のがれき、放置され

た車両の散乱に伴い、円滑な救援・救出活動が阻害される可能性がある。 

東日本大震災では、震災直後から速やかに展開された「くしの歯作戦」による道路啓開によ

り、緊急輸送体制の早期確立に高い効果があったといわれている。 

大阪府においても、主として海溝型地震（南海トラフ地震）と直下型地震（上町断層帯）の

２つの大規模災害が想定されており、大規模地震発生の際、大阪府内で必要となる道路啓開を

迅速かつ効率的に実施するための啓開路線の選定、道路啓開の実施方法等に関し、道路啓開体

制を構築する際の考え方を示すため、「大阪府域道路啓開計画」（以下「本計画」という）を

策定するものである。 
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計画の位置づけ 1.3 

 

本計画は、大阪府内において道路管理者等が行う災害時の道路啓開に必要な行動計画につ

いて取り扱うものであり、大阪府地域防災計画に即し、道路管理者等が行う災害時の緊急輸

送路等の道路啓開について具体的な実施方法等を定める。 

 

道路啓開の具体的実施方法等を定めるため、「大阪府域道路啓開協議会」を設置し、必要な協

議・調整を行い、平成 30年度に本計画を策定した。 

本計画の策定に当たって、防災に関する大阪府の既往計画である「大阪府地域防災計画」並び

に政令指定２都市の既往計画である「大阪市地域防災計画」及び「堺市地域防災計画」、国の既

往計画として、「内閣府の具体計画」及び国土交通省「南海トラフ巨大地震対策計画 近畿地方 

地域計画（案）第１版」の内容を踏まえて検討を行った。 

具体には、内閣府の中央防災会議幹事会で指定された緊急輸送ルート及び大阪府で指定された

広域緊急交通路の進出ルートを優先した大阪府内の啓開ルート、府内の道路啓開を含む応急・復

旧活動や救援活動を実施する際に必要な拠点、啓開ルートにおける具体の啓開方法、各関係機関

の役割や連携方法等を定めるものである。 

なお、本計画の策定主体は、「大阪府域道路啓開協議会」とする。 

 

 

図 1－1 本計画と上位計画及び関連計画 
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計画の構成 1.4 

 

本計画は、表 1－1による。 

 

表 1－1 道路啓開計画 目次構成 

章 内容 

1 総  則 1.1 計画の背景 

1.2 計画の目的 

1.3 計画の位置づけ 

1.4 計画の構成 

2 想定地震とその規模 2.1 本計画で想定する地震 

2.2 南海トラフ地震の概要 

3 道路啓開の基本的な考え方 3.1 道路啓開とは 

3.2 最優先で啓開するルート 

3.3 最優先で啓開するルートからのアクセスルートを啓開

すべき主要拠点 

3.4 被害想定の整理 

 3.4.1 被害想定項目の整理 

 3.4.2 被害想定の算定方法 

3.5 道路啓開の目標 

4 道路啓開の実施 4.1 発災時の行動計画 

 4.1.1 タイムライン 

 4.1.2 災害協定の発動 

 4.1.3 発災時の行動計画 

 4.1.4 参集拠点 

4.2 情報収集・指示・連絡手段 

 4.2.1 情報の一括集約、発信 

 4.2.2 情報収集 

 4.2.3 緊急点検の報告方法と内容 

 4.2.4 啓開作業の情報伝達の流れ 

4.3 事前準備 

 4.4.1 道路啓開実施における各種手続き 

 4.4.2 災害対策基本法に基づく道路啓開及び車両等移動

の流れ 

4.4 道路啓開の詳細 

 4.4.1 啓開ルート 

 4.4.2 啓開担当業者の担当区間 

 4.4.3 保有資機材 

5 今後の取り組み 5.1 継続的な課題 

5.2 今後の予定 

6 巻末資料  
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本計画で想定する地震 2.1 

 

本計画は、発生確率が高い「海溝型地震（南海トラフ）」を優先し策定したものである。

「直下型地震（上町断層帯等）」も含めた別途計画を作成する。 

 

大阪府域において大規模災害は主として海溝型地震（南海トラフ地震）と直下型地震（上町断

層帯）の２つの発生が想定されている。 

その内、海溝型地震（南海トラフ地震）は発生確率が 30年以内に 70～80％（平成 29年は 70％）

と高確率であり、発生時に起こる津波による被災を想定した行動計画の策定が急がれる。 

そのため、まず、南海トラフ地震に対応した道路啓開計画を策定し、その後、南海トラフの道

路啓開計画を基に、直下型地震（上町断層帯）も含めた行動計画を策定することとした。 

 

※ 地震発生確率値の留意点 

想定した次の地震が起きないかぎり、年数経過とともに地震発生確率値は増加していきます。

（過去の活動記録が不明なため、年数経過によらず地震発生確率値が変わらない統計処理を行

っている場合もあります） 

過去の地震活動の時期や発生間隔は、幅を持って推定せざるを得ない場合が多いため、地震

発生確率値は不確定さを含んでいます。また、新たな知見が得られた場合には、地震発生確率

値は変わることがあります。 

活断層で起きる地震は、発生間隔が数千年程度と長いため、３０年程度の間の地震発生確率

値は大きな値とはなりません。例えば、兵庫県南部地震の発生直前の確率値を求めてみると０．

０２〜８％でした。地震発生確率値が小さいように見えても、決して地震が発生しないことを

意味してはいません。 

出典：地震調査研究推進本部ホームページ 

図 2－1 想定される大地震と計画策定の取り組み 
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■参考■ 近畿地方で想定される巨大地震の発生確率 

 

■海溝型地震の長期評価の概要（算定基準日：平成 30年 1月 1日） 

領域または 

地震名 
長期評価で予想 

した地震規模 
（マグニチュード） 

地震発生確率（※1） 地震後 

経過率 
平均発生間隔（上段） 
最新発生時期（下段） 10 年以内 30 年以内 50 年以内 

南海トラフ 8.0～9.0 クラス 30%程度 70％～80% 
90％程度 
もしくは 

それ以上 
0.82 次回までの標準的な値（※2）88.2 年 

72.0 年前 
※1： 基準日を元に更新過程を適用。 

※2： 過去に起きた大地震の震源域の広がりには多様性があり、現在のところ、これらの複雑な発生過程を説明

するモデルは確立されていないため、平成 25年 5月に公表した長期評価（第二版）では、前回の長期評価

を踏襲し時間予測モデルを採用した。前の地震から次の地震までの標準的な発生間隔は、時間予測モデル

から推定された 88.2年を用いた。また、地震の発生間隔の確率分布は BPT (Brownian Passage Time)分布

に従うと仮定して計算を行った。 

 

■大阪府域に位置する主要活断層帯の長期評価の概要（算定基準日：平成 30年 1月 1日） 

断層帯名 
長期評価で 

予想した 

地震規模 
（マグニチュード） 

地震発生確率（※1） 
地震後

経過率
（※2） 

平均発生間隔（上段） 
最新発生時期（下段） 30年以内 50 年以内 100 年以内 

有馬―高槻断層帯 7.5 程度 
（7.5±0.5） 

ほぼ 0％ 

～0.03％ 
ほぼ 0％ 

～0.08％ 
ほぼ 0％ 

～0.4％ 
0.2 

-0.4 
1,000 年～2,000 年 

1596 年慶長伏見地震 
生駒断層帯 7.0～7.5 程度 ほぼ 0％ 

～0.2％ 
ほぼ 0％ 

～0.3％ 
ほぼ 0％ 

～0.6％ 
0.2 

-0.5 
3,000 年～6,000 年 

400 年頃以後～1,000 年頃以前 
三峠・京都西山断層帯 

（上林川断層） 7.2 程度 不明（※3） 不明（※3） 不明（※3） 不明
（※3） 

不明 
不明 

三峠・京都西山断層帯 
（三峠断層）（※4） 7.2 程度 0.4％ 

～0.6％ 
0.7％ 

～1％ 
1％ 

～2% 不明 5,000 年～7,000 年程度 
3 世紀以前 

三峠・京都西山断層帯 
（京都西山断層帯） 7.5 程度 ほぼ 0％ 

～0.8％ 
ほぼ 0％ 

～1％ 
ほぼ 0％ 

～3％ 
0.3 

-0.7 
約 3,500 年～5,600 年 
約 2,400 年前～２世紀 

六甲・淡路断層帯 
（主部/六甲山地南縁－

淡路島東岸区間） 
7.9 程度 ほぼ 0％ 

～1％ 
ほぼ 0％ 

～2％ 
ほぼ 0％ 

～6％ 
0.1 

-0.6 
900 年～2,800 年程度 

16 世紀 
六甲・淡路断層帯 

（主部/淡路島請願区間） 7.1 程度 ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 0.009 

-0.01 
1,800 年～2,500 年程度 
1995 年兵庫県南部地震 

六甲・淡路断層帯 
（先山断層帯） 6.6 程度 ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 0.04 

-0.2 
5,000 年～10,000 年程度 
11 世紀～17 世紀初頭 

上町断層帯 7.5 程度 2％ 

～3％ 
3％ 

～5％ 
6％ 

～10％ 
1.1 

-2 より大 
8,000 年程度 

約 28,000～約 9,000 年前 
大阪湾断層帯 7.5 程度 0.004%以下 0.008％以下 0.02％以下 0.4 以下 約 3,000 年～7,000 年 

9 世紀以降 
※1： 確率値は有効数字１桁で記述している。ただし、30年確率が 10%台の場合は 2桁で記述する。また「ほぼ

０%」とあるのは、10－3 %未満の確率値を表す。 

※2： 最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時

期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると 1.0となる。値は 0.1単位で記述し、0.1未

満の場合は有効数字１桁で記述している。また「ほぼ０」とあるのは、10－3 未満の値を表す。 

※3： 平均活動間隔が判明していない等の理由より、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。 

※4： 最新活動の時期が特定できていないため、通常の活断層評価で用いている計算方法（地震の発生確率が時

間とともに変動するモデル：ＢＰＴ分布モデル）ではなく、地震発生確率が時間的に不変とした考え方（ポ

アソン過程）により長期確率を求めている。同じ理由から、地震後経過率も求められない。 

出典：地震調査研究推進本部ホームページ 
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南海トラフ地震の概要 2.2 

 

「南海トラフ地震」とは、南海トラフ及びその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大

規模な地震をいう※１。 

また、内閣府に平成 23年８月に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会（座長：阿部

勝征東京大学名誉教授）」で想定された南海トラフ地震として科学的に想定し得る最大規模のも

のを「南海トラフ巨大地震」いう※２。 

なお、「南海トラフ」とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を

経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を

形成する区域をいう※１。 

南海トラフ地震が発生すると、大阪府内で震度５～６強の強い揺れが発生し※３、地震発生から

約 60分で５ｍの津波が岬町、約 110分で大阪市に到達する※４と想定されている。 

 

表 2－1 想定地震※５、６、７ 

想定地震モデル 

① ３連動地震 

中央防災会議 

（H15） 

② 南海トラフ巨大地震 

内閣府（H24） 大阪府（H25） 

地震の規模 

（ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ） 
Mw8.7 Mw9.1 Mw9.0 

震源断層の位置 
南海トラフ 

（静岡県～高知県） 

南海トラフ 

（静岡県～宮崎県） 

南海トラフ 

（静岡県～宮崎県） 

 

 

図 2－2 地震の規模が Mw9.0の南海トラフ地震の震度分布※３  
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図 2－3 南海トラフ地震の津波高さ、津波到達時間、津波浸水想定※４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

出典： ※１ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号、平成

30年 5月 18日公布（平成 30年法律第 23号）改正）第二条 

 ※２ 「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画（平成 29年 6月 23日、中央防災

会議幹事会）」 

 ※３ 「大阪府 南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会」 

 ※４ 内閣府 中央防災会議防災対策推進検討会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググルー

プ 

 ※５ 東南海、南海地震等に関する専門調査会「東南海、南海地震に関する報告」（平成 15年 12月、

内閣府） 

 ※６ 南海トラフの巨大地震モデル検討会「第二次報告」（平成 24年 8月、内閣府） 

 ※７ 第 3回 南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会（平成 25年 8月 8日、大阪府）  
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3 道路啓開の基本的な考え方 
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道路啓開とは 3.1 

 

道路啓開とは、災害による道路損傷、倒壊物等のガレキ、放置車両などの交通傷害物により通

行不能となった道路を、１車線だけでも通れるよう、早急に必要最低限の瓦礫処理を行い、簡易

な段差修正により救援ルートを開けることをいう。 

これにより、救助、救援、物資輸送等の骨格となる路線の緊急輸送機能が回復し、緊急車両の

通行が可能となるため、大規模災害では、応急復旧の前に救援ルートを確保する道路啓開が必要

となる。 

 

 

出典：国土交通省ホームページ 

図 3－1 道路啓開の位置づけ～発災から復興までのフロー 

 

人命救助で生存率が大きく変化する時間は３日間とされ、一般的に『72時間の壁』と言われて

いる。この時間までに迅速な道路啓開できるかどうかが人命救助に直結することとなる。 

東日本大震災では、「くしの歯」として集約した 16ルートに対して集中的に点検・調査を実施

し、道路啓開を優先した。 

首都直下地震道路啓開計画では、地震発生の際、都心に向けた八方向（八方位）毎に優先啓開

ルートを設定し、一斉に道路啓開を進行する「八方向作戦」を実施することとしている。 

 

 

出典：国土交通省ホームページ 

写真 3－1 東日本大震災における道路啓開（国道 45号岩手県宮古市田老地区） 

  

道路啓開 応急復旧 本復旧発災 復興
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道路施設にかかる主な被害として、①瓦礫等（津波堆積物、災害廃棄物）、②放置車両、③橋

台背面の段差が想定されるため、道路啓開においては、緊急車両が通行できるよう、ガレキは道

路脇への山積み、橋台背面段差は土のう、敷鉄板で養生するなどの簡易的な応急処置で障害を解

消することで、迂回路も含め一車線を確保し、所々に待避所（すれ違いできる所）を確保する。

中央分離帯がある場合は上下１車ずつを確保する。 

重点 14路線の道路啓開作業については、あらかじめ一般社団法人日本道路建設業協会及び一般

社団法人大阪建設業協会の意見をもとに、啓開担当業者及び各業者の担当区間を設定した。 

なお、倒壊電柱がある場合、ＮＴＴ（通信）、関西電力（電力）と連携し除去作業を実施する。 

 

 

写真 3－2 倒壊建物等のガレキ 

 

 

 写真 3－3 車両移動 図 3－2 道路啓開イメージ 
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最優先で啓開するルート 3.2 

 

広域緊急交通路（自動車専用道路、重点 14路線）及び中央防災会議幹事会選定の緊急輸送

道路を、最優先で啓開し確保する路線として設定する。 

 

発災時には、被害の全容把握に時間を要することが予想される中にあっても、あらかじめ必要

最低限に絞って選定した啓開ルートについては、他の道路に優先して通行可否情報（通行不可の

場合における迂回ルート情報を含む）を遅滞なく集約し、関係機関間で情報共有を速やかに行う

とともに、早期に通行確保を行うことが必要である。 

なお、発災時に実際に活動を展開するにあたっては、刻々と変化する道路管理者や各施設管理

者からの被災情報・通行可否情報等を踏まえ、ルートの見直しなど、柔軟に対応することが必要

となる。 

 

広域緊急交通路 

災害時の応急活動を迅速かつ的確に実施するため、大阪府により府警及び道路管理者と協議

し選定。自動車専用道路、重点 14路線、その他路線が設定されている。 

重点 14路線は府県間を結ぶ重要な道路などを指定。 

 

緊急輸送ルート 

被害が甚大な地域に到達し、活動するための必要最低限のルートとして中央防災会議幹事会

で選定されたもの。 

都道府県地域防災計画で定める緊急輸送道路を踏まえ、国土の骨格をなす幹線道路である高

速道路、直轄国道を中心に全国から広域応援部隊や緊急物資輸送車両の広域的な移動を確保す

るとともに、甚大な地震・津波被害が見込まれる区域及び防災拠点に到達し、活動を確保する

ために、必要に応じて都道府県等が管理する道路も含め、選定したネットワーク。広域移動ル

ート（高速道路、直轄国道）、被災地内ルート（甚大な被害が想定される地域内のルート）、

代替ルート、拠点接続ルート（航空搬送拠点、製油所との接続ルート）からなる。 

なお、緊急輸送ルートは概ね 24 時間以内に啓開することとなっている。 
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出典：大阪府：大阪府地域防災計画 関連資料集（平成 29年修正）、 

 南海トラフ地震における具体的な応急活動に関する計画（平成 29年 6月 23日、内閣府） 

図 3－3 大阪府の広域緊急交通路  

① 名神高速 ⑦近畿自動車道

② 第二阪奈道路 ⑧阪和自動車道

③ 西名阪自動車道 ⑨阪神高速道路

④ 南阪奈道路 ⑩箕面有料道路

⑤ 第二京阪道路 ⑪堺泉北有料道路

⑥中国自動車道 ⑫関西空港自動車道

⑬新名神高速道路（H29.11供用開始予定）

【重点14路線（浸水区域内）】　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート以外

① 一般国道１号 千林１南～梅田新道

②一般国道２号 兵庫県境（大阪市）～梅田新道

③ 一般国道２５号、（市）南北線 梅田新道～大国町（Ｒ２６、大阪市）桜橋～元町２（Ｒ２５、大阪市）

④ 一般国道２６号 堺市道２８号（大阪高石線（新））～大国町（Ｒ２５、大阪市）

⑤ 一般国道４３号、（主）福島桜島線（市） 兵庫県境（大阪市）～野田阪神（Ｒ２、大阪市）

⑦ 一般国道１７６号 神崎川～梅田新道

⑨ 一般国道４２３号 宮原１～梅田新道

⑬ （主）大阪生駒線 横堤２～蒲生４

⑭ （主）大阪池田線 神崎川～歌島橋

【重点14路線（浸水区域外）】　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート以外

① 一般国道１号、一般国道１７０号、
　（主）京都守口線

京都府境（枚方市）～千林１南

③ 一般国道２５号 奈良県境（柏原市）～大国町（Ｒ２６、大阪市）

④ 一般国道２６号 和歌山県境（岬町）～堺市道２８号（大阪高石線（新））

⑥ 一般国道１６３号 奈良県境（四條畷市）～関目５（Ｒ１）

⑦ 一般国道１７６号 井口堂（Ｒ１７１、池田市）～神崎川

⑧ 一般国道３０８号、（主）築港深江線（市） 被服団地（Ｒ１７０、東大阪市）～船場中央３

⑨ 一般国道４２３号、一般国道１７３号、
　一般国道１７６号、一般国道１７１号

京都府境（豊能町）～宮原１

⑩ 一般国道１７１号、（主）大阪高槻京都線、
　（府）恵美須南森町線

京都府境（高槻市）～久太郎１（大阪市）

⑪ （主）大阪和泉泉南線、（主）泉佐野岩出線 谷町４～和歌山県境（泉南市）

⑫ （主）大阪中央環状線、一般国道３１０号 新開橋付近（Ｒ１７１、池田市）～安井町（Ｒ２６、堺市）

⑬ （主）大阪生駒線 奈良県境（四條畷市）～横堤２

⑭ （主）大阪池田線 豊島南１（Ｒ１７６、池田市）～神崎川

【自動車専用道路】（浸水区域外）　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート　　　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート以外

　　　　　　　　　　　　　　　　　（浸水区域内）　　　　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート　　　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート以外



18 

 

最優先で啓開するルートからのアクセスルートを啓開すべき主要拠点 3.3 

 

中央防災会議幹事会で定められた基幹的広域防災拠点や製油所・油槽所、大阪府地域防災

計画で定められた広域防災拠点、後方支援活動拠点、災害拠点病院及び特定診療災害医療セ

ンターを拠点と設定する。 

 

最優先で啓開ルートからのアクセスルートを啓開すべき拠点として、中央防災会議幹事会で定

められた基幹的広域防災拠点や、大阪府地域防災計画で定められた広域防災拠点、後方支援活動

拠点、災害拠点病院（基幹災害拠点病院、地域災害拠点病院）、特定診療災害医療センター（計

４箇所）及び製油所・油槽所（計５箇所）を設定する。 

 

表 3－1 拠点の分類 

広
域
防
災
拠
点 

基幹的広域防災拠点 
中央防災会議幹事会において定められた、国が運用し広域的な緊急

物資や、復旧資機材の輸送に当たり中心的役割を果たす拠点施設 

広域防災拠点 

大規模災害時における迅速かつ的確な応急対策の実施のために、広

域防災拠点が次の機能を発揮するよう施設の適切な管理・運営に努

める 

【機能】 

(1) 府の備蓄拠点、物資集積・輸送拠点 

(2) 航空機を活用した物資輸送拠点（災害時用臨時ヘリポートと

して利用） 

(3) 消防、警察、自衛隊各機関の活動拠点 

後方支援活動拠点 自衛隊、消防、警察等、広域応援部隊の活動拠点 

災害拠点病院 
重症患者の救命医療を行うための高度な診療、医薬品等の備蓄、医

療救護班の派遣・受入れ、広域患者搬送への対応機能をもつ 

特定診療災害医療センター 大阪府地域防災計画で設定 

製油所・油槽所 

災害応急対策活動に必要な燃料や、重要施設の業務継続のための

燃料を確実に確保するため、南海トラフ地震における具体的な応

急対策活動に関する計画（中央防災会議幹事会）で設定 
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表 3－2 拠点一覧 

拠点 

No 
拠          点 分   類 

1 堺泉北港堺２区 基幹広域防災拠点 

2 大阪北部 広域防災拠点 

3 大阪中部（八尾空港周辺） 広域防災拠点 

4 大阪南部（りんくうタウン） 広域防災拠点 

5 日本万国博覧会記念公園 後方支援活動拠点 

6 服部緑地 後方支援活動拠点 

7 大阪城公園 後方支援活動拠点 

8 鶴見緑地 後方支援活動拠点 

9 長居公園 後方支援活動拠点 

10 寝屋川公園 後方支援活動拠点 

11 久宝寺緑地 後方支援活動拠点 

12 山田池公園 後方支援活動拠点 

13 大泉緑地 後方支援活動拠点 

14 錦織公園 後方支援活動拠点 

15 蜻蛉池公園 後方支援活動拠点 

16 大阪府立急性期・総合医療センター 基幹災害拠点病院 

17 大阪市立総合医療センター 地域災害拠点病院 

18 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 地域災害拠点病院 

19 大阪赤十字病院 地域災害拠点病院 

20 大阪市立大学医学部附属病院 地域災害拠点病院 

21 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院 地域災害拠点病院 

22 大阪大学医学部附属病院 地域災害拠点病院 

23 大阪府三島救命救急センター 地域災害拠点病院 

24 大阪医科大学附属病院 地域災害拠点病院 

25 関西医科大学附属病院 地域災害拠点病院 

26 関西医科大学総合医療センター 地域災害拠点病院 

27 大阪府立中河内救命救急センター 地域災害拠点病院 

28 市立東大阪医療センター 地域災害拠点病院 

29 学校法人近畿大学医学部附属病院 地域災害拠点病院 

30 堺市立総合医療センター 地域災害拠点病院 

31 りんくう総合医療センター（大阪府泉州救命救急センター） 地域災害拠点病院 

32 大阪警察病院 地域災害拠点病院 

33 多根総合病院 地域災害拠点病院 

34 岸和田徳洲会病院 地域災害拠点病院 

35 大阪国際がんセンター 特定診療災害医療センター 

36 大阪精神医療センター 特定診療災害医療センター 

37 大阪はびきの医療センター 特定診療災害医療センター 

38 大阪母子医療センター 特定診療災害医療センター 

39 出光岸和田油槽所 製油所・油槽所 

40 大阪国際石油精製大阪製油所 製油所・油槽所 

41 JXTG 大阪油槽所 製油所・油槽所 

42 JXTG 堺製油所 製油所・油槽所 

43 コスモ堺製油所 製油所・油槽所 
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出典：「大阪府地域防災計画 関連資料集（平成 29年修正）（大阪府）」に加筆 

図 3－4 広域緊急交通路及び中央防災会議幹事会選定の緊急輸送ルート並びに主要な防災拠点  
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被害想定の整理 3.4 

 

3.4.1 被害想定項目の整理 

 

道路啓開ルートの検討や必要な資機材等を把握するため、被災状況を可能な限り具体的に想定

することが必要である。そこで、表 3－3の項目ごとに発生する道路被害を想定する。 

なお、本計画における被災の想定は、あくまでも一定の仮定に基づくものであり、実際の被災

は、地震の規模や時間帯、交通状況によって異なる場合があることに留意が必要である。 

 

表 3－3 被害想定項目の整理 

想定項目 算定概要 ベース資料 

(1)橋梁被害 

・巨大地震の津波や揺れによる橋梁の

被害（流出、倒壊、段差等）を想定し

算定する。 
【根拠：和歌山県道路啓開協議会資料 

 （和歌山県、和歌山河川国道事務所）】 

・橋梁データベース 

・震度分布 

・液状化分布 

(2)沿道施設倒壊 

 による被害 

○地震による沿道施設被害 

・巨大地震による沿道施設の倒壊によ

る被害（沿道の建物・電柱の倒壊等）

を想定し算定する。 
【根拠：南海トラフ巨大地震災害対策等 

 検討部会資料（大阪府）】 

・DID人口集中地区、土地利用 

・無電柱化区間 

(3)津波堆積物 

 による被害 

○津波浸水被害（津波堆積物） 

・府が公表している大阪府防災会議「南

海トラフ巨大地震災害対策等検討部

会」の津波浸水想定区域を基に、道路

啓開の対象となる道路において、津波

により陸上に運ばれて堆積した土

砂・泥状物等の津波堆積物の発生量に

ついて算出する。 
【根拠：南海トラフ巨大地震災害対策等 

 検討部会資料（大阪府）】 

・津波浸水深分布 

(4)立ち往生車両と 

 放置車両 

・南海トラフ巨大地震による立ち往生

車両と放置車両の台数を想定し算定

する。 
【根拠：首都直下地震道路啓開計画検討 

 協議会資料（関東地方整備局）】 

・道路交通センサスデータ 

(5)落石や自然斜面 

 ・盛土法面の崩壊 

・道路防災総点検結果を基に、落石や

自然斜面の崩壊、盛土法面の崩壊の被

害を想定し算定する。 
【根拠：和歌山県道路啓開協議会資料 

 （和歌山県、和歌山河川国道事務所）】 

・道路防災総点検結果 

（位置情報、被災ランク等） 

 

  



22 

 

3.4.2 被害想定の算定方法 

 

橋梁被害 (1) 

橋梁被害は大きく分けて津波、地震動、地盤液状化（橋台背面段差）があり、それぞれについ

て、津波浸水想定図（大阪府）、震度分布図（大阪府、橋梁の耐震補強実施状況等調査：メンテ

ナンス会議）、液状化可能性マップ（大阪府）のデータを基に、先行している和歌山県道路啓開

協議会で示された手法を参考に設定した図 3－5の手法で算定する。なお、橋梁の被害様相は「流

出」「倒壊」「落橋」「段差」を想定する。 

 

 

図 3－5 橋梁被害の算定手法 

  

津波による被災

下部耐震性
（照査状況､損傷度

による判定）

対策メニューの
実施状況

（基礎､橋台､橋脚）

上部耐震性
（耐震性能２を満足）

耐震性能３を
満たす

径間数

液状化危険度

流 出 倒 壊 落 橋 段差大 段差中 段差小

流出あり
（津波高さ5m以上）

流出なし

要対策

不明

対策必要なし

対策
必要
なし

未対策

満足

不足

不足

満足

複数

単径間

危
険
度
Ａ
ま
た
は
Ｂ

（
Ｐ
Ｌ
５
以
上
）
区
間

危険度ＡまたはＢ
（ＰＬ５以上）以外

【判定④】

【判定③-1】

【判定③-2】

【判定③-3】

【判定②-2】

【判定②-1】

通行不可
30cm程度

の段差
20cm程度

の段差
10cm程度

の段差

段差解消により通行

迂回路を検討

※耐震性能 2： 地震による損傷が限定的なものに

留まり、橋としての機能の回復が

速やかに行い得る性能 

※耐震性能 3： 地震による損傷が橋として致命的

とならない性能 
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沿道施設倒壊による被害 (2) 

地震動による沿道施設の倒壊、焼失等による、道路への災害廃棄物と電柱の倒壊の発生量につ

いて想定し算定する。 

使用するデータは、沿道施設の倒壊等は災害廃棄物量（大阪府）、電柱の倒壊は阪神淡路大震

災を基に内閣府が設定した係数を用いる。 

 

 

図 3－6 災害廃棄物の発生イメージ 

 

■災害廃棄物 

・ 府が公表している市町村単位での災害廃棄物量を基に、対象道路上に堆積するガレキ量

を算定 

・ 災害廃棄物は各市町村の市街地エリア内（DID地区を含む）で発生すると想定 

・ 対象道路の早期啓開幅員上に堆積するガレキ量を算定 

 

■電柱の倒壊 

・ 無電柱化の整備が実施されていない、液状化危険度 Aまたは Bの区間の電柱が倒壊する

と想定 

・ 電柱の設置間隔については、以下原単位を想定 

DID 地区：35m、市街地：45m、非市街地：50m 

・ 阪神淡路大震災における被害実績を基にした以下の電柱倒壊率を適用※ 

震度 7：0.8%、震度 6 強・6 弱：0.56%、震度 5 強以下：0.0005% 

  ※出典：阪神・淡路大震災での被害実態を基に中央防災会議で設定 

  

市街地

DID地区

災害廃棄物発生想定区間

海域

対象道路

早期啓開幅員

市街地 市街地

DID地区

災害廃棄物
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津波堆積物による被害 (3) 

「大阪府南海トラフ巨大地震対策等検討部会」で公表されている津波浸水想定区域内における、

道路啓開の対象となる道路について、津波堆積物が 4cm※堆積すると想定し堆積物の量を想定し算

定する。 

※東日本大震災における津波堆積物の堆積高 2.5cm～4cmより 

 

 

出典：大阪府津波浸水想定図（大阪府南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会） 

図 3－7 大阪府津波浸水想定図  
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立ち往生車両と放置車両 (4) 

南海トラフ巨大地震による立ち往生車両と放置車両の台数（発災時の路上車両数）について、

道路交通センサスデータのピーク時間交通量と混雑時平均旅行速度から求まる交通密度に区間延

長を掛け合わせることにより想定し算定する。 

路上車両台数（台）＝
ピーク時間交通量（台/h）

混雑時平均旅行速度（km/h）
×区間延長（km） 

なお、津波浸水箇所及び落石や自然斜面の崩壊等で挟まれた迂回路が存在しない区間で算定す

る。 

 

 

図 3－8 立往生車両等の発生区間イメージ 

 

表 3－4 発災後の車両割合 

対象 割合 
立ち往生車両 ６割 

放置車両 ３割 

その他 １割 

出典：関東地方整備局想定割合 

※その他は被災して移動不能となった車両等 

 

 

  

建物倒壊等による
災害廃棄物発生

立ち往生等発生区間落石や自然斜面の崩壊
盛土法面の崩壊等

津波浸水箇所

※迂回路が存在しない区間を対象

出典：首都直下地震道路啓開計画（初版）H27.2 

写真 3－4 立往生車両等イメージ 
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落石や自然斜面・盛土法面の崩壊 (5) 

落石及び盛土法面について、対策や監視が必要な点検箇所のうち、道路管理者による防災カル

テ等の点検調書で交通遮断の可能性がある要対策箇所を対象とし、震度 6 弱以上で崩壊するもの

と想定し算定する。 

落石及び盛土法面崩落による被害規模の被害規模は、収集した点検調書における想定流出土砂

量を適用する。なお、想定流出土砂量が不明な場合は、収集した点検調書における想定流出土砂

量をもとに、1 箇所あたりの平均想定流出土砂量を算定し、この原単位を適用する。（＝想定被

災箇所×1箇所あたりの平均想定流出土砂量） 

 

 

図 3－9 想定崩壊土量の発生および撤去イメージ 

 

 

写真 3－5 盛土法面の崩壊状況（東日本大震災での被災事例） 

 

   

 図 3－10 盛土法面の崩壊イメージ 図 3－11 盛土法面の復旧イメージ 

  

撤去土量

4.0m

1:1.0

陥没

現
況
盛
土
高

4.0m
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道路啓開の目標 3.5 

 

道路啓開がその後の消火活動や救命・救助活動、緊急物資の輸送等を支えるとともに、人命救

助の 72時間の壁を意識しつつ、広域緊急交通路及び広域防災拠点等へのアクセスルートの啓開を

完了させる。 

 

STEP1 発災後 24時間以内完了目標 (1) 

・ 広域緊急交通路（自動車専用道路、重点 14路線）のうち緊急輸送ルート及び広域防災

拠点へのルート（津波浸水区域外）を確保。 

・ 関係機関、災害協定業者と密接に連携した被災状況把握と情報共有。 

・ 被災状況に応じた道路啓開の優先順位の決定と、災害協定業者との連携による迅速な道

路啓開作業の準備、及び浸水区域外の道路啓開。 

 

 

※図はイメージであり、詳細なルートや具体的な拠点等を示すものでは無い 

図 3－12 STEP1 啓開イメージ 

  

：浸水想定区域
：広域防災拠点 ：後方支援拠点等
：緊急輸送ルート（自動車専用道路）
：拠点へのルート（重点14路線）
：津波浸水区域内のルート
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STEP2 発災後 48時間以内完了目標 (2) 

・ 浸水区域外の広域緊急交通路（自動車専用道路、重点 14路線）及び後方支援活動拠点、

災害拠点病院を結ぶルートを確保。 

・ 救援・救助活動の主要拠点となる後方支援活動拠点、災害拠点病院へのルートを啓開。 

・ 津波浸水区域は、津波警報解除（東日本大震災では発災から約 30時間後に解除）まで

浸水区域手前で待機。 

・ 津波警報解除後から浸水区域の道路啓開に順次着手。 

 

 

※図はイメージであり、詳細なルートや具体的な拠点等を示すものでは無い 

図 3－13 STEP2 啓開イメージ 

  

：浸水想定区域
：広域防災拠点 ：後方支援拠点等
：緊急輸送ルート（自動車専用道路）
：拠点へのルート（重点14路線）
：津波浸水区域内のルート
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STEP3 発災後 72時間以内完了目標 (3) 

・ 広域緊急交通路（自動車専用道路、重点 14路線）、広域防災拠点、後方支援活動拠点、

災害拠点病院へのルートを全て確保。 

・ 浸水区域を含む道路啓開を完了。 

 

 

※図はイメージであり、詳細なルートや具体的な拠点等を示すものでは無い 

図 3－14 STEP3 啓開イメージ 

  

：浸水想定区域
：広域防災拠点 ：後方支援拠点等
：緊急輸送ルート（自動車専用道路）
：拠点へのルート（重点14路線）
：津波浸水区域内のルート
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4 道路啓開の実施 
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発災時の行動計画 4.1 

 

4.1.1 タイムライン 

 

道路啓開の実施において、各関係機関は発災時からの経過時間に応じた図 4－1 のタイムライ

ンに基づいて迅速に行動、調整、連絡等を行い、24、48、72時間以内に設定した各進出ルートの

道路啓開を完了することを目標とする。なお、タイムラインを基本としつつも、実際の災害の状

況に応じて臨機の対応を行うものとする。また今後、訓練等で本タイムラインを活用して課題を

抽出し、改善を図っていくものとする。 

 

 

図 4－1 タイムライン  
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4.1.2 災害協定の発動 

現地調査の発動タイミングについて、協定では「震度６弱以上の地震が発生した場合は資機材

の確保・準備を行う。調査は道路管理者からの要請があった場合を基本とするが、連絡不通の場

合は要請を待たず調査を行う」となっており、他地域の事例を調査した結果も、自動的に調査を

行うとしている場合が多いが、平成 30 年 6月に発生した大阪北部地震では、震度６弱を観測した

が、啓開が必要な道路被害は無かったため、「震度６弱を観測し、通信途絶の場合に要請を待た

ず現地調査開始」とした。 

ただし、例えば、平日昼間、平日夜間、休日昼間、休日夜間の連絡方法や、誰が誰に連絡する

かについて等、細部の運用は今後も継続して検討することとする。 

 

4.1.3 発災時の行動計画 

実際に道路管理者と道路啓開作業を行う啓開担当業者との流れを図 4－2に示す。 

発災前は、協議会等での最新情報の周知や共有、建設業団体への身分証の交付、啓開計画に基

づく啓開訓練等（連絡系統確認やロールプレイング訓練等）を実施し、準備しておく。 

発災後は、速やかに災害協定に基づき調査・啓開の要請を行うものとする。なお、必要な情報

は随時共有し、状況により不足する資機材の調達も要請する。 
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図 4－2 道路管理者と啓開担当業者の行動計画  

道路管理者 建設業団体（道路啓開業者）
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4.1.4 参集拠点 

発災直後から連絡・指示が確実に行えるよう、啓開担当者は担当道路の管理者（指示者）が参

集する担当出先機関（大阪国道事務所出張所、大阪府土木事務所、大阪市工営所、堺市整備事務

所）をそれぞれ参集拠点とする。 

管理担当が異なる複数区間を担当する業者（表 4－1 の丸数字がついた業者）は、各区間の管

理を担当する集結拠点にそれぞれ担当者が分散して参集するものとする。 

なお、発災後、啓開担当業者は建設業協会からの要請を受け参集することを基本とするが、通

信不通の場合は、自動的に参集するものとする。 

 

表 4－1 参集拠点と啓開担当業者(メイン担当のみ掲載） 

集結拠点 業者 集結拠点 業者 

高槻維持出張所 

安積建設 

枚方土木事務所 

ガイアート ③ 

大成ロテック ① 世紀東急工業 ④ 

大林道路 ① 大有建設 

日本道路 ① 日本道路 ② 

明清建設 

八尾土木事務所 

ＮＩＰＰＯ ② 

西大阪維持出張所 

奥村組 佐藤渡辺 ② 

三井住友建設 東亜道路工業 

森組 富田林土木事務所 大成ロテック ② 

淺沼組 ① 鳳土木事務所 常盤工業 

竹中工務店 

岸和田土木事務所 

旭工建 ② 

南海辰村建設 鹿島道路 ② 

佐藤渡辺 ① 福田道路 ② 

前田道路 ① 
中浜工営所 

清水建設 

南大阪維持出張所 

旭工建 ① 西松建設 ② 

三井住建道路 
田島工営所 

森本組 

鹿島道路 ① 大林組 

鉄建建設 津守工営所 村本建設 

東洋建設 市岡工営所 熊谷組 

福田道路 ① 住之江工営所 鴻池組 

ＮＩＰＰＯ ① 平野工営所 淺沼組 ② 

北大阪維持出張所 

ハンシン建設 

野田工営所 

安藤・間 

西松建設 ① 戸田建設 

青木あすなろ 大成建設 ② 

銭高組 大鉄工業 

大成建設 ① 大豊建設 

ガイアート ① 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

フジタ 飛島建設 

世紀東急工業 ① 

十三工営所 

鹿島建設 

大林道路 ② 西武建設 

北川ＨＴ 前田建設工業 

池田土木事務所 

世紀東急工業 ② 東急建設 

前田道路 ② 西部地域整備事務所 堺建協 ① 

大林道路 ③ 北部地域整備事務所 堺建協 ② 

茨木土木事務所 

ガイアート ② 南部地域整備事務所 堺建協 ③ 

昭建 
  

世紀東急工業 ③ 
  

※重点 14路線啓開主担当のみ掲載 

  ・青字業者＝大阪建設業協会所属 

  ・緑字業者＝堺建設業協会所属 

  ・黒字業者＝日本道路建設業協会所属 

丸数字は同一業者が複数拠点に分散参集 
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情報収集・指示・連絡手段 4.2 

 

4.2.1 情報の一括集約、発信 

関係機関で構成した情報一元化窓口“大阪府域道路情報連絡室（仮称）”を大阪国道事務所の

情報室に設置、各機関から職員を派遣し、情報集約・共有を図り啓開ルート（通行可能ルート）

を選定、集約した情報を各機関に伝達するとともに実作業の指示を行う。 

作業に当たって細部の調整は、各機関と啓開担当者で行うものとし、各機関がそれぞれの上部

組織（各機関の災害対策本部）に同じ情報を伝達するよう留意する。 

なお、情報共有方法については、今後も訓練結果等を参考にし、継続して更に良い方法を検討

するものとする。 

 

 

図 4－3 情報集約・共有系統  

被害情報収集 道路啓開作業

東部方面管理事務所

大阪市建設部

西部方面管理事務所

南部方面管理事務所

北部方面管理事務所

西部地域整備事務所

堺市土木部

北部地域整備事務所

南部地域整備事務所

大阪府交通道路室

池田土木事務所

茨木土木事務所

富田林土木事務所

八尾土木事務所

枚方土木事務所

鳳土木事務所

岸和田土木事務所

大阪国道事務所

北大阪維持出張所

西大阪維持出張所

南大阪維持出張所

高槻維持出張所

日本建設業連合会
関西支部

大阪建設業協会

日本道路建設業協会
関西支部

各所属会員企業

連絡・調整

堺建設業協会

関係
市町村

（中浜・田島工営所）

（津守・市岡工営所）

（住之江・平野工営所）

（野田・十三工営所）

関西電力 NTT

配電営業所(12箇所) 113

電柱、電線・通信線

現地での調整

ルート選定後の啓開作業に関する現地での調整

大阪府道路公社

大阪国道事務所

各機関からリエゾン派遣し、
情報集約

府

国 NEXCO 阪神高速

大阪市 堺市

関西電力 NTT 建設業協会

大阪府域
道路情報連絡室（仮称）

情報集約・共有
啓開ルート選定

府警

情報共有

連絡
調整

連絡
調整
指示

連絡
調整
指示
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4.2.2 情報収集 

被害状況の収集方法手段について、現状で利用可能な以下の手段を用いることとする。 

○参集途上調査 

○パトロール、協定業者による調査からの報告 

○ヘリコプターによる上空からの調査上空からの調査 

○CCTV（カメラ）の情報 

○報道、ＳＮＳからの情報 

また、DISAANA（ディサーナ）は国立研究開発法人情報通信研究機構耐災害 ICT研究センターで

開発され、熊本地震等で使用されたこともあるが、このようなツールを使って被害状況把握を行

うことも有効である。 

なお、今後も有用な手段が開発等された場合は、随時更新する。 

 

 

図 4－4 被害情報の収集手段例 

 

  

○緊急パトロール等による調査 ○ヘリコプターによる調査

○対災害SNS情報分析システム(DISAANA)の活用

twitterの投稿内容をリアルタイムに分析
し、エリアを指定することにより、災害に
関する問題・トラブルを自動的に抽出し、
リスト形式又は地図形式で表示
<活用事例>
・内閣府： 熊本地震（H28.4）の際に、指

定避難所以外でのニーズ把
握等に活用

・大分県： 阿蘇山の爆発的噴火や日向
灘を震源とする地震（H28.10）
の際に、県内の被害情報の
把握のため活用

出典）国立研究開発法人情報通信研究機構：DISAANAホームページ
(https://disaana.jp/)
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4.2.3 緊急点検の報告方法と内容 

啓開担当者は、道路啓開対象路線に対して緊急点検を行い、主に目視による通行の可否確認後、

調査した区間と通行不可能状態の箇所を随時、電話、電子メール、ＦＡＸ等、可能な手段を用い、

道路管理者に状況を報告する。全区間調査完了後もその旨報告する。なお、通信不可の場合は連

絡員による報告も考えられる。 

調査結果の報告については“通行不可能の箇所のみ”を可能な手段で報告するものとし、報告

する内容については、報告する対象路線、異常箇所の位置、被災状況（啓開による通行の可否）、

迂回路の有無とする。 

 

 

図 4－5 緊急点検の報告文例（電話及び電子メールの場合） 

  

 ○○建設 ○○です。 

 国道○○号の○○交差点～○○交差点は

調査完了。××交差点から□□交差点間につ

いては、建物の外壁が崩れ現在通行不可能で

すが、啓開が可能です。他道路は建物倒壊に

より通行不能です。 

① 電話による報告文例［啓開後通行可のケース］ 

② 電子メールによる報告文例 ［啓開・通行不能・迂回路ありのケース］ 

題名：【被災状況】国道○○号（○○市） 

本文：調査済区間：××交差点～○○交差点 

    異常箇所：○○交差点～□□交差点（○○駅の西側） 

    通行可否：啓開・通行不能 

    被災状況：○○橋の落橋 

    その他：△△橋迂回により当該区間の通過可能 

    報告者：○○建設 ○○□090-○○○○-○○○○ 

添付：被災状況写真.jpg 

 ○○建設 ○○です。 

 国道○○号の○○交差点～○○交差点は

調査完了。国道○○号の○○市内○○交差点

から□□交差点間については、○○橋落橋に

より現在通行不可能です。 

 なお、隣接する△△橋を迂回すれば、当該

区間を通過することが可能です。 

［啓開・通行不可・迂回路ありのケース］ 
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図 4－6 緊急点検の報告文例（電子メール（PC）・ＦＡＸの場合） 

  

③ 電子メール（PC）・ＦＡＸによる報告文例 

道路緊急点検シート（案） 

点 検 者  点検日時 年  月  日   時  分 

路 線 名  異常箇所 

（地先名・交差点名） 

～ 
（目標物、目印など） 

被災程度 

□ 啓開後通行可 

□ 啓開・通行不能（迂回路あり） 

□ 啓開・通行不能（迂回路なし） 

被災状況 

□ 落橋 □ 傾斜 □ 段差 

□ 陥没 □ 建物倒壊 □ 落下物・放置車両等障害物 

□ 跨道橋等の落下 □ 崖崩れ 

□ 火災 □ 浸水 

□ その他（                                            ） 

概  要： 

位置図（※該当する箇所を○で示す）          その他付図（詳細図）等があれば添付してください。 
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4.2.4 啓開作業の情報伝達の流れ 

道路情報連絡室(仮称)開設前においても、連絡・調整・指示が確実に実施できる仕組みを構築

しておく必要がある。 

連絡室開設までは、各道路管理者（集結拠点）と建設業協会間で、調査・啓開に関する連絡・

調整・指示し、連絡室開設後、各道路管理者は連絡室に情報を伝達し、各道路管理者間で情報を

共有化する。 

基本的には、各道路管理者が委託している道路パトロール（維持作業）や工事請負業者等にパ

トロール、状況調査を行わせるが、大規模災害で委託業者のみでは状況が把握出来ない場合、協

定を結んでいる建設業協会へ調査を要請。建設業協会から連絡を受けた啓開担当業者は、参集拠

点へ集合する。 

また、調査・啓開中に要救助者やご遺体を発見した場合、警察、消防に連絡する。 

 

 

図 4－7 啓開作業の情報伝達の流れ（通信可能な場合） 
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通信途絶の場合においても、調査・啓開作業状況を確実に共有する仕組みを構築しておく必要

がある。 

通信不可能で周辺の状況やマスコミ報道等から大規模災害が発生しているという状況の場合、

啓開担当業者は、建設業協会からの連絡を待たずして参集拠点へ集合する。 

通信が回復するまでは、作業員は定期的に参集拠点に集合し、道路管理者への作業状況確認、

作業引継ぎを実施する。また、参集拠点で共有した情報は、道路管理者が専用回線等にて連絡室

へ伝達し、通信復旧後、連絡室から建設業協会に情報を伝達するものとする。 

 

 

図 4－8 啓開作業の情報伝達の流れ（通信途絶の場合） 
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事前準備 4.3 

 

4.3.1 道路啓開実施における各種手続き 

既存の計画・マニュアル、既往災害事例を基に道路啓開活動に必要な手続きを以下に整理する。 

 

緊急通行車両又は規制除外車両の届出 (1) 

 

啓開実施者は、あらかじめ緊急通行車両又は規制除外車両の事前届出を行う。 

 

事前準備として緊急通行車両、規制除外車両の届出を行う。 

ここで緊急通行車両とは、災害対策基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用され

る計画がある車両で、指定行政機関等が保有し、若しくはこれらとの契約等により指定行政機関

等の活動のために使用され、又は災害発生時に他の関係機関から調達する車両を指し、あらかじ

め事前届出を行うことによって、大規模災害発生時に速やかに標章等の交付を受け、緊急交通路

の通行が可能となる。 

啓開業者が行う届け出は「規制除外車両」の事前届出となり、規制除外車両とは、災害対策基

本法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両のうち、大規模災害発生後速やかに緊急交

通路の通行を認めることが適切である車両を指し、緊急通行車両と同様の手続きが必要となる。

緊急通行車両とならないもののうち、使用の本拠の位置が大阪府内にある建設用重機、道路啓開

作業用車両又は重機輸送車両が該当する。 

なお、資機材倉庫等の関係で他府県にあるものは、その府県への届け出を行う。 

 

※ 具体的には、災害対策基本法に基づき指定公共機関、指定地方公共機関に指定されている事業者、団体等が

保有する車両に加え、国、県、指定公共機関等と災害時における各種協定又契約を締結している事業者、団

体等が保有する車両が緊急通行車両の対象となる。 

 

※ 事前届出の対象となる車両の使用の本拠の位置を管轄する署長に対して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大規模災害に伴う緊急通行車両等の確認等事務処理要領の制定について（依命通達） 

平成 25年 6月 28日大阪府警 

図 4－9 緊急通行車両標章（左）及び規制除外車両事前届出書（右）  
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身分証明書の発行 (2) 

 

放置車両の撤去に備え、啓開実施者に対し車両移動の身分証明書の発行を行う。 

 

災害対策基本法の第 76条の 6に基づき、現場での円滑な対応のため、民間事業者に行わせる場

合には、道路管理者から委託を受けていることを明示する書面（身分証明書）を交付する。 

なお、道路管理者が車両等の移動を行う場合には、災対法による権限を行使することとなるた

め、道路管理者の身分証明書を携行し対応する。 

 

【施行通知】 

１．災害時における車両の移動等について（法第７６条の６関係） 

（３）移動命令の伝達や車両の移動等を道路管理者の名義において行うことについて 

（略） 

この際、改正法に基づく車両の移動等は、公権力の行使であり、現場での円滑な対応のため、委託業者等

行政職員以外の民間事業者に行わせる場合には、道路管理者から委託を受けていること（権限を有する道路

管理者の意思であること）を明示する書面を手交しておくことと。 

（略） 

 

 

出典：災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き 

平成 29年 12月 改訂版 国土交通省道路局 

図 4－10 国交省発行の身分証（例） 

  

○-○ 

○○○○○○○○株式会社 

○○市○○○○○○ 

○○○○○○○○ 

平成○年○月○日 

平成○年○月○日 

国土交通省○○整備局 

○○○国道事務所長 
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4.3.2 災害対策基本法に基づく道路啓開及び車両等移動の流れ 

平成 26年 11月 21日に災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、迅速な道路啓開に向

けた措置として放置車両対策等の強化を図るための措置が盛り込まれた。これにより、大規模な

災害発生時に、図 4－11の流れに示す手続きを経て道路管理者が放置車両・立ち往生車両の移動・

撤去を行うことが可能となった。 

これに基づき、車両移動を含む道路啓開が発災後迅速に進められるよう、準備を進めておくこ

とが重要である。 

 

 

図 4－11 災害対策基本法に基づく道路啓開、車両等の移動の流れ  
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道路区間指定、区間指定の命令・指示 (1) 

 

各道路管理者は災害対策基本法第七十六条の六第１項に基づき管理する道路の「区間の指

定」を行う。 

 

道路管理者は、災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止又は著しく停滞

し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著し

い支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急の必要があると認めるときは、その管理する道路につ

いてその区間を指定して、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者（以下「車両等の

占有者等」という。）に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその

他必要な措置をとることを命ずることができる。また、これらの指定及び命令については道路管

理者のみの判断で行うことができるものとしている。 

道路区間の具体的な指定方法については、指定すべき道路の区間の起終点を示すことによって

行うほか、一定の区域内の当該道路管理者が管理する道路の区間を包括的に指定する等の指定も

可能なものである。指定に当たっては、道路の状況等を勘案し、指定が必要となる（車両の移動

等の措置が必要となる）区間が不足なく含まれるよう留意して行うことが望ましい。 

 

表 4－2 道路管理者と管理道路 

 

  

国 大阪府
指定都市

（大阪市・堺市）
市町村

（指定都市以外）

国道（指定区間） ○

市町村道 ※ ※ ○

注）　※・・・国・府は※印の道路の管理者に対し区間の指定・命令ができる（災対法７６条の７　１項）

　　　道路の区間を指定したときは、公安委員会に対し道路区間指定の通知する（災対法施行令３３条の３）

道路管理者

管
理
す
る
道
路

道路区間の指定

国道（指定区間外）
主要地方道
府道

国道（指定区間外）
主要地方道
府道
市道

○※

※ ○
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出典：災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き 

平成 29年 12月 改訂版 国土交通省道路局 

図 4－12 道路区間指定・区域指定及び解除様式 
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公安委員会への指定の通知 (2) 

 

災害対策基本法第七十六条の六第１項に基づき「区間の指定」を行う場合は公安委員会へ

通知する。 

 

施行令第 33 条の３において、道路管理者が、道路区間の指定をしようとする場合においては、

あらかじめ、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に当該指定をしようとする道路の区間及び

その理由を通知しなければならない。 

道路区間の指定に緊急を要するものの、通信手段がないことで指定前に通知することが困難な

場合、あらかじめ、当該都道府県公安委員会に通知するいとまがなかったときは、事後において、

速やかにこれらの事項を通知しなければならない。 

なお、通知の方法については、原則として、書面で行うこととするが、緊急を要する場合にお

いては、口頭で行うこととしても差し支えない。ただし、口頭で通知を行ったときは、事後にお

いて、速やかに書面を送付する。 

 

 

出典：災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き 

平成 29年 12月 改訂版 国土交通省道路局 

図 4－13 道路区間指定・区域指定様式（例： 整備局 ⇒ 公安委員会）  
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道路法 46条による“通行の禁止又は制限” (3) 

 

各道路管理者は災害が発生している箇所は災害対策基本法第七十六条の六第１項に基づき

管理する道路の「区間の指定」を行うと同時に“道路法 46条による「通行の禁止又は制限」”

を行う。 

 

災害の発生している箇所は道路法４６条による通行止めの手続きを行い、車両移動を行う。 

道路管理者は道路法 46条に基づく通行止措置を行う場合は、府公安委員会の意 

見を聴かなければならない。 

ただし、緊急を要するためやむを得ない場合は、事後において、速やかに当該禁止又は制限の

内容及び理由を通知しなければならない。 

この場合、まず口頭で連絡を行い、後に書面で通知を行う。 

 

道路区域指定の周知 (4) 

 

各道路管理者は災害対策基本法第七十六条の六第２項に基づき「指定道路区間の周知」を

行う。 

 

災対法に基づく道路区間指定を行った場合は、当該指定道路区間内の道路利用者に対し、指定

内容を周知することになるが、具体的な周知方法は以下のものを想定している。 

○道路情報板、ＳＮＳ等による情報提供 

○日本道路交通情報センター（ラジオ等）を利用した情報提供 

○当該指定道路区間に立て看板を掲出 

○ホームページ、記者発表 等 

必ずしも上記の方法すべてを実施できなくてもよいが、あらかじめ情報提供の内容や掲示等の

周知方法について準備しておく必要がある。 

また、当該指定道路区間内の道路利用者全てに確実に周知することは必要とされていないが、

周知の行き届かなかった者に対しては、移動命令等を行う際に当該道路が指定されていることを

説明する。 

立て看板は、指定道路区間の起終点に設置するほか、通行車両の多い交差点等、適宜設置する

ものとし、道路啓開作業にあわせて設置する。 
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図 4－14 道路情報板の文例 

 

 
（2018年福井豪雪時の事例） 

図 4－15 記者発表（左）及び SNS（ツイッター）（右）の例 

 

 

写真 4－1 立て看板の例 
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車両等の移動 (5) 

路上車両の撤去＜車両等移動命令＞ 1) 

車両等の移動については、「運転者等への移動命令」、「道路管理者自らによる移動」のいず

れかにより対応することとなる。 

国や府市の職員が車両等の移動を行う場合には、災対法による権限を行使することとなるため、

それぞれの身分証明書を携行し、対応するものとする。また、国、府市から委託された民間事業

者においても、身分証明書を携行するものとする。 

道路啓開作業の支障となる車両の運転者等に対して、道路管理者の職員等は、災対法に基づく

措置であることを説明した上で、車両等の移動先を指示し、車両等を移動させるものとする。 

数多くの運転者等に同時に命令を伝える必要がある場合には、拡声器等で各運転者に同時に聞

こえるようにするとともに、自治体が用意した運転者向け避難所で呼びかける等の工夫を行うこ

とが必要である。 

なお、書面の提示により命令することのほか、口頭での命令も可能であり、現場の状況に応じ

て適宜判断する。 

現場での車両等の移動は、指定道路区間を指定した後に実施することとなるが、周知と同時に

実施することは差し支えない。 

道路啓開により確保する幅員及び車線は、被災地の人口や周辺状況等に応じて判断することに

なる。 

例えば、東日本大震災では、緊急措置として、まずは救命救急のためのルートとして１車線分

の道路啓開を実施し、その後、順次必要な幅員を確保している。 

 

【車両移動命令を行う際の発言例】 

・ ○○（道路管理者名）の○○です。 

 （○○（道路管理者名）から委託を受けている○○株式会社の○○です。） 

・ この道路は、災害対策基本法第７６条の６の規定に基づき、緊急通行車両の通行を確保するため道路啓

開作業を行う区間に指定されました。 

・ 緊急通行車両の通行のため、速やかに指定道路区間以外に移動するか車両を左側路肩に移動して下さい。 

・ 移動を行わない場合は、当方により移動を行いますので、車両から離れて下さい。 
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出典：災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き 

平成 29年 12月 改訂版 国土交通省道路局 

図 4－16 車両移動命令文章の例 
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路上車両の撤去＜管理者による移動＞ 2) 

道路管理者自ら行う車両等の移動については、災害対策基本法 76条の６第３項では、３つのケ

ースを想定している。 

一 第一項の規定による措置をとることを命ぜられた者が、当該措置をとらない場合 

二 道路管理者等が、第一項の規定による命令の相手方が現場にいないために同項の規

定による措置をとることを命ずることができない場合 

三 道路管理者等が、道路の状況その他の事情により車両等の占有者等に第一項の規定

による措置をとらせることができないと認めて同項の規定による命令をしないこと

とした場合 

一の場合、運転者等は、車両等又はその近傍におり、命令は受けることができるが、本人の意

思等により当該車両等の移動に応じない場合のほか、移動に応じる意思はあっても、タイヤのパ

ンクや燃料切れ等により直ちには移動に応じられない場合等が考えられる。 

繰り返し、移動命令等を伝えても移動を行わない、もしくは直ちに移動を行うことができない

場合は、法第 76条の６に基づき、道路管理者による車両の移動を行う旨を運転者等に通知すると

ともに、車両等への移動理由の掲示等、所定の手続きを行い、移動を行うものとする。 

その際の通知の方法については、書面によることが望ましいが、時間がないときには口頭によ

るもののみでも差し支えない。 

 

 

出典：災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き 

平成 29年 12月 改訂版 国土交通省道路局 

図 4－17 運転者等に車両等の移動を行う旨を文書にて通知を行う場合の様式例 

 

二の場合、運転者等が何らかの事情により、車両等から離れており、運転者等によって車両等

の移動ができない場合等が考えられる。 
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運転者等が近傍にいる可能性もあるため、拡声器等で呼びかけを継続するが、車両等への移動

理由の掲示等、所定の手続きを行い、移動を行うものとする。 

三の場合、事故等により運転ができない状態の場合等、道路管理者による移動がやむを得ない

場合・車両等が連坦し、幅員方向にも車両等の待避の余地がない等、運転者等が車両等にいても

移動ができない場合等が考えられる。 

その場合は、法第 76条の６に基づき、道路管理者による車両の移動を行う旨を運転者等に通知

するとともに、車両への移動理由の掲示等、所定の手続きを行い、移動を行うものとする。 

 

道路管理者が自ら車両等を移動する場合には、移動後のトラブルを回避するため、移動の前後

の状態を写真等により確実に記録するものとする。移動が必要な車両等が多数存在し、記録に時

間を要し作業に支障に及ぼす場合等は、重機のキャビンに取り付けたビデオ等で車両移動作業等

を記録する等、効率的な方法にて行うものとする。 

 

 

出典：災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き 

平成 29年 12月 改訂版 国土交通省道路局 

図 4－18 車両等の移動記録票例 

 

また、一定距離以上（原則として 50 メートル以上）車両等を移動させた場合または道路外へ移
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動した場合は、道路の縁石や防護柵、視線誘導標等にも掲示するものとする。 

 

 
出典：災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き 

平成 29年 12月 改訂版 国土交通省道路局 

図 4－19 移動した車両等の移動理由及び移動した道路管理者名の掲示例 

 

なお、道路管理者が自ら車両移動させた費用は、道路管理者の負担とする。但し、念書等によ

り、運転者の同意がある場合は、この限りではない。 

 

車両等の移動のために必要な土地の一時使用 (6) 

道路管理者は、車両の移動命令及び車両の移動の措置をとる際、道路敷地内に移動スペースが

無い場合や周辺に公有地等が無い等、車両等の移動場所を確保するためやむを得ない必要がある

ときは、その必要な限度において、他人の土地（駐車場、空き地、田畑等）を一時使用し、又は

竹木その他の障害物を処分することができるものとした。 

この場合において、道路管理者は、周辺の公用地の有無を確認するとともに、一時使用をしよ

うとする土地の状況等に鑑みて、私人の財産の毀損、周辺環境への影響等、当該土地の一時使用

による損失や影響が最小限となるよう、使用する土地を選択し、その使用期間についても、でき

るだけ短期間とすべきこととなる。 

その際、土地の所有者が容易に見つからないなどにより同意等なく土地を使用することも可能

であるが、その場合には土地の使用・処分の理由、使用した道路管理者（連絡先含む）を掲示し

ておくこと。また、土地の一時使用等により私人の財産の侵害となった場合には損失補償を行う

こととなるため、可能な範囲で、土地の使用や障害物の処分の状態を写真等により記録しておく

ことにより、事後に混乱のないよう努める。 

なお、道路管理者が車両等の移動を行う場合には、災対法による権限を行使することとなるた
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め、国土交通省の身分証明書を携行し、対応するものとする。また、国土交通省から委託された

民間事業者においても、身分証明書を携行する。 

 

  

出典：災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き 

平成 29年 12月 改訂版 国土交通省道路局 

図 4－20 土地の一時使用にかかる様式 

 

 

（被災した車両約 71,000台を仮置き場に移動） 

出典：震災伝承館ホームページ 

写真 4－2 東日本大震災における被災車両等の仮置きの例（平成 26年 11月） 
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損失補償 (7) 

車両の破損前後の記録を踏まえた上で、交通事故損害額算定基準（㈶日弁連交通事故相談セン

ター）等に基づき補償額を算定するものとする。なお、車両保険でカバーされる車両を破損した

場合であっても、保険会社から請求がない限り、車両所有者に対して補償金を支払うことで差し

支えない。 

全損車両の取扱いは以下のとおりとする。 

・ 車両が修理不能又は修理費が時価額を上回るいわゆる全損となった場合には、原則と

して、破損直前の交換価格と破損車両の処分金額との差額（買替差額）を補償額とす

る。 

・ 破損車両が全損状態であるにもかかわらず、交換価格を超えて修理費額の補償を求め

られても破損車両の買替差額による補償額の範囲で認めるのが裁判例の傾向である。 

 

部分破損車両の取扱いは以下のとおりとする。 

・ 車両を部分破損した場合には、原則として、修理相当額を補償額とする。 

・ ただし、修理が相当な場合であっても、修理を行った後も当該車両の価格低下が認め

られるときは評価損が認められるので、補償の対象とする。 

 

 
出典：災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き 

平成 29年 12月 改訂版 国土交通省道路局 

図 4－21 破損車両に係る補償 

 

また、土地の一時使用に係る補償額の算定基準は以下のとおりである。 

・ 土地の一時使用前後の記録を踏まえた上で、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失

補償基準（平成 13 年１月６日国土交通省訓令第 76号）に基づき補償額を算定するも

のとする。 

・ 使用する土地に対しては、正常な地代又は借賃をもって補償するものとする（基準第

25条等）。 
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出典：災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き 

平成 29年 12月 改訂版 国土交通省道路局 

図 4－22 土地の一時使用に係る補償 

 

竹木等の処分に係る補償額の算定については以下のとおりである。 

・ 竹木又は障害物を処分する場合は、当該処分と相当因果関係にある財産上の価値の減

少を補償するものとする。 

 

 
出典：災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き 

平成 29年 12月 改訂版 国土交通省道路局 

図 4－23 竹木・その他障害物に係る補償 

 

放置車両以外の障害物の対応 (8) 

貴重品等 1) 

 

道路啓開作業中に貴重品等を発見した場合は警察に届ける。 

 

道路啓開作業中に発見した拾得物は場所、時間等を記録しておき、１日分の取得物をまとめて、

最寄りの警察署または交番に提出する。 

なお現場で拾得した貴重品は、金額等の多少に関わらず、発見したもの全てを遺失物として扱

うことを基本とする。 
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危険物（ガスを含む） 2) 

 

啓開実施者は、がれき内に爆発性・引火性の物体がまぎれている可能性があり、爆発や有

毒ガス発生のおそれもあるため、撤去にあたっては慎重に作業を行う。 

道路啓開作業時に異臭（刺激臭、芳香臭等）を感じた場合には直ちに作業を中断、隔離距

離をとり、異臭元となる管理者もしくは各消防（局）本部に連絡を行う。 

 

道路啓開作業中に危険物を発見、またガス等の異臭を感じた場合は、ただちに作業を中断し、

以下の手順で対応することを基本とする。 

① 異臭の原因である管理者が分かる場合は各管理者へ、分からない場合は各消防（局）

本部に連絡をする。 

② 各道路管理者へ状況報告を行う。 

③ 各管理者および各消防（局）本部が現場に駆けつけるまで、離れて通行規制を行う。 

④ 安全性が確認されて、問題ないことが判明した段階で作業を再開する。 

 

 

図 4－24 危険物の対応 

  

【異臭の原因である管理者が分かる場合】

①危険物の対応依頼

【異臭の原因である管理者が分からない場合】

①危険物の
対応依頼

啓
開
実
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地下埋設物（水道施設・下水道施設） 3) 

 

道路啓開作業中に水道施設・下水道施設の異常を発見した際には、各道路管理者へ連絡す

る。 

道路管理者はライフライン事業者（広域水道企業団・各市町村）への連絡を行う。 

 

道路啓開作業中に、水道や下水に異常が発生し、路面に変状が見られる場合は、各管理者もし

くは、道路管理者へ連絡する。 

道路管理者へ連絡した場合は、その後の措置（いつ対応される等）について追って連絡する。 

水道、下水管理者が対応にあたるまでは、第三者への危険を防止するよう、バリケードで囲う

等の措置を行う。 

想定される異常は、水の漏水、道路路面の陥没、液状化によるマンホールの突出である。 

○ 水の漏水 ： 大阪府広域水道企業団・水道局、各市町村が現場措置。 

○ 道路路面の陥没 ： 立ち入らないようにバリケード等で囲む。 

○ マンホールの突出 ： バリケード等で囲む、土のう等で段差解消 

 

 

図 4－25 地下埋設物の対応  
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電柱及び電線、通信線 4) 

 

緊急交通路状に電柱の倒壊や折損、傾斜により啓開出来ない区間がある場合は、各道路管

理者へ連絡する。 

 

道路啓開作業中に、電柱及び電線、通信線の異常により啓開が困難となる場合は、各道路管理

者に連絡して、異常箇所、状況を伝える。 

電力線については、電線が切れていても、通電している場合があり、危険な為、触らず道路管

理者へ連絡する。 

通信線については、垂れ下がっていても通信線として機能している場合がある為、触らず道路

管理者へ連絡する。 

いずれにせよ、電柱倒壊、線の垂れ下がり等により啓開出来ない区間がある場合は、道路管理

者へ連絡する。 

各道路管理者は占用物件台帳等確認し、関西電力配電営業所、NTTの 113番へ連絡し、その後、

各道路管理者は関西電力、NTTからの対応方針を各啓開業者へ連絡する。 

 

 

図 4－26 電柱及び電線、通信線の対応 
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道路啓開の詳細 4.4 

 

4.4.1 啓開ルート 

 

広域緊急交通路（重点 14路線）等から拠点へのアクセスルートの順位判定 (1) 

ひとつの拠点に対し広域緊急交通路（重点 14路線）もしくは高速道路のインターチェンジから

のアクセスルートが複数設定されている場合、各アクセスルートについて、各管理者等から提供

頂いた資料等をもとに、「橋梁被害」の状況のほか、「瓦礫」、「車両」、「斜面崩壊」を含め

た啓開時間を簡易的に算定し、啓開時間が短い順にアクセスルートの啓開の優先順位を設定した。 

また、被害が甚大で、その拠点へのアクセスルートの全てが通行困難と想定される場合、代替

ルートを設定した。 

なお、実際は重点 14 路線の被害状況等現状に即して、優先順位は臨機応変に検討する。 

 

◀ 簡易判定方法 ▶ 

1）ルート上の橋梁被害が「倒壊」、「落橋」の場合は、アクセスルートとして適用困難 

2）ルート上の橋梁被害が「段差(大)、(中)、(小)」の場合は、適用可能 

3）通行可能なアクセスルートについて、「橋梁段差」、「瓦礫」、「車両」、「斜面崩壊」

の啓開時間を算出し、トータルの啓開時間が短くなる経路から優先順位を設定 

 

 
● 被害橋梁数（被害状況に応じた段差の解消時間）及びアクセスルートの延長（沿道施設倒壊（建物、

電柱）、放置車両の処理時間）から啓開時間を算定 

アクセス 
ルート 

落橋・倒壊 

の有無 延長（km） 橋梁数(被害判定) 啓開 

時間(h) 優先度 

Ａ 無 1.8 2 (段差中：2) 9.5 2位 
Ｂ 無 2.1 2 (段差中：2) 10.8 3位 
Ｃ 無 1.1 3 (段差大：1,段差中:2) 8.2 1位 

 

図 4－27 アクセスルートの順位設定イメージ  
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長期浸水箇所の路線の啓開作業 (2) 

図 4－28に示す津波による浸水想定箇所における啓開作業は津波警報解除後とする。 

津波警報解除以降も浸水している長期浸水箇所への進出については、「大阪府南海トラフ巨大

地震対策等検討部会」で公表されている浸水範囲をもとに、今後、大型土のうやコルゲートパイ

プ等を使用した通行ルートの確保、他の部局とも調整を図り排水ポンプ車設置箇所や、ポンプ場

への啓開等を検討する。 

 

 

出典：大阪府津波浸水想定（大阪府南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会） 

図 4－28 大阪府津波浸水想定図（再掲）  
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津波浸水想定区域における具体的な道路啓開の手順は図 4－29に示すとおり、地震発生後、津

波警報が発令されて無ければ、広域緊急交通路（重点 14路線）や拠点へのアクセスルートの全区

域調査を実施し、被害があれば啓開を行うが、津波警報が発令された場合は、浸水想定区域を除

く区域の調査、啓開を行う。 

津波警報解除後、実際に浸水しなかった区域は調査・啓開を行い、浸水区域は、迂回が出来る

路線の調査・啓開を行う。迂回できる路線もない場合は道路管理者の指示に従う。 

 

■重点 14 路線 

 

■拠点へのアクセスルート 

 
 

※ 津波想定区域外であっても各自で情報収集を行い、沿岸部には近づかないなど身を守る行動を取る事。 

図 4－29 浸水想定区域における道路啓開手順  
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浸水している区域における道路啓開については、基本的に道路管理者の指示によるものとする

が、今後、他地域における啓開計画等を参考に、津波浸水後に自然排水が困難な啓開路線の進出

方法の検討、止水・排水作業を見据えたアクセス路線の調整を実施する。 

 

 

出典：「南海地震長期浸水対策検討結果」（平成 25年 3月 高知県）に加筆 

図 4－30 浸水域の止水・排水作業の流れ（例） 
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4.4.2 啓開担当業者の担当区間 

重点 14路線及び拠点までのアクセスルートについて、建設業協会の協力を得て、各業者の啓開

担当区間を表 4－3～表 4－5のとおり設定している。 

担当業者は重点 14路線を啓開し、引き続き拠点までのアクセスルートも啓開する。 

 

表 4－3 重点 14路線啓開担当業者一覧 (国道) 

路線名 区間 
業者 

No 

啓開業者名 

（メイン） 

業者 

No 

担当啓開業者名 

（サブ） 
所属 参集拠点 

国道１号 

枚方市 40 安積建設 48 世紀東急工業 道 （国）高槻維持出張所 

守口市 43 ガイアート 58 前田道路 道 

（国）北大阪維持出張所 旭区・城東区 15 銭高組 11 コーナン建設 大 

城東区・都島区・北区 28 西松建設 16 大成建設 大 

国道 2 号 

北区・福島区 1 青木あすなろ   大 

（国）北大阪維持出張所 福島区 30 ハンシン建設   大 

西淀川区 16 大成建設 28 西松建設 大 

国道 25 号 

柏原市 58 前田道路 41 大林道路 道 

（国）西大阪維持出張所 

八尾市 46 佐藤渡辺 41 大林道路 道 

平野区 2 淺沼組 4 今西組 大 

東住吉区・阿倍野区・天王寺区・浪速区 7 奥村組 2 淺沼組 大 

浪速区 35 森組 33 三井住友建設 大 

中央区、北区 17 大鉄工業 12 三和建設 大 （大）野田工営所 

国道 26 号 

浪速区・西成区 19 竹中工務店 25 飛島建設 大 
（国）西大阪維持出張所 

住之江区 27 南海辰村建設 3 安藤・間 大 

堺市西区 23 東洋建設 5 岩出建設 大 

（国）南大阪維持出張所 

堺市堺区 21 鉄建建設 31 久本組 大 

高石市 59 三井住建道路 38 NIPPO 道 

泉大津市 38 NIPPO 56 福田道路 道 

忠岡町・岸和田市 56 福田道路 44 鹿島道路 道 

貝塚市・泉佐野市・田尻町 44 鹿島道路 41 大林道路 道 

泉南市 39 旭工建 44 鹿島道路 道 

阪南市・岬町 39 旭工建   道 

国道 43 号 此花区・西淀川区 33 三井住友建設 9 熊谷組 大 （国）西大阪維持出張所 

国道 163 号 

四條畷市 41 大林道路 50 大有建設 道 

（国）北大阪維持出張所 
寝屋川市・門真市 45 北川 HT 41 大林道路 道 

守口市 57 フジタ 58 前田道路 道 

鶴見区・旭区 15 銭高組 11 コーナン建設 大 

国道 170 号 
枚方市・寝屋川市 55 日本道路 54 戸田道路 道 

（府）枚方土木事務所 
大東市 50 大有建設 45 北川 HT 道 

国道 171 号 

島本町 60 明清建設 49 大成ロテック 道 

（国）高槻維持出張所 
高槻市 49 大成ロテック 60 明清建設 道 

茨木市 49 大成ロテック 48 世紀東急工業 道 

豊中市・池田市 41 大林道路 48 世紀東急工業 道 

国道 176 号 

池田市 58 前田道路 41 大林道路 道 （府）池田土木事務所 

豊中市 41 大林道路 58 前田道路 道 （国）高槻維持出張所 

淀川区 14 西武建設 11 コーナン建設 大 （大）十三工営所 

北区 25 飛島建設 36 森本組 大 （大）野田工営所 

国道 308 号 
東大阪市 52 東亜道路工業 45 北川 HT 道 （府）八尾土木事務所 

東成区 6 大林組 25 飛島建設 大 （大）田島工営所 

国道 310 号 堺市堺区 37 堺建協     堺 （堺）西部地域整備事務所 

国道 423 号 
箕面市・豊中市・吹田市 48 世紀東急工業 41 大林道路 道 （府）池田土木事務所 

淀川区・北区 8 鹿島建設 32 前田建設工業 大 （大）十三工営所 

国道 479 号 吹田市 48 世紀東急工業 43 ガイアート 道 （府）茨木土木事務所 

所属欄：道＝日本道路建設業協会、大＝大阪建設業協会、堺＝堺建設業協会 

参集拠点：(国)＝国土交通省、(府)＝大阪府、(大)＝大阪市、(堺)＝堺市 
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表 4－4 重点 14路線啓開担当業者一覧 (府道・大阪市道) 

路線名 区間 
業者 

No 

啓開業者名 

（メイン） 

業者 

No 

担当啓開業者名 

（サブ） 
所属 参集拠点 

（主）大阪中央環状線 

池田市・豊中市 41 大林道路 48 世紀東急工業 道 （府）池田土木事務所 

吹田市・茨木市 47 昭建 48 世紀東急工業 道 （府）茨木土木事務所 

摂津市・守口市・門真市・大東市 48 世紀東急工業 45 北川 HT 道 （府）枚方土木事務所 

鶴見区 13 清水建設 24 戸田建設 大 （大）中浜工営所 

平野区 2 淺沼組 4 今西組 大 （大）平野工営所 

東大阪市 38 NIPPO 52 東亜道路工業 道 
（府）八尾土木事務所 

八尾市 46 佐藤渡辺 38 NIPPO 道 

松原市 49 大成ロテック 46 佐藤渡辺 道 （府）富田林土木事務所 

堺市北区 37 堺建協   堺 （堺）北部地域整備事務所 

堺市堺区 37 堺建協   堺 （堺）西部地域整備事務所 

（主）大阪生駒線 
大東市 50 大有建設 45 北川 HT 道 （府）枚方土木事務所 

鶴見区・城東区 13 清水建設 24 戸田建設 大 （大）中浜工営所 

（主）大阪池田線 

西淀川区 16 大成建設 28 西松建設 大 （大）野田工営所 

淀川区 22 東急建設 17 大鉄工業 大 （大）十三工営所 

豊中市、池田市 41 大林道路 48 世紀東急工業 道 （府）池田土木事務所 

（主）京都守口線 
寝屋川市 50 大有建設 43 ガイアート 道 

（府）枚方土木事務所 
守口市 43 ガイアート 58 前田道路 道 

（主）大阪高槻京都線 

東淀川区 32 前田建設工業 8 鹿島建設 大 
（大）十三工営所 

北区 24 戸田建設 13 清水建設 大 

茨木市・吹田市・摂津市 43 ガイアート 48 世紀東急工業 道 
（府）茨木土木事務所 

吹田市 48 世紀東急工業 43 ガイアート 道 

（主）大阪和泉泉南線 

中央区 9 熊谷組 6 大林組 大 （大）市岡工営所 

天王寺区 36 森本組 10 鴻池組 大 （大）田島工営所 

阿倍野区・住吉区 10 鴻池組 26 中道組 大 （大）住之江工営所 

堺市堺区・西区 37 堺建協   堺 （堺）西部地域整備事務所 

高石市・和泉市 53 常盤工業 59 三井住建道路 道 （府）鳳土木事務所 

岸和田市・貝塚市 56 福田道路 44 鹿島道路 道 
（府）岸和田土木事務所 

泉佐野市・泉南市 44 鹿島道路 39 旭工建 道 

（主）堺羽曳野線 堺市堺区 37 堺建協   堺 （堺）西部地域整備事務所 

（主）泉佐野岩出線 泉南市 39 旭工建 41 大林道路 道 （府）岸和田土木事務所 

（一）恵美須南森町線 
北区 24 戸田建設 13 清水建設 大 

（大）野田工営所 
中央区 18 大豊建設 24 戸田建設 大 

（主）築港深江線 中央区・東成区 6 大林組 25 飛島建設 大 （大）田島工営所 

（主）南北線 
浪速区 34 村本建設 7 奥村組 大 （大）津守工営所 

西区・北区 3 安藤・間 15 銭高組 大 （大）野田工営所 

（主）福島桜島線 福島区・此花区 29 長谷工コーポレーション 19 竹中工務店 大 （大）野田工営所 

所属欄：道＝日本道路建設業協会、大＝大阪建設業協会、堺＝堺建設業協会 

参集拠点：(国)＝国土交通省、(府)＝大阪府、(大)＝大阪市、(堺)＝堺市 
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表 4－5 拠点アクセスルート啓開担当業者一覧 

拠点Ｎｏ 拠点 業者 No 啓開業者名（メイン） 業者 No 啓開業者名（サブ） 所属 

1 堺泉北港堺２区 38 NIPPO 42 奥村組土木興業 道 

2 大阪北部 48 世紀東急工業 41 大林道路 道 

3 大阪中部（八尾空港周辺） 
大阪市外 46 佐藤渡辺 52 東亜道路工業 道 

大阪市内 2 淺沼組 4 今西組 大 

4 大阪南部（りんくうタウン） 39 旭工建 44 鹿島道路 道 

5 日本万国博覧会記念公園 48 世紀東急工業 41 大林道路 道 

6 服部緑地 52 東亜道路工業 41 大林道路 道 

7 大阪城公園 6 大林組 25 飛島建設 大 

8 鶴見緑地 
大阪市外 54 戸田道路 50 大有建設 道 

大阪市内 13 清水建設 24 戸田建設 大 

9 長居公園 10 鴻池組 26 中道組 大 

10 寝屋川公園 41 大林道路 50 大有建設 道 

11 久宝寺緑地 46 佐藤渡辺 52 東亜道路工業 道 

12 山田池公園 55 日本道路 40 安積建設 道 

13 大泉緑地 － 

14 錦織公園 53 常盤工業 43 ガイアート 道 

15 蜻蛉池公園 44 鹿島道路 56 福田道路 道 

16 急性期・総合医療センター － 

17 大阪市立総合医療センター 24 戸田建設 13 清水建設 大 

18 国立大阪医療センター 6 大林組 25 飛島建設 大 

19 大阪赤十字病院 9 熊谷組 6 大林組 大 

20 大阪市立大学医学部附属病院 36 森本組 10 鴻池組 大 

21 （社法）済生会千里病院 47 昭建 41 大林道路 道 

22 大阪大学医学部付属病院 47 昭建 41 大林道路 道 

23 大阪府三島救命救急センター － 

24 大阪医科大学付属病院 49 大成ロテック 47 昭建 道 

25 関西医科大学付属病院 55 日本道路 40 安積建設 道 

26 関西医科大学総合医療センター 41 大林道路 45 北川 HT 道 

27 大阪府立中河内救命救急センター － 

28 市立東大阪医療センター － 

29 近畿大学医学部付属病院 53 常盤工業 43 ガイアート 道 

30 堺市立総合医療センター 37 堺建協   
 

堺 

31 りんくう総合医療センター 39 旭工建 44 鹿島道路 道 

32 大阪警察病院 7 奥村組 2 淺沼組 大 

33 多根総合病院 
北西側 29 長谷工コーポレーション 20 竹中土木 大 

東側 3 安藤・間 15 銭高組 大 

34 岸和田徳洲会病院 56 福田道路 58 前田道路 道 

35 大阪国際がんセンター 6 大林組 25 飛島建設 大 

36 大阪精神医療センター 55 日本道路 40 安積建設 道 

37 大阪はびきの医療センター 58 前田道路 51 津田建設 道 

38 大阪母子医療センター 37 堺建協     堺 

39 出光岸和田油槽所 49 大成ロテック 56 福田道路 道 

40 大阪国際石油精製大阪製油所 59 三井住建道路 44 鹿島道路 道 

41 ＪＸＴＧ大阪油槽所 38 NIPPO 44 鹿島道路 道 

42 ＪＸＴＧ堺製油所 37 堺建協    堺 

43 コスモ堺製油所 37 堺建協    堺 

所属欄：道＝日本道路建設業協会、大＝大阪建設業協会、堺＝堺建設業協会 

『業者 No』～『所属』欄が「－」の拠点は、重点 14路線沿道に立地しているため、 

啓開するアクセスルートが存在しない拠点 
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4.4.3 保有資機材 

道路啓開作業に必要な資機材について、建設業協会の協力を得て、道路啓開担当業者の自社保

有資機材を調査した結果、自社保有は少数であることが確認されたため、災害発生時、必要な資

機材は、啓開担当業者自らが近隣現場、リース会社、協力会社等より確保するともに、各社の防

災計画等に記載し、日頃より準備を行うこととする。 

それでもなお不足する場合、近畿地方整備局・府政令市・高速道路会社・一般社団法人日本建

設業連合会関西支部が締結する包括協定※により、資機材の調達を行うものとする。 

 

※ 災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括的協定書（平成 29年 2月 20日） 

 

また、資機材の配分については、被災状況及び路線の優先度により優先箇所を判断する。 

判断の目安としては、緊急輸送ネットワークとしてのつながりが確保できず、かつ迂回する路

線がない場合、資機材配分の優先度が高い箇所とする。 

また、浸水域については、他部局の状況（新たな浸水を防止する為の止水対策やポンプ場・ポ

ンプ車等による内水排水対策の検討）把握が必要な為、別途検討とした。 

 

優先度１ 内閣府の緊急輸送ルート 
・阪神高速 15号堺線 堺 IC以南の国道 26号 

・近畿道長原 IC 及び西名阪道藤井寺 ICから八尾空港への府道及び市道 等 
 

優先度２ 広域緊急交通路（重点 14 路線） 
 

優先度３ 拠点へのアクセスルート 
 

資機材配分なし 
・１車線でも通行できる場合 

・通行出来ないが、迂回路が確保でき緊急輸送ネットワークが確保できる場合 
 

別途検討 
・浸水している場合 

図 4－31 資機材配分の優先順 
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5 今後の取り組み 
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本計画では、南海トラフ地震の大規模災害に際し、関係機関との情報共有・必要な調整のもと、

各道路管理者が道路啓開を迅速に進めるための基本的考え方、具体的方法や役割分担等について

まとめた。 

しかしながら、本計画はあくまで現在想定される１つの仮定のもとに作成したものであること

や、実際の災害時の具体的なオペレーションについては更に詳細な検討が必要であることから、

実際の災害の様相に合わせ、本計画を基本としつつも臨機応変な対応が求められる。 

従って、現在の備えだけでは十分ではないことを肝に命じ、計画の実効性をさらに担保してい

くために、今後とも本協議会を活用し、連携・協力体制を構築するとともに、以下の事項につい

て継続的に取り組むこととする。 

 

継続的な課題 5.1 

啓開ルート計画 (1) 

・ 踏切遮断の早期解消 

・ 新たな拠点、浸水箇所への進出 

⇒河川部局等、他機関の検討事項確認のうえ、必要であれば協議等を行い検討 

（新たな拠点例）：排水ポンプ場、港湾施設 

・ 地域防災計画更新時にそれを踏まえた時点修正 

 

情報収集・連絡・連携 (2) 

・ 一本化窓口（大阪府域道路情報連絡室）と各機関との情報伝達方法の調整、リエゾン

派遣についての関係機関協議 

 

啓開作業計画 (3) 

・ 不足分資機材調達について、建設業団体の協力や包括協定での調達に加え、リース業

協会等の協力について検討 

・ 災害発生の時間帯（平日・休日・昼間・夜間）による啓開担当業者との連絡方法や調

査開始基準の検討 

・ ガレキ仮置き場等の調整 
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今後の予定 5.2 

 

2019年度（平成 31年度）以降 (1) 

○ 大阪府域道路啓開計画（案） 運用マニュアル作成 

○ 大阪府域道路啓開計画（案）の時点修正 

⇒残っている課題について検討 

・情報連絡体制、踏切対応、資機材の状況、他機関（港湾・河川等）の計画の確認 

⇒啓開計画の時点修正（地域防災計画の更新や上記検討結果を踏まえたもの） 

○ 直下型地震（上町断層帯等）に対する検討開始 

○ 協議会・幹事会の継続した開催 

○ 啓開訓練の開催（情報伝達訓練、現場での啓開作業・車両移動訓練） 

 

  

 

写真 5－1 災害対策基本法に伴う道路啓開訓練（平成 31年 2月 6日開催） 
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44

44

39
39

南部地域整備(事)南部地域整備(事)南部地域整備(事)南大阪
維持(出)
南大阪
維持(出)
南大阪
維持(出)

岸和田土木(事)岸和田土木(事)岸和田土木(事)
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37

37

37

37

44
44
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49
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39

39

39
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49
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39
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26
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阪和自動車道

阪和自動車道

阪和自動車道

関
西
空
港
自
動
車
道

関
西
空
港
自
動
車
道

関
西
空
港
自
動
車
道

関
西
国
際
空
港
連
絡
橋

関
西
国
際
空
港
連
絡
橋

関
西
国
際
空
港
連
絡
橋

阪
神
高
速
湾
岸
線

阪
神
高
速
湾
岸
線

阪
神
高
速
湾
岸
線

堺　市
泉大津市

忠岡町

和泉市

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

熊取町田尻町

泉南市

阪南市

岬町
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6

9
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36
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7

7
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16

33
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22
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1
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32

24

8
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北大阪
維持(出)
北大阪
維持(出)
北大阪
維持(出)

西大阪
維持(出)
西大阪
維持(出)
西大阪
維持(出)

野田(工)野田(工)野田(工)

市岡(工)市岡(工)市岡(工)

住之江(工)住之江(工)住之江(工)

津守(工)津守(工)津守(工)

田島(工)田島(工)田島(工)

平野(工)平野(工)平野(工)

中浜(工)中浜(工)中浜(工)

十三(工)十三(工)十三(工)

西部地域整備(事)西部地域整備(事)西部地域整備(事)

北部地域整備(事)
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13

24

6
6

6

9

7

36
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3
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1

26

7

17

9
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32

33
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35
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30

30
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2

2

2

1
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1
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25

25
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阪神高速東大阪線
阪神高速東大阪線
阪神高速東大阪線

福島桜島線

福島桜島線

福島桜島線

築港深江線
築港深江線
築港深江線

阪神高速

阪神高速

阪神高速

守
口
線

守
口
線

守
口
線

南
北
線

南
北
線

南
北
線

阪
神
高
速
松
原
線

阪
神
高
速
松
原
線

阪
神
高
速
松
原
線

阪
神
高
速
堺
線

阪
神
高
速
堺
線

阪
神
高
速
堺
線

阪
神
高
速
湾
岸
線

阪
神
高
速
湾
岸
線

阪
神
高
速
湾
岸
線

阪
神
高
速
池
田
線

大阪市

大阪市

大阪市

松原市

堺　市
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拠点までのアクセスルート

業者No （メイン）

29

重点１４路線(国道)

業者No （メイン）

業者担当境界
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路
線
名

区
間

業
者
N
o

啓
開
業
者
名
（
メ
イ
ン
）

業
者
N
o

担
当
啓
開
業
者
名
（
サ
ブ
）

所
属

参
集
拠
点

枚
方
市

4
0

安
積
建
設

4
8

世
紀
東
急
工
業

道
建
協

（
国
）
高
槻
維
持
出
張
所

守
口
市

4
3

ガ
イ
ア
ー
ト

5
8

前
田
道
路

道
建
協

旭
区
・
城
東
区

1
5

銭
高
組

1
1

コ
ー
ナ
ン
建
設

大
建
協

城
東
区
・
都
島
区
・
北
区

2
8

西
松
建
設

1
6

大
成
建
設

大
建
協

北
区
・
福
島
区

1
青
木
あ
す
な
ろ

大
建
協

福
島
区

3
0

ハ
ン
シ
ン
建
設

大
建
協

西
淀
川
区

1
6

大
成
建
設

2
8

西
松
建
設

大
建
協

柏
原
市

5
8

前
田
道
路

4
1

大
林
道
路

道
建
協

八
尾
市

4
6

佐
藤
渡
辺

4
1

大
林
道
路

道
建
協

平
野
区

2
淺
沼
組

4
今
西
組

大
建
協

東
住
吉
区
・
阿
倍
野
区
・
天
王
寺
区
・
浪
速
区

7
奥
村
組

2
淺
沼
組

大
建
協

浪
速
区

3
5

森
組

3
3

三
井
住
友
建
設

大
建
協

中
央
区
、
北
区

1
7

大
鉄
工
業

1
2

三
和
建
設

大
建
協

（
大
）
野
田
工
営
所

浪
速
区
・
西
成
区

1
9

竹
中
工
務
店

2
5

飛
島
建
設

大
建
協

住
之
江
区

2
7

南
海
辰
村
建
設

3
安
藤
・
間

大
建
協

堺
市
西
区

2
3

東
洋
建
設

5
岩
出
建
設

大
建
協

堺
市
堺
区

2
1

鉄
建
建
設

3
1

久
本
組

大
建
協

高
石
市

5
9

三
井
住
建
道
路

3
8

N
IP
P
O

道
建
協

泉
大
津
市

3
8

N
IP
P
O

5
6

福
田
道
路

道
建
協

忠
岡
町
・
岸
和
田
市

5
6

福
田
道
路

4
4

鹿
島
道
路

道
建
協

貝
塚
市
・
泉
佐
野
市
・
田
尻
町

4
4

鹿
島
道
路

4
1

大
林
道
路

道
建
協

泉
南
市

3
9

旭
工
建

4
4

鹿
島
道
路

道
建
協

阪
南
市
・
岬
町

3
9

旭
工
建

道
建
協

国
道
4
3
号

此
花
区
・
西
淀
川
区

3
3

三
井
住
友
建
設

9
熊
谷
組

大
建
協

（
国
）
西
大
阪
維
持
出
張
所

四
條
畷
市

4
1

大
林
道
路

5
0

大
有
建
設

道
建
協

寝
屋
川
市
・
門
真
市

4
5

北
川
H
T

4
1

大
林
道
路

道
建
協

守
口
市

5
7

フ
ジ
タ

5
8

前
田
道
路

道
建
協

鶴
見
区
・
旭
区

1
5

銭
高
組

1
1

コ
ー
ナ
ン
建
設

大
建
協

枚
方
市
・
寝
屋
川
市

5
5

日
本
道
路

5
4

戸
田
道
路

道
建
協

大
東
市

5
0

大
有
建
設

4
5

北
川
H
T

道
建
協

島
本
町

6
0

明
清
建
設

4
9

大
成
ロ
テ
ッ
ク

道
建
協

高
槻
市

4
9

大
成
ロ
テ
ッ
ク

6
0

明
清
建
設

道
建
協

茨
木
市

4
9

大
成
ロ
テ
ッ
ク

4
8

世
紀
東
急
工
業

道
建
協

豊
中
市
・
池
田
市

4
1

大
林
道
路

4
8

世
紀
東
急
工
業

道
建
協

池
田
市

5
8

前
田
道
路

4
1

大
林
道
路

道
建
協

（
府
）
池
田
土
木
事
務
所

豊
中
市

4
1

大
林
道
路

5
8

前
田
道
路

道
建
協

（
国
）
高
槻
維
持
出
張
所

淀
川
区

1
4

西
武
建
設

1
1

コ
ー
ナ
ン
建
設

大
建
協

（
大
）
十
三
工
営
所

北
区

2
5

飛
島
建
設

3
6

森
本
組

大
建
協

（
大
）
野
田
工
営
所

東
大
阪
市

5
2

東
亜
道
路
工
業

4
5

北
川
H
T

道
建
協

（
府
）
八
尾
土
木
事
務
所

東
成
区

6
大
林
組

2
5

飛
島
建
設

大
建
協

（
大
）
田
島
工
営
所

国
道

3
1
0
号

堺
市

堺
区

3
7

堺
建

協
堺

建
協

（
堺

）
西

部
地

域
整

備
事

務
所

箕
面
市
・
豊
中
市
・
吹
田
市

4
8

世
紀
東
急
工
業

4
1

大
林
道
路

道
建
協

（
府
）
池
田
土
木
事
務
所

淀
川
区
・
北
区

8
鹿
島
建
設

3
2

前
田
建
設
工
業

大
建
協

（
大
）
十
三
工
営
所

国
道

4
7
9
号

吹
田

市
4
8

世
紀

東
急

工
業

4
3

ガ
イ
ア
ー
ト

道
建

協
（
府

）
茨

木
土

木
事

務
所

池
田
市
・
豊
中
市

4
1

大
林
道
路

4
8

世
紀
東
急
工
業

道
建
協

（
府
）
池
田
土
木
事
務
所

吹
田
市
・
茨
木
市

4
7

昭
建

4
8

世
紀
東
急
工
業

道
建
協

（
府
）
茨
木
土
木
事
務
所

摂
津
市
・
守
口
市
・
門
真
市
・
大
東
市

4
8

世
紀
東
急
工
業

4
5

北
川
H
T

道
建
協

（
府
）
枚
方
土
木
事
務
所

鶴
見
区

1
3

清
水
建
設

2
4

戸
田
建
設

大
建
協

（
大
）
中
浜
工
営
所

平
野
区

2
淺
沼
組

4
今
西
組

大
建
協

（
大
）
平
野
工
営
所

東
大
阪
市

3
8

N
IP
P
O

5
2

東
亜
道
路
工
業

道
建
協

八
尾
市

4
6

佐
藤
渡
辺

3
8

N
IP
P
O

道
建
協

松
原
市

4
9

大
成
ロ
テ
ッ
ク

4
6

佐
藤
渡
辺

道
建
協

（
府
）
富
田
林
土
木
事
務
所

堺
市
北
区

3
7

堺
建
協

堺
建
協

（
堺
）
北
部
地
域
整
備
事
務
所

堺
市
堺
区

3
7

堺
建
協

堺
建
協

（
堺
）
西
部
地
域
整
備
事
務
所

大
東
市

5
0

大
有
建
設

4
5

北
川
H
T

道
建
協

（
府
）
枚
方
土
木
事
務
所

鶴
見
区
・
城
東
区

1
3

清
水
建
設

2
4

戸
田
建
設

大
建
協

（
大
）
中
浜
工
営
所

西
淀
川
区

1
6

大
成
建
設

2
8

西
松
建
設

大
建
協

（
大
）
野
田
工
営
所

淀
川
区

2
2

東
急
建
設

1
7

大
鉄
工
業

大
建
協

（
大
）
十
三
工
営
所

豊
中
市
、
池
田
市

4
1

大
林
道
路

4
8

世
紀
東
急
工
業

道
建
協

（
府
）
池
田
土
木
事
務
所

寝
屋
川
市

5
0

大
有
建
設

4
3

ガ
イ
ア
ー
ト

道
建
協

守
口
市

4
3

ガ
イ
ア
ー
ト

5
8

前
田
道
路

道
建
協

東
淀
川
区

3
2

前
田
建
設
工
業

8
鹿
島
建
設

大
建
協

北
区

2
4

戸
田
建
設

1
3

清
水
建
設

大
建
協

茨
木
市
・
吹
田
市
・
摂
津
市

4
3

ガ
イ
ア
ー
ト

4
8

世
紀
東
急
工
業

道
建
協

吹
田
市

4
8

世
紀
東
急
工
業

4
3

ガ
イ
ア
ー
ト

道
建
協

中
央
区

9
熊
谷
組

6
大
林
組

大
建
協

（
大
）
市
岡
工
営
所

天
王
寺
区

3
6

森
本
組

1
0

鴻
池
組

大
建
協

（
大
）
田
島
工
営
所

阿
倍
野
区
・
住
吉
区

1
0

鴻
池
組

2
6

中
道
組

大
建
協

（
大
）
住
之
江
工
営
所

堺
市
堺
区
・
西
区

3
7

堺
建
協

堺
建
協

（
堺
）
西
部
地
域
整
備
事
務
所

高
石
市
・
和
泉
市

5
3

常
盤
工
業

5
9

三
井
住
建
道
路

道
建
協

（
府
）
鳳
土
木
事
務
所

岸
和
田
市
・
貝
塚
市

5
6

福
田
道
路

4
4

鹿
島
道
路

道
建
協

泉
佐
野
市
・
泉
南
市

4
4

鹿
島
道
路

3
9

旭
工
建

道
建
協

（
主
）
堺
羽
曳
野
線
(府

道
3
1
号
)

堺
市
堺
区

3
7

堺
建
協

堺
建
協

（
堺
）
西
部
地
域
整
備
事
務
所

（
主
）
泉
佐
野
岩
出
線
(府

道
6
3
号
)
泉
南
市

3
9

旭
工
建

4
1

大
林
道
路

道
建
協

（
府
）
岸
和
田
土
木
事
務
所

北
区

2
4

戸
田
建
設

1
3

清
水
建
設

大
建
協

中
央
区

1
8

大
豊
建
設

2
4

戸
田
建
設

大
建
協

（
主
）
築
港
深
江
線
(大

阪
市
道
)

中
央
区
・
東
成
区

6
大
林
組

2
5

飛
島
建
設

大
建
協

（
大
）
田
島
工
営
所

浪
速
区

3
4

村
本
建
設

7
奥
村
組

大
建
協

（
大
）
津
守
工
営
所

西
区
・
北
区

3
安
藤
・
間

1
5

銭
高
組

大
建
協

（
大
）
野
田
工
営
所

（
主
）
福
島
桜
島
線
(大

阪
市
道
)

福
島
区
・
此
花
区

2
9

長
谷
工
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

1
9

竹
中
工
務
店

大
建
協

（
大
）
野
田
工
営
所

国
道
1
7
0
号

（
府
）
枚
方
土
木
事
務
所

（
大
）
野
田
工
営
所

重
点
1
4
路
線
啓
開
担
当
業
者
一
覧

（
府
）
枚
方
土
木
事
務
所

（
府
）
岸
和
田
土
木
事
務
所

（
府
）
八
尾
土
木
事
務
所

（
大
）
十
三
工
営
所

（
府
）
茨
木
土
木
事
務
所

国
道
1
7
1
号

国
道
1
7
6
号

（
国
）
北
大
阪
維
持
出
張
所

（
国
）
北
大
阪
維
持
出
張
所

（
国
）
西
大
阪
維
持
出
張
所

（
国
）
西
大
阪
維
持
出
張
所

（
国
）
南
大
阪
維
持
出
張
所

（
国
）
北
大
阪
維
持
出
張
所

（
国
）
高
槻
維
持
出
張
所

国
道
１
号

国
道
2
号

国
道
2
5
号

国
道
2
6
号

国
道
1
6
3
号

（
主
）
大
阪
池
田
線
(府

道
1
0
号
)

（
一
）
恵
美
須
南
森
町
線

(府
道
1
0
2
号
)

（
主
）
南
北
線
(大

阪
市
道
)

（
主
）
大
阪
高
槻
京
都
線

(府
道
1
4
号
)

国
道
4
2
3
号

国
道
3
0
8
号

（
主
）
京
都
守
口
線
(府

道
1
3
号
)

（
主
）
大
阪
和
泉
泉
南
線

(府
道
3
0
号
)

（
主
）
大
阪
中
央
環
状
線

(府
道
2
号
)

（
主
）
大
阪
生
駒
線
(府

道
8
号
)
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拠
点
Ｎ
ｏ

業
者
N
o

啓
開
業
者
名
（
メ
イ
ン
）

業
者
N
o

啓
開
業
者
名
（
サ
ブ
）

所
属

1
堺
泉
北
港
堺
２
区

3
8

N
IP
P
O

4
2

奥
村
組
土
木
興
業

道
建
協

2
大
阪
北
部

4
8

世
紀
東
急
工
業

4
1

大
林
道
路

道
建
協

大
阪
市
外

4
6

佐
藤
渡
辺

5
2

東
亜
道
路
工
業

道
建
協

大
阪
市
内

2
淺
沼
組

4
今
西
組

大
建
協

4
大

阪
南

部
（
り
ん
く
う
タ
ウ
ン
）

3
9

旭
工

建
4
4

鹿
島

道
路

道
建

協
5
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
公

園
4
8

世
紀
東
急
工
業

4
1

大
林
道
路

道
建
協

6
服
部
緑
地

5
2

東
亜
道
路
工
業

4
1

大
林
道
路

道
建
協

7
大
阪
城
公
園

6
大
林
組

2
5

飛
島
建
設

大
建
協

大
阪
市
外

5
4

戸
田
道
路

5
0

大
有
建
設

道
建
協

大
阪
市
内

1
3

清
水
建
設

2
4

戸
田
建
設

大
建
協

9
長
居
公
園

1
0

鴻
池
組

2
6

中
道
組

大
建
協

1
0
寝
屋
川
公
園

4
1

大
林
道
路

5
0

大
有
建
設

道
建
協

1
1
久
宝
寺
緑
地

4
6

佐
藤
渡
辺

5
2

東
亜
道
路
工
業

道
建
協

1
2
山
田
池
公
園

5
5

日
本
道
路

4
0

安
積
建
設

道
建
協

1
3
大
泉
緑
地

－
－

－
－

－
1
4
錦
織
公
園

5
3

常
盤
工
業

4
3

ガ
イ
ア
ー
ト

道
建
協

1
5
蜻
蛉
池
公
園

4
4

鹿
島
道
路

5
6

福
田
道
路

道
建
協

1
6
急
性
期
・
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

－
－

－
－

－
1
7
大
阪
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

2
4

戸
田
建
設

1
3

清
水
建
設

大
建
協

1
8
国
立
大
阪
医
療
セ
ン
タ
ー

6
大
林
組

2
5

飛
島
建
設

大
建
協

1
9
大
阪
赤
十
字
病
院

9
熊
谷
組

6
大
林
組

大
建
協

2
0
大
阪
市
立
大
学
医
学
部
附

属
病
院

3
6

森
本
組

1
0

鴻
池
組

大
建
協

2
1
（
社
法
）
済
生
会
千
里
病
院

4
7

昭
建

4
1

大
林
道
路

道
建
協

2
2
大
阪
大
学
医
学
部
付
属
病

院
4
7

昭
建

4
1

大
林
道
路

道
建
協

2
3
大
阪
府
三
島
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

－
－

－
－

－
2
4
大
阪
医
科
大
学
付
属
病
院

4
9

大
成
ロ
テ
ッ
ク

4
7

昭
建

道
建
協

2
5
関
西
医
科
大
学
付
属
病
院

5
5

日
本
道
路

4
0

安
積
建
設

道
建
協

2
6
関
西
医
科
大
学
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

4
1

大
林
道
路

4
5

北
川
H
T

道
建
協

2
7
大
阪
府
立
中
河
内
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

－
－

－
－

－
2
8
市
立
東
大
阪
医
療
セ
ン
タ
ー

－
－

－
－

－
2
9
近
畿
大
学
医
学
部
付
属
病
院

5
3

常
盤
工
業

4
3

ガ
イ
ア
ー
ト

道
建
協

3
0
堺
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

3
7

堺
建
協

堺
建
協

3
1
り
ん
く
う
総

合
医

療
セ
ン
タ
ー

3
9

旭
工

建
4
4

鹿
島

道
路

道
建

協
3
2
大
阪
警
察
病
院

7
奥
村
組

2
淺
沼
組

大
建
協

北
西
側
ル
ー
ト

2
9

長
谷
工
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

2
0

竹
中
土
木

大
建
協

東
側
ル
ー
ト

3
安
藤
・
間

1
5

銭
高
組

大
建
協

3
4
岸
和
田
徳
洲
会
病
院

5
6

福
田
道
路

5
8

前
田
道
路

道
建
協

3
5
大
阪
国
際
が
ん
セ
ン
タ
ー

6
大
林
組

2
5

飛
島
建
設

大
建
協

3
6
大
阪
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

5
5

日
本
道
路

4
0

安
積
建
設

道
建
協

3
7
大
阪
は
び
き
の
医
療
セ
ン
タ
ー

5
8

前
田
道
路

5
1

津
田
建
設

道
建
協

3
8
大
阪
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー

3
7

堺
建
協

堺
建
協

3
9
出
光
岸
和
田
油
槽
所

4
9

大
成
ロ
テ
ッ
ク

5
6

福
田
道
路

道
建
協

4
0
大
阪
国
際
石
油
精
製
大
阪

製
油
所

5
9

三
井
住
建
道
路

4
4

鹿
島
道
路

道
建
協

4
1
Ｊ
Ｘ
Ｔ
Ｇ
大

阪
油

槽
所

3
8

N
IP
P
O

4
4

鹿
島

道
路

道
建

協
4
2
Ｊ
Ｘ
Ｔ
Ｇ
堺

製
油

所
3
7

堺
建

協
堺

建
協

4
3
コ
ス
モ
堺

製
油

所
3
7

堺
建

協
堺

建
協

業
者

N
o
、
担

当
業

者
名

及
び
所

属
が

「
－

」
の

拠
点

は
、
重

点
１
４
路

線
沿

道
に
立

地
し
て
い
る
た
め
、
啓

開
す
る
ア
ク
セ
ス
ル

ー
ト
が

存
在

し
な
い
拠

点

拠
点
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
啓
開
担
当
業
者
一
覧

多
根
総
合
病
院

3
3

鶴
見
緑
地

8

拠
点

大
阪
中
部
（
八
尾
空
港
周
辺
）

3
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業
者

N
o

啓
開

業
者

名
所

属
種

類
役

割
拠

点
N
o

担
当

路
線

名
・
拠

点
名

担
当

路
線

区
間

参
集

拠
点

（
案

）
1

青
木
あ
す
な
ろ

大
建
協

メ
イ
ン

国
道
2
号

北
区
・
福
島
区

（
国
）
北
大
阪
維
持
出
張
所

国
道
2
5
号

平
野
区

（
国
）
西
大
阪
維
持
出
張
所

（
主

）
大

阪
中

央
環

状
線

(府
道

2
号

)
平

野
区

（
大

）
平

野
工

営
所

サ
ブ

国
道
2
5
号

東
住
吉
区
・
阿
倍
野
区
・
天
王
寺
区
・
浪
速
区

（
国
）
西
大
阪
維
持
出
張
所

メ
イ
ン

3
大
阪
中
部
（
八
尾
空
港
周
辺
）
[市

域
]

サ
ブ

3
2

大
阪
警
察
病
院

メ
イ
ン

（
主
）
南
北
線
(大

阪
市
道
)

西
区
・
北
区

（
大
）
野
田
工
営
所

サ
ブ

国
道
2
6
号

住
之
江
区

（
国
）
西
大
阪
維
持
出
張
所

拠
点

メ
イ
ン

3
3

多
根

総
合

病
院

[北
側

ル
ー
ト
]

国
道
2
5
号

平
野

区
（
国
）
西
大
阪
維
持
出
張
所

（
主

）
大

阪
中

央
環

状
線

(府
道

2
号

)
平

野
区

（
大

）
平

野
工

営
所

拠
点

サ
ブ

3
大

阪
中

部
（
八

尾
空

港
周

辺
）
[市

域
]

5
岩
出
建
設

大
建
協

サ
ブ

国
道
2
6
号

堺
市
西
区

（
国
）
南
大
阪
維
持
出
張
所

国
道
3
0
8
号

東
成
区

（
主

）
築

港
深

江
線

(大
阪

市
道

)
中

央
区

・
東

成
区

サ
ブ

（
主

）
大

阪
和

泉
泉

南
線

(府
道

3
0
号

)
中

央
区

（
大

）
市

岡
工

営
所

7
大
阪
城
公
園

1
8

国
立
大
阪
医
療
セ
ン
タ
ー

3
5

大
阪
国
際
が
ん
セ
ン
タ
ー

サ
ブ

1
9

大
阪
赤
十
字
病
院

メ
イ
ン

国
道
2
5
号

東
住
吉
区
・
阿
倍
野
区
・
天
王
寺
区
・
浪
速
区

（
国
）
西
大
阪
維
持
出
張
所

サ
ブ

（
主

）
南

北
線

(大
阪

市
道

)
浪

速
区

（
大

）
津

守
工

営
所

拠
点

メ
イ
ン

3
2

大
阪
警
察
病
院

メ
イ
ン

国
道
4
2
3
号

淀
川
区
・
北
区

サ
ブ

（
主

）
大

阪
高

槻
京

都
線

(府
道

1
4
号

)
東

淀
川

区
メ
イ
ン

（
主
）
大
阪
和
泉
泉
南
線
(府

道
3
0
号
)

中
央
区

（
大
）
市
岡
工
営
所

サ
ブ

国
道
4
3
号

此
花

区
・
西
淀
川
区

（
国
）
西
大
阪
維
持
出
張
所

拠
点

メ
イ
ン

1
9

大
阪
赤
十
字
病
院

メ
イ
ン

阿
倍
野
区
・
住
吉
区

（
大
）
住
之
江
工
営
所

サ
ブ

天
王
寺
区

（
大
）
田
島
工
営
所

メ
イ
ン

9
長
居
公
園

サ
ブ

2
0

大
阪
市
立
大
学
医
学
部
附
属
病
院

国
道
１
号

旭
区
・
城
東
区

国
道
1
6
3
号

鶴
見

区
・
旭
区

国
道
1
7
6
号

淀
川

区
（
大
）
十
三
工
営
所

1
2

三
和
建
設

大
建
協

1
4
路
線

サ
ブ

国
道
2
5
号

中
央
区
、
北
区

（
大
）
野
田
工
営
所

（
主

）
大

阪
中

央
環

状
線

(府
道

2
号

)
鶴

見
区

（
主

）
大

阪
生

駒
線

(府
道

8
号

)
鶴

見
区

・
城

東
区

（
主

）
大

阪
高

槻
京

都
線

(府
道

1
4
号

)
北

区
（
大

）
十

三
工

営
所

（
一

）
恵

美
須

南
森

町
線

(府
道

1
0
2
号

)
北

区
（
大

）
野

田
工

営
所

メ
イ
ン

8
鶴
見
緑
地
[市

域
]

サ
ブ

1
7

大
阪
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

1
4

西
武
建
設

大
建
協

1
4
路
線

メ
イ
ン

国
道
1
7
6
号

淀
川
区

（
大
）
十
三
工
営
所

国
道
１
号

旭
区
・
城
東
区

国
道
1
6
3
号

鶴
見
区
・
旭
区

サ
ブ

（
主

）
南

北
線

(大
阪

市
道

)
西

区
・
北

区
（
大

）
野

田
工

営
所

拠
点

サ
ブ

3
3

多
根

総
合

病
院

[北
側

ル
ー
ト
]

国
道
2
号

西
淀

川
区

（
国
）
北
大
阪
維
持
出
張
所

（
主

）
大

阪
池

田
線

(府
道

1
0
号

)
西

淀
川

区
（
大

）
野

田
工

営
所

サ
ブ

国
道
１
号

城
東
区
・
都
島
区
・
北
区

（
国
）
北
大
阪
維
持
出
張
所

メ
イ
ン

国
道
2
5
号

中
央
区
、
北
区

（
大
）
野
田
工
営
所

サ
ブ

（
主

）
大

阪
池

田
線

(府
道

1
0
号

)
淀

川
区

（
大

）
十

三
工

営
所

1
8

大
豊
建
設

大
建
協

1
4
路
線

メ
イ
ン

（
一
）
恵
美
須
南
森
町
線
(府

道
1
0
2
号
)

中
央
区

（
大
）
野
田
工
営
所

メ
イ
ン

国
道
2
6
号

浪
速
区
・
西
成
区

（
国
）
西
大
阪
維
持
出
張
所

サ
ブ

（
主

）
福

島
桜

島
線

(大
阪

市
道

)
福

島
区

・
此

花
区

（
大

）
野

田
工

営
所

2
0

竹
中

土
木

大
建

協
1
4
路

線
サ

ブ
3
3

多
根

総
合

病
院

[西
側

ル
ー
ト
]

2
1

鉄
建
建
設

大
建
協

1
4
路
線

メ
イ
ン

国
道
2
6
号

堺
市
堺
区

（
国
）
南
大
阪
維
持
出
張
所

2
2

東
急
建
設

大
建
協

1
4
路
線

メ
イ
ン

（
主
）
大
阪
池
田
線
(府

道
1
0
号
)

淀
川
区

（
大
）
十
三
工
営
所

2
3

東
洋
建
設

大
建
協

1
4
路
線

メ
イ
ン

国
道
2
6
号

堺
市
西
区

（
国
）
南
大
阪
維
持
出
張
所

（
主

）
大

阪
高

槻
京

都
線

(府
道

1
4
号

)
北

区
（
大

）
十

三
工

営
所

（
一

）
恵

美
須

南
森

町
線

(府
道

1
0
2
号

)
北

区
（
大

）
野

田
工

営
所

（
主

）
大

阪
中

央
環

状
線

(府
道

2
号

)
鶴

見
区

（
主

）
大

阪
生

駒
線

(府
道

8
号

)
鶴

見
区

・
城

東
区

（
一

）
恵

美
須

南
森

町
線

(府
道

1
0
2
号

)
中

央
区

（
大

）
野

田
工

営
所

メ
イ
ン

1
7

大
阪
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

サ
ブ

8
鶴

見
緑

地
[市

域
]

メ
イ
ン

国
道
1
7
6
号

北
区

（
大
）
野
田
工
営
所

国
道
2
6
号

浪
速
区
・
西
成
区

（
国
）
西
大
阪
維
持
出
張
所

国
道
3
0
8
号

東
成
区

（
主

）
築

港
深

江
線

(大
阪

市
道

)
中
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区
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成
区

7
大
阪
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8
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大
阪
医
療
セ
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ー

3
5

大
阪
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際
が
ん
セ
ン
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ー

1
4
路

線
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（
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）
大

阪
和

泉
泉

南
線
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道
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0
号
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倍
野

区
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住

吉
区

（
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）
住

之
江

工
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所
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9
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公
園

2
7
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村
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設

大
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協

1
4
路
線

メ
イ
ン

国
道
2
6
号

住
之
江
区

（
国
）
西
大
阪
維
持
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張
所

メ
イ
ン

国
道
１
号

城
東
区
・
都
島
区
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北
区

国
道
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号

西
淀
川
区

（
主

）
大

阪
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田
線

(府
道

1
0
号

)
西

淀
川

区
（
大

）
野

田
工

営
所

1
4
路
線

メ
イ
ン

（
主
）
福
島
桜
島
線
(大

阪
市
道
)

福
島
区
・
此
花
区

（
大
）
野
田
工
営
所
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点

メ
イ
ン

3
3
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総
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病
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ル
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3
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設
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協
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線

メ
イ
ン

国
道
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号
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阪
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1
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組

大
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協
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線
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国
道
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）
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阪
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メ
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）
大
阪
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大
建
協

西
松
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設

大
建
協

大
建
協
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戸
田
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設

大
建
協

大
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協
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設
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組

大
建
協
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建
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設

（
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（
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）
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大
阪
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4
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線
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路
線

1
4
路
線
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4
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線

（
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）
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（
大
）
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（
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大
阪
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張
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営
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（
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）
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島
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（
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阪
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阪
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点
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イ
ン
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イ
ン
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線
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線

拠
点

メ
イ
ン

サ
ブ

1
4
路
線

メ
イ
ン

1
4
路
線

メ
イ
ン

1
4
路
線

1
4
路
線

1
4
路
線

拠
点

メ
イ
ン

サ
ブ

1
4
路
線

拠
点

サ
ブ

サ
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Ｇ
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事

務
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泉
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Ｔ
Ｇ
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張
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野
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線
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線
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阪
南

部
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総
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療
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イ
ン
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方
市
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）
高
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維
持
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張
所
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池
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阪
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国
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阪
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線
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阪
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泉
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野
市
・
田
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大
阪
維
持
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線

拠
点

メ
イ
ン

サ
ブ

サ
ブ

1
4
路
線

サ
ブ

1
4
路
線

拠
点

メ
イ
ン

メ
イ
ン

拠
点

メ
イ
ン

1
4
路
線

拠
点

メ
イ
ン

サ
ブ

メ
イ
ン
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業
者

N
o

啓
開

業
者

名
所

属
種

類
役

割
拠

点
N
o

担
当

路
線

名
・
拠

点
名

担
当

路
線

区
間

参
集

拠
点

（
案

）
啓
開
業
者
別
啓
開
担
当
重
点
1
4
路
線
及
び
拠
点
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
一
覧

国
道
1
7
1
号

高
槻
市
・
茨
木
市

（
国
）
高
槻
維
持
出
張
所

（
主

）
大

阪
中

央
環

状
線

(府
道

2
号

)
松

原
市

（
府

）
富

田
林

土
木

事
務

所
サ
ブ

国
道
1
7
1
号

島
本
町

（
国
）
高
槻
維
持
出
張
所

2
4

大
阪
医
科
大
学
付
属
病
院

3
9

出
光
岸
和
田
油
槽
所

国
道
1
7
0
号

大
東

市
（
主

）
京

都
守

口
線

(府
道

1
3
号

)
寝

屋
川

市
（
主

）
大

阪
生

駒
線

(府
道

8
号

)
大

東
市

サ
ブ

国
道
1
6
3
号

四
條

畷
市

（
国
）
北
大
阪
維
持
出
張
所

8
鶴

見
緑

地
[府

域
]

1
0

寝
屋
川
公
園

5
1

津
田
建
設

道
建
協

サ
ブ

3
7

大
阪
は
び
き
の
医
療
セ
ン
タ
ー

メ
イ
ン

国
道
3
0
8
号

東
大
阪
市

サ
ブ

（
主

）
大

阪
中

央
環

状
線

(府
道

2
号

)
東

大
阪

市
メ
イ
ン

6
服
部
緑
地

3
大

阪
中

部
（
八

尾
空

港
周

辺
）
[府

域
]

1
1

久
宝
寺
緑
地

1
4
路
線

メ
イ
ン

（
主
）
大
阪
和
泉
泉
南
線
(府

道
3
0
号
)

高
石
市
・
和
泉
市

（
府
）
鳳
土
木
事
務
所

1
4

錦
織
公
園

2
9

近
畿
大
学
医
学
部
付
属
病
院

1
4
路
線

サ
ブ

国
道
1
7
0
号

枚
方
市
・
寝
屋
川
市

（
府
）
枚
方
土
木
事
務
所

拠
点

メ
イ
ン

8
鶴
見
緑
地
[府

域
]

1
4
路
線

メ
イ
ン

国
道
1
7
0
号

枚
方
市
・
寝
屋
川
市

（
府
）
枚
方
土
木
事
務
所

1
2

山
田
池
公
園

2
5

関
西
医
科
大
学
付
属
病
院

3
6

大
阪
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

国
道
2
6
号

忠
岡
町
・
岸
和
田
市

（
国
）
南
大
阪
維
持
出
張
所

（
主

）
大

阪
和

泉
泉

南
線

(府
道

3
0
号

)
岸

和
田

市
・
貝

塚
市

（
府

）
岸

和
田

土
木

事
務

所
サ
ブ

国
道
2
6
号

泉
大
津
市

（
国
）
南
大
阪
維
持
出
張
所

メ
イ
ン

3
4

岸
和
田
徳
洲
会
病
院

1
5

蜻
蛉
池
公
園

3
9

出
光
岸
和
田
油
槽
所

5
7

フ
ジ
タ

道
建
協

1
4
路
線

メ
イ
ン

国
道
1
6
3
号

守
口
市

（
国
）
北
大
阪
維
持
出
張
所

国
道
2
5
号

柏
原
市

（
国
）
西
大
阪
維
持
出
張
所

国
道
1
7
6
号

池
田
市

（
府
）
池
田
土
木
事
務
所

国
道
１
号

守
口
市

国
道
1
6
3
号

守
口
市

国
道
1
7
6
号

豊
中
市

（
国
）
高
槻
維
持
出
張
所

（
主

）
京

都
守

口
線

(府
道

1
3
号

)
守

口
市

（
府

）
枚

方
土

木
事

務
所

メ
イ
ン

3
7

大
阪
は
び
き
の
医
療
セ
ン
タ
ー

サ
ブ

3
4

岸
和
田
徳
洲
会
病
院

メ
イ
ン

国
道
2
6
号

高
石
市

（
国
）
南
大
阪
維
持
出
張
所

サ
ブ

（
主

）
大

阪
和

泉
泉

南
線

(府
道

3
0
号

)
高

石
市

・
和

泉
市

（
府

）
鳳

土
木

事
務

所
拠
点

メ
イ
ン

4
0

大
阪
国
際
石
油
精
製
大
阪
製
油
所

メ
イ
ン

国
道
1
7
1
号

島
本
町

（
国
）
高
槻
維
持
出
張
所

サ
ブ

国
道
1
7
1
号

高
槻
市

（
国
）
高
槻
維
持
出
張
所

5
3

5
4

5
5

5
6

5
8

5
9

4
9

5
0

5
2

福
田
道
路

道
建
協

道
建
協

前
田
道
路

三
井
住
建
道
路

道
建
協

道
建
協

常
盤
工
業

戸
田
道
路

道
建
協

道
建
協

日
本
道
路

道
建
協

大
成

ロ
テ
ッ
ク

大
有
建
設

道
建
協

東
亜
道
路
工
業

道
建
協

6
0

明
清
建
設

道
建
協

（
府
）
枚
方
土
木
事
務
所

1
4
路
線

拠
点

メ
イ
ン

メ
イ
ン

1
4
路
線

（
国
）
北
大
阪
維
持
出
張
所

拠
点

メ
イ
ン

サ
ブ

1
4
路
線

拠
点

サ
ブ

拠
点

メ
イ
ン

拠
点

メ
イ
ン

（
府
）
八
尾
土
木
事
務
所

1
4
路
線

1
4
路
線

1
4
路
線

拠
点

メ
イ
ン

サ
ブ

1
4
路
線

拠
点

メ
イ
ン

サ
ブ
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メイン

サブ 業者№ 42 奥村組土木興業 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　１ 堺泉北港堺２区 拠点分類 基幹広域防災拠点

業者№ 38 NIPPO 道建協

１ 堺泉北港堺２区

三宝

海山町

鉄砲

１ 堺泉北港堺２区

優先順位１

優先順位２

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

津波浸水域

優先順位１

優先順位１
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メイン

サブ 業者№ 41 大林道路 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　２ 大阪北部 拠点分類 広域防災拠点

業者№ 48 世紀東急工業 道建協

優先順位１

中国吹田

２ 大阪北部

吹田

みのり橋南

進歩橋南詰

２ 大阪北部

進歩橋南詰

優先順位２

優先順位１

優先順位２

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン 2

サブ 4 大建協

淺沼組（大阪市域）

今西組（大阪市域）東亜道路工業（大阪府域）

業者№

業者№業者№ 52

道建協

道建協

啓開担当
業者名

拠点№　３ 大阪中部（八尾空港周辺） 拠点分類 広域防災拠点

業者№ 46 佐藤渡辺（大阪府域） 大建協

長吉川辺３

長原

藤井寺

松原

阪高 松原線

木本

太田橋

志紀南

柏原高校北

３ 大阪中部

（八尾空港周辺）

３ 大阪中部（八尾空港周辺）

太子堂

沢田

八尾市道 木ノ本田井中線

柏原高校北

木本
八尾市道 木ノ本田井中線

八尾市道

大正第434号線

府
道

八
尾

道
明

寺
線

主要地方道 堺大和高田線

若林町１

太田橋

若林町１

主要地方道

大阪中央環状線

優先順位１

優先順位２

優先順位４

優先順位１

優先順位２

優先順位４

優先順位３

優先順位３

主
要
地
方
道

大
阪
中
央
環
状
線

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 44 鹿島道路 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　４ 大阪南部（りんくうタウン） 拠点分類 広域防災拠点

業者№ 39 旭工建 道建協

泉佐野南

泉佐野IC

４ 大阪南部（りんくうタウン）

４ 大阪南部（りんくうタウン）

関西空港口

幡代北

樽井浜口

優先順位１

優先順位２

優先順位２

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

津波浸水域

87



メイン

サブ 業者№ 41 大林道路 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　５ 日本万国博覧会記念公園 拠点分類 後方支援活動拠点

業者№ 48 世紀東急工業 道建協

５ 日本万国博覧会

記念公園

中国吹田

５ 日本万国博覧会記念公園

吹田

進歩橋南詰

進歩橋南詰

優先順位１

優先順位３

優先順位４

優先順位２

優先順位１

優先順位３

優先順位４

優先順位２

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 41 大林道路 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　６ 服部緑地 拠点分類 後方支援活動拠点

業者№ 52 東亜道路工業 道建協

曽根

春日一丁目南

６ 服部緑地

曽根
６ 服部緑地

服部緑地前

みどり橋

新宮橋西

みどり橋

服部緑地前

新宮橋西

春日一丁目南

豊中市道 服部緑地第２号線

・緑地北側線

豊中市道 服部緑地第２号線

・緑地北側線

優先順位４ 優先順位１

優先順位２

優先順位３

優先順位４

優先順位２

優先順位３

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 25 飛島建設 大建協

啓開担当
業者名

拠点№　７ 大阪城公園 拠点分類 後方支援活動拠点

業者№ 6 大林組 大建協

主要地方道 築港深江線

７ 大阪城公園

法円坂

京阪東口

寝屋川橋東詰

主
要
地
方
道

大
阪
和
泉
泉
南
線

城見１南

弁天橋北詰

森ノ宮駅前

７ 大阪城公園

京阪東口

寝屋川橋東詰 城見１南

弁天橋北詰

森ノ宮駅前法円坂

法円坂

森之宮

府庁南

府庁南

法円坂

森之宮

谷町４

主要地方道 築港深江線

優先順位２
優先順位１

優先順位２

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 大建協

13

24

清水建設（大阪市域）

戸田建設（大阪市域）

啓開担当
業者名

拠点№　８ 鶴見緑地 拠点分類 後方支援活動拠点

業者№ 54 業者№ 大建協

業者№ 50

道建協

道建協

戸田道路（大阪府域）

大有建設（大阪府域） 業者№

緑１

花博記念

公園西口

鶴見３

安田東 諸福西

花博記念

公園口

８ 鶴見緑地 主
要
地
方
道

大
阪
中
央
環
状
線

第二京阪門真

国
道
４
７
９
号

国道１６３号

８ 鶴見緑地

大東鶴見

優先順位２

優先順位１

優先順位１

優先順位３

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位２

津波浸水域
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メイン

サブ 業者№ 26 中道組 大建協

啓開担当
業者名

拠点№　９ 長居公園 拠点分類 後方支援活動拠点

業者№ 10 鴻池組 大建協

９ 長居公園

長居公園西口

長居

９ 長居公園

優先順位１ 優先順位５

優先順位２

優先順位３

優先順位４

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

千躰 長居

西田辺駅前

播磨町

喜連瓜破

国道４７９号

長居公園西口

主要地方道大阪港八尾線（南港通）

瓜破

文の里駅前 文の里

駒川

優先順位５

優先順位２
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メイン

サブ 業者№ 50 大有建設 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　10 寝屋川公園 拠点分類 後方支援活動拠点

業者№ 41 大林道路 道建協

１０ 寝屋川公園

寝屋川北

１０ 寝屋川公園

寝屋川公園前

讃良川

寝屋川公園西

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

寝屋川公園西
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メイン

サブ 業者№ 52 東亜道路工業 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　11 久宝寺緑地 拠点分類 後方支援活動拠点

業者№ 46 佐藤渡辺 道建協

１１ 久宝寺緑地

神武町

主要地方道 大阪港八尾線

１１ 久宝寺緑地

八尾

八尾

神武町

主要地方道 大阪港八尾線

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 40 安積建設 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　12 山田池公園 拠点分類 後方支援活動拠点

業者№ 55 日本道路 道建協

１２ 山田池公園

枚方東

津田北町３

津田山手

国道田口南

出屋敷

国道田口南

枚方市道 枚方藤阪線

枚方市道 枚方藤阪線

１２ 山田池公園

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位２

優先順位２

95



メイン

サブ 業者№ － － －

啓開担当
業者名

拠点№　13 大泉緑地 拠点分類 後方支援活動拠点

業者№ － － －

１３ 大泉緑地

美原北

阪

和

道

国
道
３
０
９
号

大泉緑地

大泉緑地

１３ 大泉緑地

丹南

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 43 ガイアート 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　14 錦織公園 拠点分類 後方支援活動拠点

業者№ 53 常盤工業 道建協

南阪奈道路

国
道
１
７
０
号

中茶屋北

下黒山

羽曳野ＩＣ前

１４ 錦織公園
茱萸木南

１４ 錦織公園

須賀南

狭山ニュータウン中央

原町北

新家

須賀南

美原南

美原東

羽曳野

大阪狭山市道

狭山河内長野線

大阪狭山市道

金剛泉北線

優先順位２優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位１
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メイン

サブ 業者№ 56 福田道路 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　15 蜻蛉池公園 拠点分類 後方支援活動拠点

業者№ 44 鹿島道路 道建協

善兵衛

ランド前

１５ 蜻蛉池公園

１５ 蜻蛉池公園

下松

西大路町南

積善橋北

積川神社南

府道

春木岸和田線

岸和田和泉

インター西

フタツ池

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位３

優先順位２

交流センター東

優先順位２

津波浸水域
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メイン

サブ 業者№ － － －

啓開担当
業者名

拠点№　16 大阪府立急性期・総合医療センター 拠点分類 基幹災害拠点病院

業者№ － － －

１６ 大阪府立

急性期・総合医療センター

１６ 大阪府立

急性期・総合医療センター

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

千躰 長居

西田辺駅前

播磨町

喜連瓜破

国道４７９号

長居公園西口

主要地方道大阪港八尾線（南港通）

瓜破

文の里駅前 文の里

駒川
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メイン

サブ 業者№ 13 清水建設 大建協

啓開担当
業者名

拠点№　17 大阪市立総合医療センター 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ 24 戸田建設 大建協

１７ 大阪市立総合医療センター

天神橋筋６丁目

都島本通１

主
要
地
方
道

大
阪
高
槻
京
都
線

国
道
４
２
３
号
（
新
御
堂
筋
）

南森町

長柄

１７ 大阪市立総合医療センター

都島本通１

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

津波浸水域
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メイン

サブ 業者№ 25 飛島建設 大建協

啓開担当
業者名

拠点№　18 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ 6 大林組 大建協

１８ 独立行政法人国立病院機構

大阪医療センター

主要地方道 築港深江線

法円坂

京阪東口

寝屋川橋東詰

主
要
地
方
道

大
阪
和
泉
泉
南
線

城見１南

弁天橋北詰

森ノ宮駅前
法円坂

森之宮

府庁南

法円坂

谷町４

１８ 独立行政法人国立病院機構

大阪医療センター

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 6 大林組 大建協

啓開担当
業者名

拠点№　19 大阪赤十字病院 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ 9 熊谷組 大建協

府道 大阪枚岡奈良線

谷町９
上本町６

上本町９

主
要
地
方
道

大
阪
高
石
線

北河堀

四天王寺前

近鉄前

花園北

１９ 大阪赤十字病院

１９ 大阪赤十字病院

上本町６

小幡町

小幡町

天王寺出口

阿倍野入口

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 10 鴻池組 大建協

啓開担当
業者名

拠点№　20 大阪市立大学医学部附属病院 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ 36 森本組 大建協

府道 大阪枚岡奈良線

谷町９
上本町６

上本町９

主
要
地
方
道

大
阪
高
石
線

北河堀

四天王寺前

近鉄前

花園北

小幡町

２０ 大阪市立大学

医学部附属病院

近鉄前

天王寺出口

天王寺出口

阿倍野入口

阿倍野入口

２０ 大阪市立大学

医学部附属病院

優先順位２

優先順位１

優先順位１

優先順位２

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ

拠点分類社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院 地域災害拠点病院拠点№　21

業者№ 47 昭建 道建協

業者№ 41 大林道路 道建協

啓開担当
業者名

府道 南千里茨木停車場線

岸辺中５

桃山台駅

中国吹田

２１ 社会福祉法人恩賜財団

済生会支部大阪府済生会千里病院

吹田

府道 豊中摂津線

佐竹台２

佐竹台２

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位２
優先順位３

優先順位２

優先順位３

２１ 社会福祉法人恩賜財団

済生会支部大阪府済生会千里病院

代
替
ル
ー
ト
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メイン

サブ 業者№ 41 大林道路 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　22 大阪大学医学部附属病院 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ 47 昭建 道建協

２２ 大阪大学医学部附属病院

中国吹田

２２ 大阪大学医学部附属病院

みのり橋南

吹田

みのり橋南

進歩橋南詰

進歩橋南詰

優先順位２

優先順位１ 優先順位２

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位１
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メイン

サブ 業者№ － － －

啓開担当
業者名

拠点№　23 大阪府三島救命救急センター 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ － － －

２３ 大阪府三島

救命救急センター 八丁畷

柳原

２３ 大阪府三島

救命救急センター

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 47 昭建 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　24 大阪医科大学附属病院 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ 49 大成ロテック 道建協

２４ 大阪医科大学附属病院

八丁畷

柳原

八丁畷

主
要
地
方
道
伏
見
柳
谷
高
槻
線

八丁畷交番前

２４ 大阪医科大学附属病院

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 40 安積建設 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　25 関西医科大学附属病院 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ 55 日本道路 道建協

国
道
１
７
０
号

関西医大

病院前

池之宮北

枚方大橋

南詰

伊加賀緑町南

２５ 関西医科大学付属病院

２５ 関西医科大学付属病院

関西医大

病院前

優先順位１

天の川

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルー

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位２

優先順位３

優先順位２
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メイン

サブ 業者№ 45 北川HT 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　26 関西医科大学総合医療センター 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ 41 大林道路 道建協

２６ 関西医科大学

総合医療センター

京阪本通１

国
道
４
７
９
号

太子橋

京阪本通１

太子橋

２６ 関西医科大学附属

滝井病院

優先順位２

優先順位１

優先順位１

優先順位２

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ － － －

啓開担当
業者名

拠点№　27 大阪府立中河内救命救急センター 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ － － －

瓜生堂西

意岐部西

２７ 大阪府立

中河内救命救急センター

近
畿
道

主
要
地
方
道

大
阪
中
央
環
状
線

国道３０８号

阪高 東大阪線

２７ 大阪府立

中河内救命救急センター

主
要
地
方
道

大
阪
中
央
環
状
線

東大阪

ＪＣＴ

近
畿
道

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ － － －

啓開担当
業者名

拠点№　28 市立東大阪医療センター 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ － － －

瓜生堂西

意岐部西

２８ 市立東大阪医療センター

近
畿
道

主
要
地
方
道

大
阪
中
央
環
状
線

国道３０８号

阪高 東大阪線

２８ 市立東大阪医療センター

主
要
地
方
道

大
阪
中
央
環
状
線

東大阪

ＪＣＴ

近
畿
道

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 43 ガイアート 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　29 学校法人近畿大学医学部附属病院 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ 53 常盤工業 道建協

南阪奈道路

国
道
１
７
０
号

中茶屋北

下黒山

羽曳野ＩＣ前

茱萸木南

茱萸木南

２９ 近畿大学医学部附属病院

狭山ニュータウン中央

須賀南

狭山ニュータウン中央

原町北

新家

美原南

美原東

羽曳野

大阪狭山市道

狭山河内長野線

大阪狭山市道

金剛泉北線

優先順位１２９ 近畿大学医学部附属病院

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位２

優先順位２
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メイン

サブ 業者№ － － －

啓開担当
業者名

拠点№　30 堺市立総合医療センター 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ 37 堺建協 堺建協

南稜町

下田町南

浜寺中学校前
北条町１丁

３０ 堺市立総合医療センター

津久野町１丁

津久野町１丁

３０ 堺市立総合医療センター

優先順位２

優先順位１

優先順位１

優先順位２

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 44 鹿島道路 道建協

啓開担当
業者名

りんくう総合医療センター（大阪府泉州救命救急センター） 拠点分類 地域災害拠点病院拠点№　31

業者№ 39 旭工建 道建協

泉佐野南

臨海北１号

空連道臨海北

空連道臨海南

泉佐野IC

３１ りんくう総合医療センター

（大阪府泉州救命救急センター）

関西空港口

幡代北

りんくう北

３１ りんくう総合医療センター

（大阪府泉州救命救急センター）

優先順位２

優先順位１

優先順位２

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

津波浸水域
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メイン

サブ 業者№ 2 淺沼組 大建協

啓開担当
業者名

拠点№　32 大阪警察病院 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ 7 奥村組 大建協

府道 大阪枚岡奈良線

谷町９
上本町６

上本町９

主
要
地
方
道

大
阪
高
石
線

北河堀

四天王寺前

近鉄前

花園北

３２ 大阪警察病院

小幡町

上本町９

警察病院前

３２ 大阪警察病院

天王寺出口

阿倍野入口

２０ 大阪市立大学

医学部附属病院

優先順位２

優先順位１

優先順位１

優先順位２

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 15 銭高組（東側） 大建協業者№ 20

啓開担当
業者名 大建協

長谷工コーポレーション（北西側）

竹中土木（北西側）

拠点№　33 多根総合病院 拠点分類

業者№

地域災害拠点病院

業者№ 29 業者№ 3 安藤・間（東側） 大建協大建協

主
要
地
方
道
南
北
線
（四
つ
橋
筋
）

国
道
２
５
号
（御
堂
筋
）

川口１

市岡元町３

境川
３３ 多根総合病院

西本町梅香

弁天町駅前

境川

３３ 多根総合病院

優先順位１

優先順位２

優先順位２

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

津波浸水域
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メイン

サブ 業者№ 58 前田道路 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　34 岸和田徳洲会病院 拠点分類 地域災害拠点病院

業者№ 56 福田道路 道建協

３４ 岸和田徳州会病院
荒木町

中井町

西大路町南

荒木町

荒木町西

裁判所前

３４ 岸和田徳州会病院

裁判所前

岸和田南

荒木町西

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

津波浸水域
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メイン

サブ 業者№ 25 飛島建設 大建協

啓開担当
業者名

拠点№　35 大阪国際がんセンター 拠点分類 特定診療災害医療センター

業者№ 6 大林組 大建協

主要地方道 築港深江線

法円坂

京阪東口

寝屋川橋東詰

主
要
地
方
道

大
阪
和
泉
泉
南
線

城見１南

弁天橋北詰

森ノ宮駅前

京阪東口

寝屋川橋東詰 城見１南

弁天橋北詰

森ノ宮駅前法円坂

法円坂

森之宮

府庁南

３５ 大阪国際

がんセンター

府庁南

法円坂

森之宮

谷町４

３５ 地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪国際がんセンター

主要地方道 築港深江線

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 40 安積建設 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　36 大阪精神医療センター 拠点分類 特定診療災害医療センター

業者№ 55 日本道路 道建協

国
道
１
７
０
号

池之宮北

枚方大橋

南詰

伊加賀緑町南

３６ 大阪精神医療センター

池之宮北

３６ 大阪精神医療センター

優先順位１

天の川

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルー

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ 51 津田建設 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　37 大阪はびきの医療センター 拠点分類 特定診療災害医療センター

業者№ 58 前田道路 道建協

３７ 大阪はびきの医療センター

羽曳野

軽里北

藤井寺 沢田

３７ 大阪はびきの医療センター

軽里北

主要地方道堺大和高田線

優先順位１

優先順位１

優先順位２

優先順位２

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路
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メイン

サブ 業者№ － － －

啓開担当
業者名

拠点№　38 大阪母子医療センター 拠点分類 特定診療災害医療センター

業者№ 37 堺建協 堺建協

３８ 大阪母子医療センター

西大路町南

豊田橋

光明池試験場南

府立母子センター北

フタツ池

優先順位１

３８ 大阪母子医療センター

代替ルート

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位２

優先順位４

優先順位３

優先順位２

優先順位３

津波浸水域
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メイン

サブ 業者№ 56 福田道路 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　39 出光岸和田油槽所 拠点分類 製油所・油槽所

業者№ 49 大成ロテック 道建協

岸和田北

岸和田南

３９ 出光興産岸和田油槽所

材木町

中井町

３９ 出光興産岸和田油槽所

岸野町南

岸野町南 西大路町南優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位２

優先順位３

優先順位２

津波浸水域

122



メイン

サブ 業者№ 44 鹿島道路 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　40 大阪国際石油精製大阪製油所 拠点分類 製油所・油槽所

業者№ 59 三井住建道路 道建協

主
要

地
方

道
大
阪
和
泉
泉
南
線

高石

助松

綾園

４０ 大阪国際石油精製

大阪製油所

浜寺

高石

４０ 大阪国際石油精製

大阪製油所

浜寺中学校前

助松橋

取石６丁目南

浜寺

助松

葛の葉町北

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位２

優先順位２

津波浸水域 浜寺大橋西詰
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メイン

サブ 業者№ 44 鹿島道路 道建協

啓開担当
業者名

拠点№　41 JXTG大阪油槽所 拠点分類 製油所・油槽所

業者№ 38 NIPPO 道建協

主
要

地
方

道
大
阪
和
泉
泉
南
線

高石

助松

綾園

４１ ＪＸＴＧ大阪油槽所

浜寺

高石

４１ ＪＸＴＧ大阪油槽所

浜寺中学校前

助松橋

取石６丁目南

浜寺

助松

浜寺大橋西詰

葛の葉町北

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位２

優先順位２

津波浸水域
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メイン

サブ 業者№ － － －

啓開担当
業者名

拠点№　42 JXTG堺製油所 拠点分類 製油所・油槽所

業者№ 37 堺建協 堺建協

主
要

地
方

道
大
阪
和
泉
泉
南
線

高石

助松

綾園

４２ ＪＸＴＧ堺製油所

浜寺

高石

４２ ＪＸＴＧ堺製油所

浜寺中学校前

助松橋

取石６丁目南

浜寺

助松

浜寺大橋西詰

葛の葉町北

浜寺大橋西詰

優先順位１

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

津波浸水域
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メイン

サブ 業者№ － － －

啓開担当
業者名

拠点№　43 コスモ堺製油所 拠点分類 製油所・油槽所

業者№ 37 堺建協 堺建協

４３ コスモ堺製油所

出島

石津西町

臨海石津町

石津西町

臨海石津町

４３ コスモ堺製油所
出島

浜寺石津町

東２丁

南陵町

優先順位１

優先順位２

優先順位１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

優先順位２

津波浸水域
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【
留

意
事

項
】
 

（
総

論
）
 

○
「
津
波
浸
水
想
定
」
は
、
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成

23
年
法
律
第

1
2
3
号
）
第

8
条
第

1
項
に
基

づ
い

て
設
定
す
る
も
の
で
す
。
市

町
村

の
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ
作
成

や
津

波
防
災
地
域
づ
く
り
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と

な
る

も
の
で
す
。

○
津

波
浸
水
想
定
は
、
大
阪
府
沿
岸

に
最
大

ク
ラ

ス
の

津
波
を
も

た
ら

す
と

想
定
さ
れ
る
津
波
断
層
モ
デ
ル
と
し
て
、
内
閣

府
「

南
海
ト
ラ
フ
の
巨
大
地
震
モ

デ
ル
検
討

会
」

が
公

表
し
た

11
の

モ
デ
ル
か
ら
、
大
阪
府
域
に
最
も
大
き
な
影
響
を

与
え

る
と
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
３

，
４
，
５

，
１

０
の

４
つ
の
モ

デ
ル

を
選
定
し
ま
し
た
。

こ
れ

ら
４
ケ
ー
ス
ご
と
に
、
防
潮

堤
の
沈

下
を

考
慮

し
、
防
潮

施
設

の
開

閉
状
況
に
応
じ
た
３
つ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

結
果
を
重
ね
合
わ
せ
、
悪
条
件
と
な
る
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
域
（
浸
水
の
区
域
）
と
浸
水
深
（
水
深
）
を
表
し
た
も

の
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
必

ず
し

も
同
時
に

発
生

す
る

も
の
で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

○
津

波
浸
水
想
定
の
浸
水
域
や
浸

水
深
は
、
避

難
を

中
心

と
し
た

津
波

防
災

対
策
を
進
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
津
波
に

よ
る

災
害
の
発
生
範
囲
を
決

定
す

る
も
の
で

は
あ

り
ま

せ
ん
。
ま

た
、

一
定

の
条
件
を
設
定
し
計
算
し
た
結
果
の
た
め
、

着
色

さ
れ
て
い
な
い
区
域
が

必
ず

し
も
安
全

と
い

う
わ

け
で
は
あ

り
ま

せ
ん

。

○
最

大
ク
ラ
ス
の
津
波
は
、
現

在
の

科
学
的

知
見

を
基

に
、
過
去

に
実

際
に

発
生
し
た
津
波
や
今
後
発
生
が
予
想
さ
れ
る
津

波
か

ら
想
定
し
た
も
の
で
あ

り
、
千

年
に
一

度
あ

る
い

は
そ
れ
よ

り
も

っ
と

発
生
頻
度
が
低
い
も
の
で
す
が
、
こ
れ
よ
り

も
大

き
な
津
波
が
発
生
す
る

可
能

性
が
無
い

と
い

う
も

の
で
は
あ

り
ま

せ
ん

。
こ
の
た
め
、
浸
水
域
が
拡
大
す
る
可
能
性

を
矢

印
で
示
し
て
い
ま
す
。

（
計

算
条

件
）
 

○
津

波
浸
水
想
定
に
あ
た
っ
て
は

シ
ミ
ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

を
実
施
す

る
際

の
条

件
設
定
の
制
約
か
ら
、
予
測
結
果
に
は
限
界
が

あ
り

ま
す
。

・
津
波
浸
水
想
定
で
は
、
幅

1
0
m
以
上
の
河
川
に
つ
い
て
は
遡
上
を
計
算
し
て
い
ま
す
が
、
幅

10
m
未
満
の
河
川
や
水
路

に
つ
い
て
は
そ
の
計
算
を

実
施
し

て
い
ま
せ

ん
。

・
津

波
浸
水
想
定
で
は
、
津
波
に

よ
る
河
川

内
の

水
位

変
化
を
図

示
し

て
い
ま
せ
ん
が
、
津
波
の
遡
上
に
よ
り
、
水
位
が

変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

・
河
川
内
の
水
位
に
つ
い
て
は
、
平
水
流
量
ま
た
は
、
台
風
期
の
朔
望
平
均
満
潮
位
と
し
て
い
る
た
め
、
洪
水
時
に
津

波
が

発
生
し
た
場
合
な
ど
は
、

今
回

設
定
し
た

以
外

の
場

所
か
ら
溢

水
す

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

・
津

波
浸
水
想
定
で
は
、
地
盤

面
を
基

準
に

ど
れ

だ
け

浸
水
し
て

い
る

か
を
表
示
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
図
面
に
は
地
下

街
や
地
下
鉄
な
ど
の
地
下

空
間
、

管
渠
等
へ

の
流

水
の

浸
入
や
そ

の
影

響
は
考
慮
し
て
い
ま
せ
ん
。

（
利

用
上

の
注
意
点
）
 

○
浸

水
域
や
浸
水
深
は
、
局
所

的
な

地
面
の

凹
凸

や
建

築
物
の
影

響
の

ほ
か

、
地
震
に
よ
る
地
殻
変
動
や
構
造
物
の
変
状
等

に
関

す
る
計
算
条
件
と
の
差

異
に

よ
り

、
浸

水
域

外
で

の
浸
水
の

発
生

や
、
浸
水
深
が
さ
ら
に
大
き
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す

。

○
地

形
図
は
最
新
の
も
の
を
使
用

し
て
お
り

ま
す

が
、

現
在
の
地

形
と

異
な

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

○
津
波
は
、
第
１
波
だ
け
で
終
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
度
も
繰
り
返
し
く
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
第
２
波
以
降

が
大

き
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

○
揺

れ
が
お
さ
ま
っ
た
ら
、
す
ぐ

に
避
難
を

開
始

し
、
津

波
警
報

や
避

難
勧

告
が
解
除
さ
れ
る
ま
で
は
、
避
難
を
継
続
す
る

必
要

が
あ
り
ま
す
。

○
地

下
へ
の
出
入
口
を
は
じ
め
、
地

下
に
つ

な
が

っ
て

い
る
ビ
ル

の
階

段
、
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
、
換
気
口
な
ど
が
、
表
示
し

て
い

る
浸
水
深
よ
り
低
い
位
置

に
あ

る
場
合
、
津

波
が

あ
り
と

あ
ら

ゆ
る

と
こ

ろ
を
伝
っ
て
地
下
空
間
に
浸
入
す
る
恐
れ
が

あ
り

ま
す
。
ま
た
、
地
下
に

浸
入

し
た
水
が

他
の

出
入

口
か
ら
地

上
へ

溢
れ

出
す
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

○
大

阪
市
内
を
中
心
と
す
る
地
盤

高
が
低
い

地
域

に
つ

い
て
は

、
防

潮
堤

が
壊

れ
て
い
る
場
合
、
津
波
が
収
束
し
た
後
で
も
、

日
々

の
干
満
に
よ
っ
て
、
浸
水

範
囲

が
広
が

る
可

能
性

が
あ
り
ま

す
。
ま

た
、
地
盤
沈
下
、
液
状
化
等
に
よ
り
、
長
期
間

に
渡

っ
て
湛
水
す
る
こ
と
が

あ
り

ま
す
。

○
津

波
浸
水
想
定
は
ハ
ザ
ー
ド
マ

ッ
プ
で
は

あ
り

ま
せ

ん
。
確
実

な
避

難
の

た
め
に
は
今
後
市
町
で
作
成
さ
れ
る
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ

プ
を
活
用
し
て
く
だ
さ

い
。

（
そ

の
他

）
 

○
今

後
、
数
値
の
精
査
や
表
記
の

改
善
等
に

よ
り

、
修

正
す
る
可

能
性

が
あ

り
ま
す
。
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淀川河口
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(分)

津
波
水

位
(T
.P
.m
)

－２０ｃｍ：６６分

+1ｍ：１１８分

淀川河口の水位変化 

【留意事項】 

○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。

○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。

○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。

○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。

○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。

※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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城北川

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0 60 120 180 240 300 360
(分)

津
波

水
位

(T
.P
.m
)

－２０ｃｍ：１０２分

+1ｍ：なし

大川・寝屋川合流点の水位変化 

【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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天保山
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－２０ｃｍ：７２分

+1ｍ：１１７分

天保山の水位変化 

【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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尻無川水門
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－２０ｃｍ：６１分

+1ｍ：１２４分

尻無川水門の水位変化 

【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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咲洲沖(P55)
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－２０ｃｍ：６８分

+1ｍ：１１３分

咲洲沖の水位変化 

【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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木津川水門
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－２０ｃｍ：６５分

+1ｍ：１２７分

木津川水門の水位変化 

【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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 大和川河口
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－２０ｃｍ：６７分

+1ｍ：１１３分

大和川河口の水位変化 

【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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堅川水門（旧堺港）
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堺旧港の水位変化 

【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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芦田川水門
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芦田川水門の水位変化 

【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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大津川河口
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大津川河口の水位変化 

【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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汐見沖地区
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汐見沖の水位変化 

【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 

138



二色浜海水浴場の水位変化 
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【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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岡田漁港の水位変化 
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【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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尾崎港の水位変化 
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【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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深日漁港
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深日漁港の水位変化 

【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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関空Ⅱ期南の水位変化 
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【留意事項】 
 
○「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律（平
成 23 年法律第 123 号）第 8 条第 1 項に基づいて設定するも
のです。市町村のハザードマップ作成や津波防災地域づくり
を実施するための基礎となるものです。 

 
○津波浸水想定は、大阪府沿岸に最大クラスの津波をもたらす
と想定される津波断層モデルとして、内閣府「南海トラフの
巨大地震モデル検討会」が公表した 11 のモデルから、大阪
府域に最も大きな影響を与えると考えられるケース
3,4,5,10 の４つのモデルを選定しました。 
これら 4 ケースごとに、防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の
開閉状況に応じた 3 つのシミュレーション結果を重ね合わ
せ、悪条件となる場合に想定される浸水域（浸水の区域）と
浸水深（水深）を表したものです。したがって、必ずしも同
時に発生するものではありません。 

 
○津波浸水想定の浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防
災対策を進めるためのものであり、津波による災害の発生範
囲を決定するものではありません。また、一定の条件を設定
し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安
全というわけではありません。 

 
○最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際
に発生した津波や今後発生が予想される津波から想定した
ものであり、千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度が
低いものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性が
無いというものではありません。このため、浸水域が拡大す
る可能性を矢印で示しています。 

 
○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する可能性が
あります。 

 
※その他の留意事項については、解説を参照して下さい。 
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災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）（抄） 

 （都道府県知事等に対する応援の要求等） 

第６８条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、災害

応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を

求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を

求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知事等は、正当な理由がな

い限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。  

 （指定行政機関の長等に対する応援の要求等）  

第７４条の３  第７０条第３項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府

県の地域に係る災害が発生した場合において、災害応急対策を実施するため必要があ

ると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、

又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求めら

れ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の

長は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。  

 （災害時における交通の規制等） 

第７６条 都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都

道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認める

ときは、政令で定めるところにより、道路の区間（災害が発生し、又はまさに発生し

ようとしている場所及びこれらの周辺の地域にあつては、区域又は道路の区間）を指
定して、緊急通行車両（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３９条第１項の

緊急自動車その他の車両で災害応急対策の的確かつ円滑な実施のためその通行を確

保することが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。）以外の車

両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。 

２ 前項の規定による通行の禁止又は制限（以下「通行禁止等」という。）が行われた

ときは、当該通行禁止等を行つた都道府県公安委員会及び当該都道府県公安委員会と

管轄区域が隣接し又は近接する都道府県公安委員会は、直ちに、それぞれの都道府県

の区域内に在る者に対し、通行禁止等に係る区域又は道路の区間（次条第４項及び第

７６条の３第１項において「通行禁止区域等」という。）その他必要な事項を周知さ

せる措置をとらなければならない。 

第７６条の４ 都道府県公安委員会は、通行禁止等を行うため必要があると認めるとき

は、道路管理者（高速自動車国道法（昭和３２年法律第７９号）第４条第１項に規定

する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法（昭和

２７年法律第１８０号）第１８条第１項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。）

に対し、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間において、第７６条の６第１項の

規定による指定若しくは命令をし、又は同条第３項若しくは第４項の規定による措置

をとるべきことを要請することができる。 
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２ 会社管理高速道路（道路整備特別措置法（昭和３１年法律第７号）第２条第４項に
規定する会社（第７６条の６第６項及び第７項において「会社」という。）が同法第４
条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路（高速道路株式会社法（平成１
６年法律第９９号）第２条第２項に規定する高速道路をいう。）をいう。第７６条の６
において同じ。）の区間について前項の規定による要請をする場合における同項の規定
の適用については、同項中「道路管理者（高速自動車国道法（昭和３２年法律第７９号）
第４条第１項に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつ
ては道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項に規定する道路管理者をいう。
以下同じ。）」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下この
項において「機構」という。）」と、「第７６条の６第１項」とあるのは「第７６条の
６第５項の規定により会社管理高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う同条第１
項」とする。 
３ 公社管理道路（地方道路公社（地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条
の地方道路公社をいう。以下同じ。）が道路整備特別措置法第１４条の規定により維
持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第１５条第１項の許可を受けて維持、修繕及
び災害復旧を行う道路をいう。第７６条の６第８項及び第９項において同じ。）の区
間について第１項の規定による要請をする場合における同項の規定の適用について
は、同項中「道路管理者（高速自動車国道法（昭和３２年法律第７９号）第４条第１
項に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路
法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項に規定する道路管理者をいう。以下
同じ。）」とあるのは「地方道路公社（第３項に規定する地方道路公社をいう。以下
この項において同じ。）」と、「第７６条の６第１項」とあるのは「第７６条の６第
８項の規定により公社管理道路の道路管理者に代わつて地方道路公社が行う同条第
１項」とする。 

 （災害時における車両の移動等） 
第７６条の６ 道路管理者は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若
しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車
両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨
害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、
緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定める
ところにより、その管理する道路についてその区間を指定して、当該車両その他の物
件の占有者、所有者又は管理者（第３項第３号において「車両等の占有者等」という。）
に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該指定
をした道路の区間における緊急通行車両の通行を確保するため必要な措置をとるこ
とを命ずることができる。 

２ 道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、当該指定をした道路
の区間（以下この項において「指定道路区間」という。）内に在る者に対し、当該指
定道路区間を周知させる措置をとらなければならない。 

３ 次に掲げる場合においては、道路管理者は、自ら第１項の規定による措置をとるこ
とができる。この場合において、道路管理者は、当該措置をとるためやむを得ない
限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。 
一 第１項の規定による措置をとることを命ぜられた者が、当該措置をとらない場
合 

二 道路管理者が、第１項の規定による命令の相手方が現場にいないために同項の
規定による措置をとることを命ずることができない場合 

三 道路管理者が、道路の状況その他の事情により車両等の占有者等に第１項の規
定による措置をとらせることができないと認めて同項の規定による命令をしな
いこととした場合 

145



４ 道路管理者は、第１項又は前項の規定による措置をとるためやむを得ない必要があ
るときは、その必要な限度において、他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障
害物を処分することができる。 

５ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）は、会社
管理高速道路の道路管理者に代わつて、第１項から前項までの規定による権限を行う
ものとする。 

６ 機構は、前項の規定により会社管理高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行
つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。 

７ 機構は、第５項の規定により会社管理高速道路の道路管理者に代わつて行う権限に
係る事務の一部を会社に委託しようとするときは、その委託する事務の円滑かつ効率
的な実施を確保するため、あらかじめ、会社と協議し、当該委託する事務の内容及び
これに要する費用の負担の方法を定めておかなければならない。 

８ 地方道路公社は、公社管理道路の道路管理者に代わつて、第１項から第４項までの
規定による権限を行うものとする。 

９ 第５項の規定により機構が会社管理高速道路の道路管理者に代わつて行う権限は、
道路整備特別措置法第２５条第１項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の
日までに限り行うことができるものとする。前項の規定により地方道路公社が公社管
理道路の道路管理者に代わつて行う権限についても、同様とする。 

第７６条の７ 国土交通大臣は道路法第１３条第１項に規定する指定区間外の国道（同
法第３条第２号に掲げる一般国道をいう。）、都道府県道（同法第３条第３号に掲げ
る都道府県道をいう。）及び市町村道（同法第３条第４号に掲げる市町村道をいう。
以下この条において同じ。）に関し、都道府県知事は地方自治法第２５２条の１９第
１項に規定する指定都市の市道以外の市町村道に関し、緊急通行車両の通行を確保
し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認める
ときは、政令で定めるところにより、それぞれ当該道路の道路管理者に対し、前条第
１項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第３項若しくは第４項の規定によ
る措置をとるべきことを指示することができる。 

第７６条の８ 第７６条の６に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限及び前
条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部
を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

 （損失補償等） 
第８２条 国又は地方公共団体は、第６４条第１項（同条第８項において準用する場合
を含む。）、同条第７項において同条第１項の場合について準用する第６３条第２項、
第７１条、第７６条の３第２項後段（同条第３項及び第４項において準用する場合を
含む。）、第７６条の６第３項後段若しくは第４項又は第７８条第１項の規定による
処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなけれ
ばならない。 

２ 機構又は地方道路公社は、第７６条の６第５項又は第８項の規定により同条第３項
後段又は第４項の規定による処分が行われたときは、前項の規定にかかわらず、それ
ぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 
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災害対策基本法施行令（昭和３７年政令第２８８号）（抄） 

（災害時における車両の移動等の手続等） 

第３３条の３ 道路管理者は、法第７６条の６第１項の規定により道路の区間を指定し

ようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する公安委員会に当該指定をしよう

とする道路の区間及びその理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あ

らかじめ、当該公安委員会に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速や

かにこれらの事項を通知しなければならない。 

２ 法第７６条の６第１項の規定による命令は、書面又は口頭でするものとする。 

第３３条の４ 法第７６条の７の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の指示は、

広域の見地から緊急通行車両の通行を確保すべき道路について関係道路管理者によ

る法第７６条の６第１項の規定による指定が行われていないことその他関係道路管

理者による同項の規定による指定若しくは命令若しくは同条第３項若しくは第四項

の規定による措置（以下この条において「指定等」という。）が適切に行われていな

いか、又は適切でない指定等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ

円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。 

第３３条の５ 法第７６条の６第１項から第４項までに規定する道路管理者である国

土交通大臣の権限及び法第７６条の７に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局

長又は北海道開発局長に委任する。ただし、同条に規定する権限は、国土交通大臣が

自ら行うことを妨げない。 

２ 第３３条の３第１項に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備

局長又は北海道開発局長に委任する。 
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災害対策基本法の一部を改正する法律について（施行通知） 

平成２６年１１月２１日付け 

国道政第６２号 国道国防第１５３号 国道高第２２０号 

国土交通省道路局長から各地方整備局長、北海道開発局長、

沖縄総合事務局長あて 

第一 法改正の背景等 

今般の法改正は、首都直下地震等大規模災害発生時には、道路の被災等により深刻な

交通渋滞や大量の放置車両の発生が懸念されること、また、大雪時にも車両の通行が困

難となることにより、立ち往生車両や放置車両が発生する可能性も懸念されることか

ら、放置車両対策等の強化を図るものである。 

（参考）想定される事態について 

① 首都直下地震発生時に想定される事態

・ 首都直下地震においては、都区部の全域において震度６以上の強い揺れが発生

し、全壊・焼失家屋数が 大で 61 万棟、死者数が 23,000 人に及ぶものと想定（平

成 25 年 12 月中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ「首都直下

地震の被害想定と対策について」より）され、早期の救命・救助活動の実施が、

人的被害の抑制に大きく貢献することとなる。

・ 発災数時間後からは、鉄道の運行停止に伴う道路交通への負荷の増大、首都高速

道路等の通行規制による輸送容量の低下、都心部における建物倒壊による道路閉

塞等が相まって、深刻な交通渋滞、放置車両の発生が懸念される。これにより、

道路啓開作業が停滞した場合、救命・救助活動を担う自衛隊や、被災地外の自治

体からの緊急消防援助隊等の現場への到達が遅れ、被害の拡大につながるおそれ
が高い。

② 大雪時に想定される事態

・ 平成26年 2月 14日～16日に発生した大雪においては、山梨県を中心に、約1,600

台（直轄国道のみ）の立ち往生車両等が発生し、大規模な道路交通の途絶が発生

した。その際、一部の車両について、ドライバーと連絡がとれない等により移動

できない車両が発生したり、身動きが取れない立ち往生車両が多数生じたりし、

それらの車両が支障となることで除雪作業が停滞する状況が発生した。

・ 当該車両については、所有者が車両に戻ってきたことから、結果的には自走によ

る移動の指示を行うことで除雪作業を再開したが、仮に、大雪により、放置され

た車両の台数が多数に上り、更なる除雪作業の停滞が生じるような場合には、孤

立集落・通院困難者の発生等による被害が拡大する危険性がある。

 なお、大雪が予想されるときには、立ち往生車両の発生を抑制するための早めの通行

止めや関係道路管理者が調整して除雪優先区間の設定等を行うとともに、大雪に備えあ

らかじめチェーンの装着等の準備をすることを呼びかけるなど、適切な対応を図られた

い。 
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第二 改正法の趣旨及び主な内容 

１．災害時における車両の移動等について（法第７６条の６関係） 

（１）趣旨
災害が発生した場合に、立ち往生車両や放置車両によって、緊急通行車両の通行

のための 低限の通行空間すら確保されず災害応急対策の実施に著しい支障が生
じるおそれがあることから、道路管理者に対して、緊急通行車両の通行の妨害とな
っている車両その他の物件の移動等に関する権限を付与することとしたものであ
る。ここでいう「その他の物件」とは、車両から落下した積載物などを主に想定し
ているが、車両とともに緊急通行車両の通行の妨害となっているものは今回の措置
の対象となり得るものである。なお、倒壊した建物などの瓦礫については、道路法
第 42 条に基づく通常の維持管理行為でも除去可能である。 
車両の移動等を行うに当たっては、被災地域外から被災現場までのルートを適切

に確保するため、各道路管理者が連携して道路啓開を行うことが必要であり、関係
する地方公共団体、高速道路会社等の道路管理者とは、平時より具体的な対応方針
の作成や道路啓開が想定される道路の現況調査の実施、合同防災訓練の実施等によ
り、緊密に連携を図るとともに、発災時においても、情報を共有し、十分に連携し
て臨機応変に対応されたい。また、都道府県公安委員会や緊急通行車両の運行管理
者等関係する機関と必要な調整を行うものとする。 
なお、被災地域の道路管理者が車両の移動等を行おうとする場合には、当該道路

管理者のみの人員や資機材では対応しがたいことから、民間事業者による応援・協
力体制など、発災時に関係者で連携して速やかな道路啓開が行われる体制を構築さ
れたい。 

（２）内容
① 道路区間の指定及び車両等の占有者等への移動命令について（第１項）

道路管理者は、災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、
又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることによ
り災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急の必要があ
ると認めるときは、その管理する道路についてその区間を指定して、当該車両その
他の物件の占有者、所有者又は管理者（以下「車両等の占有者等」という。）に対
し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他必要な措置
をとることを命ずることができるものとした。また、これらの指定及び命令につい
ては道路管理者のみの判断で行うことができるものとしている。 
具体的な車両等の占有者等に対する命令の内容としては、車両その他の物件につ

いて、 
・道路の左側や歩道への移動
・車間を詰めること（空いたスペースへの車両の移動）
・沿道の空地、駐車場への移動
・車両から落下した積載物の車両への再積載

等を想定しており、これにより、緊急通行車両の通行を確保するため 低限一車線
の通行を確保することを想定している。なお、命令は書面の提示又は口頭で行うも
のである。 

道路区間の具体的な指定方法については、指定すべき道路の区間の起終点を示す
ことによって行うほか、一定の区域内の当該道路管理者が管理する道路の区間を包
括的に指定する等の指定も可能なものである。指定に当たっては、道路の状況等を
勘案し、指定が必要となる（車両の移動等の措置が必要となる）区間が不足なく含
まれるよう留意して行うことが望ましい。 
また、令第 33 条の３において、道路管理者が、道路区間の指定をしようとする
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場合においては、あらかじめ、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に当該指定
をしようとする道路の区間及びその理由を通知しなければならないものとし、緊急
を要する場合（道路区間の指定に緊急を要するものの、通信手段がないことで指定
前に通知することが困難な場合を含む。）で、あらかじめ、当該都道府県公安委員
会に通知するいとまがなかったときは、事後において、速やかにこれらの事項を通
知しなければならないものとした。なお、通知の方法については、原則として、書
面で行うこととするが、緊急を要する場合においては、口頭で行うこととしても差
し支えない。ただし、口頭で通知を行ったときは、事後において、速やかに書面を
送付することとされたい。 

② 指定道路区間の周知について（第２項）
道路管理者は、道路区間の指定をしたときは、直ちに、当該指定をした道路の区

間（以下「指定道路区間」という。）内に在る者に対し、当該指定道路区間を周知
させる措置をとらなければならないものとした。なお、周知の方法については、災
害時であることに鑑みて、道路情報板、ラジオ等を活用して行うことを想定してお
り、指定道路区間内に在る者に対して、個々に伝達することを要するものではない。 

③ 道路管理者自らが行う車両の移動等について（第３項）
以下に掲げる場合において、道路管理者は、自ら①の措置をとることができるも

のとした。 
一 ①の措置をとることを命ぜられた車両等の占有者等が、当該措置をとらない場

合（車両等の占有者等が命令に従わない場合や、命令はしたもののタイヤのパ
ンクや燃料切れ等により直ちに措置をとることができない場合を想定）

二 道路管理者が、①の命令の相手方が現場にいないために①の措置をとることを
命ずることができない場合（放置車両の場合を想定） 

三 道路管理者が、道路の状況その他の事情により車両等の占有者等に①の措置を
とらせることができないと認めて①の命令をしないこととした場合（走行空間
が全くなく、外形上、車両等の占有者等による移動が不可能であることが自明
である場合等を想定） 

また、道路管理者は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、当該措置
に係る車両その他の物件を破損することができるものとした。この「やむを得ない
限度の破損」とは、災害時の状況に応じて判断されるべきものであるが、車両の移
動等に複数の方法がある場合に、緊急通行車両の通行を確保する緊急性を考慮しつ
つ も破損の度合いが低いものを選択した結果、生じる破損のことである。例えば、
ロックやサイドブレーキを外すために窓ガラスを一部割ることや、車両を重機で持
ち上げる際にすり傷やバンパーのへこみを生じさせる場合などを想定しているが、
移動スペースが全くなくやむを得ない場合には車両を段積みすることで車両を変
形させることも許容されるものである。その際、車両等の占有者等が不在のため道
路管理者が車両の移動等を行った場合（上記二の場合）には移動の内容を掲示して
おくこと、また、車両等を破損した場合には損失補償を行うこととなるため、可能
な範囲で、移動の前後の状態を写真等により記録しておくことにより、事後に混乱
のないよう努められたい。
なお、上記措置の実施に当たっては、道路管理者は、災害応急対策に重要な役割

を果たすライフライン施設や電気通信設備等の重要な施設、設備、工作物等は、そ
の機能を失わせないため、極力損傷しないよう十分に配慮するものとする。 
また、各種交通対策が的確に行われるためには、都道府県公安委員会として、道

路交通に関する情報を把握する必要があるほか、上記措置により移動した車両等の
占有者等が盗難に遭ったものと考え、警察に被害申告する可能性があること等か
ら、道路管理者は、自ら車両の移動等を行った場合は、当該地域を管轄する警察署
長（当該措置を高速道路において行った場合は、当該高速道路を管轄する高速道路
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交通警察隊長。以下同じ。）に対して、別途通知等で定めるところにより、適切に
当該措置を記録した情報の提供を行うものとする。 

④ 車両の移動等のために必要な土地の一時使用等について（第４項）
道路管理者は、①及び③の措置をとるため、車両等の移動場所を確保するためや

むを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の土地を一時使用し、
又は竹木その他の障害物を処分することができるものとした。この場合において、
道路管理者は、周辺の公用地の有無を確認するとともに、一時使用をしようとする
土地の状況等に鑑みて、私人の財産の毀損、周辺環境への影響等、当該土地の一時
使用による損失や影響が 小限となるよう、使用する土地を選択し、その使用期間
についても、できるだけ短期間とすべきこととなる。その際、土地の所有者が容易
に見つからないなどにより同意等なく土地を使用する場合には使用理由を掲示し
ておくこと、また、土地の一時使用等により私人の財産の侵害となった場合には損
失補償を行うこととなるため、可能な範囲で、土地の使用や障害物の処分の状態を
写真等により記録しておくことにより、事後に混乱のないよう努められたい。 
なお、必要な限度における竹木その他の障害物の処分を行うに当たっては、道路

管理者は、保安林の立木を伐採した場合などに森林法で定められている事後の届出
について災害応急対策の終了後に速やかに対応するなど、関連する規定を遵守し、
十分に留意して行うものとする。 

⑤ 会社管理高速道路における機構の権限代行について
（第５項、第６項、第７項及び第９項） 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）は、会
社管理高速道路の道路管理者に代わって、①から④までの権限を行うものとした。 
この場合において、機構は、会社管理高速道路の道路管理者に代わって①から④

までの権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を高速道路株式会社（以下
「会社」という。）に通知しなければならないものとした。なお、当該権限代行に
ついては、道路整備特別措置法（昭和 31 年法律第７号）第 25 条第１項の規定によ
り公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとした。 
また、①から④までの権限に係る事務の円滑かつ効率的な実施を確保するため、

機構は、当該事務の一部を会社に委託しようとするときは、あらかじめ、会社と協
議し、当該委託する事務の内容及びこれに要する費用の負担の方法を定めておかな
ければならないものとした。 

⑥ 公社管理道路における地方道路公社の権限代行について（第８項及び第９項）

地方道路公社は、公社管理道路の道路管理者に代わって、①から④までの権限を
行うものとした。なお、当該権限代行については、道路整備特別措置法第 25 条第
１項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができ
るものとした。 

（３）移動命令の伝達や車両の移動等を道路管理者の名義において行うことについて
（２）①の指定道路区間における車両等の占有者等への移動命令の伝達（法第 76

条の６第１項）や、（２）③の車両の移動等（法第 76 条の６第３項）及び（２）
④の車両の移動等のために必要な土地の一時使用等（法第 76 条の６第４項）につ
いては、道路管理者の名義と責任のもとに、実際には、主として道路管理者の職員
や道路管理者から委託を受けた民間事業者が行うことが想定される。なお、法第 76
条の６第３項では、「道路管理者は、『自ら』第一項の規定による措置をとること
ができる。」とあるが、これは、道路管理者のみが車両の移動等の物理的行為を行
うという意味ではなく、命令の相手方となりうる車両等の占有者等に「代わって」
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行うという意味であることを申し添える。また、道路管理者から協力・応援の要請
を受けた他の道路管理者（例えば、国や都道府県の道路管理者が、被災市町村の道
路管理者の応援を行う）が車両の移動等を行う場合も想定される。さらに、災害派
遣活動を行っている自衛隊が、関係法令に基づき、その活動のために車両の移動等
を行うといった場合も想定されうる。さらには、消防活動を行っている部隊等が、
その活動のためにやむを得ず車両の移動等を行うといった場合も想定されうる。 

道路管理者においては、現場での混乱を防ぐため、これらの道路管理者以外の主
体との間で、改正法に基づく車両の移動等を行うことについての役割と責任の分担
等について、民間事業者と協定を締結する、関係者が参加した協議会において策定
する事前計画において明示する等の方法により、平時から、道路管理者から要請を
受け、又は道路管理者の了解を得て指定道路区間内において行われる改正法に基づ
く車両の移動等は道路管理者の責任において行われる行為であることを明確にし、
これを関係者間で共有されたい。また、災害時においては、通信が途絶することも
想定されるため、車両の移動等を行うこととなる道路管理者以外の主体との間の連
絡体制についても整備しておくこととされたい。なお、災害時においては、道路管
理者から他の道路管理者への協力・応援要請など、行政間の要請は、電話による口
頭要請など迅速に行うことができる方法で差し支えない。 
この際、改正法に基づく車両の移動等は、公権力の行使であり、現場での円滑な

対応のため、委託業者等行政職員以外の民間事業者に行わせる場合には、道路管理
者から委託を受けていること（権限を有する道路管理者の意思であること）を明示
する書面を手交しておくこととされたい。 
また、道路管理者以外の者が道路管理者から要請を受け、又は道路管理者の了解

を得て行われる改正法に基づく車両の移動等の措置をとった場合には、当該措置を
とった者は道路管理者にその内容を報告するものとし、報告を受けた道路管理者は、
その報告内容について、警察署長に対して、適切に情報の提供を行うものとする。 

２．都道府県公安委員会からの要請について（法第７６条の４関係） 

（１）趣旨
都道府県公安委員会は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に

おいて、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要がある
と認めるときは、道路の区間を指定して、緊急通行車両の通行を確保するための交
通規制を行うことができる。したがって、当該規制と道路管理者による道路啓開と
の連携を確保するため、都道府県公安委員会から道路管理者に対して、１の権限の
行使について要請することができる規定を設けることとした。 

（２）内容
① 都道府県公安委員会から道路管理者への要請について（第１項）

都道府県公安委員会は、法第 76 条第１項の規定による通行禁止等を行うため必
要があると認めるときは、道路管理者に対し、当該通行禁止等を行おうとする道路
の区間において、１（２）①の指定をし、若しくは命令をし、又は１（２）③及び
④の措置をとるべきことを要請することができるものとした。
都道府県公安委員会から要請を受けた道路管理者は、当該要請を勘案し、優先的

に啓開すべき道路の区間を判断されたい。なお、要請を受けて行う措置に係る費用
は道路管理者の負担となる。 

② 都道府県公安委員会から機構等への要請について（第２項及び第３項）
都道府県公安委員会は、法第 76 条第１項の規定による通行禁止等を行うため必

要があると認めるときであって、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間が会社
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管理高速道路又は公社管理道路であるときは、それぞれ機構又は地方道路公社に対
し、当該道路の区間において、１（２）①の指定をし、若しくは命令をし、又は１
（２）③及び④の措置をとるべきことを要請することができるものとした。
都道府県公安委員会から要請を受けた地方道路公社は、当該要請を勘案し、優先

的に啓開すべき道路の区間を判断されたい。なお、要請を受けて行う措置に係る費
用は地方道路公社の負担となる。 

３．国土交通大臣又は都道府県知事からの指示について（法第７６条の７関係） 

（１）趣旨
緊急通行車両の通行を確保するためには、高速自動車国道、一般国道、都道府県

道、市町村道のネットワークで被災現場までのルートを確保することが必要であ
る。このため、道路管理者が１の措置を行うに当たって、被災現場までのルート全
体を広域的に俯瞰して、必要な道路啓開が行われるよう、国土交通大臣は都道府県
又は市町村に対し、都道府県知事は指定都市以外の市町村に対し、必要な指示を行
うことができることとする規定を設けることとした。 
なお、市町村から都道府県に対し、また、都道府県から国に対し、道路啓開を要

請しようとする場合については、災害対策基本法において、今回の改正による車両
の移動等に限らず、災害対策応急対策全般について、被災市町村から都道府県に対
し、また、被災都道府県から国に対し、災害応急対策の実施を要請することができ、
国及び都道府県は正当な理由がない限り実施を拒んではならないとする規定（第 68
条、第 74 条の３）があり、こうした規定を必要に応じて活用しつつ、各道路管理
者において対応されたい。 

（２）内容
国土交通大臣は指定区間外の国道、都道府県道及び市町村道に関し、都道府県知

事は指定都市の市道以外の市町村道に関し、緊急通行車両の通行を確保し、災害応
急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、
それぞれ当該道路の道路管理者に対し、１（２）①の指定をし、若しくは命令をし、
又は１（２）③及び④の措置をとるべきことを指示することができるものとした。
具体的には、広域的な観点からみると、車両の移動等が必要にもかかわらず、情報
の不足等により作業が遅れる箇所が発生した場合に、当該箇所の車両の移動等を行
うよう指示する場合が想定される。 
この場合、指示を受けた都道府県や市町村が、人員や資機材の関係などで、当該

指示を履行しがたいときは、国や都道府県など指示の内容を履行する能力のある者
に対して速やかに車両移動に対する支援を要請することが想定されるため、可能な
範囲で実施すするなど適切に対応するものとする。その際、車両の移動等に係る費
用は原則として要請した道路管理者の負担となる。 

なお、公社管理道路において上記の必要があると認められる場合においては、地
方道路公社法（昭和 45 年法律第 82 号）第 39 条に基づき、地方道路公社に対し、
国土交通大臣又は地方道路公社の設立団体の長によって、上記同様の監督命令をす
ることができることとされている。 

４．損失補償について（法第８２条関係） 

（１）趣旨
１（２）③及び④の措置によって、特定の私人が経済上の損失を被ることが想定

されるため、これを正当に補償するため、災害対策基本法の損失補償に関する規定
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に所要の改正を行うものとした。この場合に行う損失補償は、車両の移動等や、土
地の一時使用など、１（２）③及び④の措置により生じた損失に対する補償である。
例えば、ロックやサイドブレーキを外すために割ったガラスの修理代、また、擦り
傷やバンパーのへこみ、車両の変形の修理代など、車両の移動等に際し生じた損失
の修理に要する費用を想定している。 

（２）内容
① 国又は地方公共団体の損失補償について（第１項）

１の措置をとった道路の道路管理者である国又は地方公共団体は、１（２）③及
び④の措置により通常生ずべき損失を補償しなければならないものとした。 

② 機構又は地方道路公社の損失補償について（第２項）
会社管理高速道路又は公社管理道路において機構又は地方道路公社が１（２）③

及び④の措置をとったことにより通常生ずべき損失については、それぞれ機構又は
地方道路公社がその損失を補償しなければならないものとした。 

５．施行期日 

改正法の施行期日は、公布の日（平成 26 年 11 月 21 日）である。 

154



 

道路法（昭和２７年６月１０日法律第１８０号）（抄） 

（国道の維持、修繕その他の管理）  
第１３条 前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧

事業費国庫負担法 （昭和２６年法律第９７号）の規定の適用を受ける災害復旧事業
（以下「災害復旧」という。）その他の管理は、政令で指定する区間（以下「指定区
間」という。）内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県
がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。  

（道路の区域の決定及び供用の開始等）  
第１８条 第１２条、第１３条第１項若しくは第３項、第１５条、第１６条又は前条第
１項から第３項までの規定によつて道路を管理する者（指定区間内の国道にあつては
国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。）
は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅
滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、
かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県
若しくは市町村の事務所（以下「道路管理者の事務所」という。）において一般の縦
覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。  

（通行の禁止又は制限）  
第４６条 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、
又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限する
ことができる。  
一  道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合  
二  道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合  

２ 道路監理員（第７１条第４項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。）
は、前項第１号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止
するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行
を禁止し、又は制限することができる。  

３ 道路管理者は、水底トンネル（水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定
めるものを含む。以下同じ。）の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危
険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その
他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。  

（長時間放置された車両の移動等）  
第６７条の２ 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路の改
築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊
急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、
現場に当該車両の運転をする者その他当該車両の管理について責任がある者がいな
いときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が５０メートルを超えない
道路上の場所に当該車両を移動することができる。この場合において、当該車両が放
置されている場所からの距離が５０メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当
該車両を移動する場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場
所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。  
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２ 道路管理者は、前項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委
任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する
警察署長の意見を聴かなければならない。  

３ 道路管理者は、第１項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管し
なければならない。この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管
理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者
が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講
じなければならない。  

４ 道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者又は使
用者（以下この条において「所有者等」という。）に対し、保管を始めた日時及び保
管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなけ
ればならない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることが
できないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければな
らない。  

５ 道路管理者は、車両が放置されていた場所における道路の改築、修繕若しくは災害
復旧に関する工事が完了し、又は除雪その他の道路の維持の施行が終了した場合その
他第３項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、
同項の規定により保管した車両を当該車両が放置されていた場所又はその周辺の場
所に移動しなければならない。  

（非常災害時における土地の一時使用等）  
第６８条 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合に
おいては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の
物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。  

２ 道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためや
むを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住す
る者を防ぎよに従事させることができる。  
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道路交通法（昭和３５年６月２５日法律第１０５号）（抄） 

（公安委員会の交通規制）  
第４条 都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、道路における危険を

防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因す
る障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号
機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁
止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を
要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の
規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道
府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通
の規制に相当する交通の規制をすることができる。  

（警察官等の交通規制）  
第６条 警察官又は第１０４条の４第１項に規定する交通巡視員（以下「警察官等」と
いう。）は、手信号その他の信号（以下「手信号等」という。）により交通整理を行
なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、そ
の他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する
信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。  

４ 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が
生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要
があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車
両等の通行を禁止し、又は制限することができる。  
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様式集リスト 

様式 様式名称 

① 道路区間の指定・廃止（決裁） 

② 道路区間の指定・廃止（事務所への通知） 

③ 道路区間指定の周知（公安委員会） 

④ 指定道路区間の周知（廃止）（公安委員会） 

⑤ 指定道路区間の周知（指定）（記者発表） 

⑥ 道路区間指定の周知（廃止）（記者発表） 

⑦ 指定道路区間の周知（立て看板） 

⑧ 移動命令の書面の作成 

⑨ 民間事業者の身分証明書 

⑩ 運転者への移動理由の掲示 

⑪ 移動した際の移動理由の掲示 

⑫ 車両移動記録票 

⑬ 土地の一時使用の掲示 

⑭ 土地の一時使用の記録票 

⑮ 地方公共団体への指示 
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 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第７６条の６第１項の規定

に基づき、下記の道路区間を（指定・廃止）する。 

平成○年○月○日 

 国土交通省 

○○地方整備局長

（各区間指定の場合） 

路線名 区 間 延長（m） 備考

国道○号 
○○府○○市

○○町○○地先から

○○府○○市

○○町○○地先まで

○○○○
新規

国道○号 
○○府○○市

○○町○○地先から

○○府○○市

○○町○○地先まで

○○○○
継続

国道○号 
○○府○○市

○○町○○地先から

○○府○○市

○○町○○地先まで

○○○○
廃止

（区域としての指定の場合） 

路線名 区 間 延長（m） 備考

国道○号 国道○○号から○○市に向けての区間 ○○○○ 新規

国道○号 ○○○○ 新規

様式①
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事 務 連 絡 

平成○年○月○日 

○○事務所長 殿

○○地方整備局長

災害対策基本法に基づく道路区間の指定等について 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第７６条の６第１項の規定

に基づき、下記の道路区間を（指定・廃止）するので通知する。 

記 

路線名 区 間 延長（m） 備考

国道○号 
○○府○○市

○○町○○地先から

○○府○○市

○○町○○地先まで

○○○○
新規

国道○号 
○○府○○市

○○町○○地先から

○○府○○市

○○町○○地先まで

○○○○
継続

国道○号 
○○府○○市

○○町○○地先から

○○府○○市

○○町○○地先まで

○○○○
廃止

様式②
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文 書 番 号 

平成○年○月○日 

○○公安委員会 殿

国土交通省○○地方整備局長 

災害対策基本法第７６条の６第１項の 

規定に基づく道路区間指定について 

災害対策基本法第７６条の６第１項の規定に基づき、下記のとおり区

間指定するため、災害対策基本法施行令第３３条の３の規定に基づき通

知します。 

記 

指定道路区間：国道○号○○地先～○○地先 

指定理由：緊急通行車両の通行確保のため 

担当：○○国道事務所○○課○○ 

 電話○○（○○）○○○○ 

様式③
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文 書 番 号 

平成○年○月○日 

○○公安委員会 殿

国土交通省○○地方整備局長 

災害対策基本法第７６条の６第１項の 

規定に基づく指定道路区間廃止について 

災害対策基本法第７６条の６第１項の規定に基づき、区間指定してい

た下記の区間は、平成●年●月●日に廃止したので、災害対策基本法施

行令第３３条の３の規定に基づき通知します。 

記 

指定道路区間：国道○号○○地先～○○地先 

担当：○○国道事務所○○課○○ 

 電話○○（○○）○○○○ 

様式④
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平成○年○月○日 

国土交通省○○地方整備局 

○○災害のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、災害対策基本法第７

６条の６第１項の規定に基づき、下記の道路区間を指定します。当該区間においては、道路

啓開作業を実施し、放置車両や立ち往生車両等の移動を行います。 

記 

路線名 指定する道路区間 

国道○号 ○○府○○市○○～
　○○府○○市○○ 

国道○号 ○○府○○市○○～○○

国道○号 ○○府○○市内の全区間

〈問い合わせ先〉 

国土交通省○○地方整備局○○国道事務所  ○○、○○ 

ＴＥＬ  ○○○－○○○－○○○○ 

緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、国
道○号○○～○○間を区間指定し、放置車両・立ち往生車両の移
動等の作業を実施します 

様式⑤
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平成○年○月○日 

国土交通省○○地方整備局 

国道○号 災害対策基本法に基づく道路区間指定の廃止について 

国道○号○○府○○市○○～○○につきましては、○月○日○時○分に災害対策基本法に

基づく道路区間指定を行いましたが、○月○日○時○分、道路区間指定について廃止しまし

たのでお知らせします。 

記 

路線名 廃止する道路区間 

国道○号 

国道○号 

国道○号 

〈問い合わせ先〉 

国土交通省○○地方整備局○○国道事務所  ○○、○○ 

ＴＥＬ  ○○○－○○○－○○○○ 

様式⑥

○○府○○市○○～
　○○府○○市○○ 

○○府○○市○○～○○

○○府○○市内の全区間
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様式⑥
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平成○年○月○日 

運転者各位 

国土交通省○○地方整備局長 

災害対策基本法第７６条の６第１項の 

規定に基づく移動命令について 

この道路は、災害のため、災害対策基本法第７６条の６第１項の規定

に基づき、下記の通り、緊急車両の通行を確保するため道路啓開作業を

行う区間に指定されました。 

緊急車両の通行のため、速やかに指定道路区間以外に移動するか車両

を左側に移動してください。 

記 

指定理由：緊急通行車両の通行確保のため 

指定道路区間：○○～○○ 

担当：○○国道事務所○○課○○ 

 電話○○（○○）○○○○ 

様式⑧
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発行番号：第○号 

身 分 証 明 書 

会社名：○○○○(株) 

住 所：○○○○ 

 上記の者は、○○協定に基づき、災害対策基本法第７６条の６の 

措置を行うことを委託した者であることを証明する。 

有効期間：○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 

発行日 ：○○年○○月○○日 

発行者 ：国土交通省○○地方整備局○○国道事務所長 印 

様式⑨
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○○災害に伴う車両の移動について

・ 緊急通行車両の通行を確保するため、車両の移動
が必要です。

・ 当方により移動を行いますので、車両から離れて
下さい。

国土交通省 ○○地方整備局長

問い合わせ先
国土交通省 ○○国道事務所 ○○課

電話番号：○○-○○○

様式⑩
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○○災害に伴う車両の移動について

緊急通行車両の通行を確保するため、災害対策
基本法７６条の６第１項の規定に基づき、下記の
とおり車両の移動を行いました。

記

移動日時：○月○日 ○○時
移動先 ： －
移動車両：車名、ナンバー

国土交通省 ○○地方整備局長

問い合わせ先
国土交通省 ○○国道事務所 ○○課

電話番号：○○-○○○

※「移動先」について、近隣への移動の場合は、「－」と記載。
50m以上移動の場合は、「○○○○」と記載。

様式⑪
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車両移動記録票 

措置実施場所 国道○○号○○区○○町○丁目地先 

対象車両 車名、ナンバー 

運転手の有無 不在 

移動日時 ○月○日○時

移動内容 
道路内路肩に移動、沿線民地に移動、一時保管場所（○○）

に移動 (使用重機：除雪ドーザ) 

破損状況 

（破損の有無） 

前部 有 無  ：●● 

後部 有 無  ：後方バンパーへこみ 

左側面 有 無  ：●● 

右側面 有 無  ：●● 

その他 作業者（○○建設） 

状況写真 

移

動

前 

※前部、後部、左側面、右側面は、写真により撮影すること。

また、事前に傷や破損した箇所がある場合は、追加で撮影しておくこと。

移

動

後 

※移動前と同じ方向より撮影すること。

事前に傷や破損した箇所がある場合は、追加で撮影しておくこと。

また、移動時に傷や破損した箇所がある場合は、追加で撮影しておくこと。

記入者 ○○国道事務所 ○○○○ 

様式⑫
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○○災害に伴う土地の一時的使用について

緊急通行車両の通行を確保するための放置車両
の移動に伴い、災害対策基本法７６条の６第１項の
規定に基づき、この土地を一時的に使用しております。

記

利用開始時：○月○日 ○○時
利用目的：放置車両の保管

国土交通省 ○○地方整備局長

問い合わせ先
国土交通省 ○○国道事務所 ○○課

電話番号：○○－○○○

様式⑬
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土地の一時使用記録票 

措置実施場所 国道○○号○○市○○区○○町○丁目地先 

使用開始日時 ○月○日○時

使用目的 ○○災害における移動車両の仮置き

土地所有者（権利者） 調査中 

現在の用途 貯木場跡 

作業実施者 ○○建設

連絡先 
国土交通省○○国道事務所 

TEL：○○―○○○○―○○○○ 

状況写真 

使

用

前 

使

用

後 

記入者 ○○建設（株） ○○○○ 

様式⑭
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文 書 番 号 

平成○年○月○日 

○○府知事　殿 

国土交通省○○地方整備局長 

災害対策基本法第７６条の７の規定に基づく指示について 

地震発生のため、国道○○号○○～○○の区間において、災害対策基

本法第７６条の６の規定に基づき、道路啓開作業を行っていますが、府

道○○線を迂回路として利用する必要があるので、災害対策基本法第７

６条の６の措置を実施するよう指示します。 

対応の可否について回答をお願いします。 

記 

指示区間：府道○号○○地先～○○地先 

指示理由：緊急通行車両の通行確保のため 

担当：○○国道事務所○○課○○ 

 電話○○（○○）○○○○ 

様式⑮
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東日本大震災の実体験に基づく災害初動期指揮心得 

国土交通省東北地方整備局（著）より 

  



 

 

 

 



    
大阪府域道路啓開協議会 

 

平成31年3月 

大阪府域道路啓開協議会 

【参考－２】 

第３回協議会までの承認事項及び、その概要 



第２回協議会までの 承認事項 第３回協議会 承認事項 

１． 
啓開ルート
計画 

①啓開ルート 
 最優先啓開ルートとして、広域緊急交通路（自動

車専用道路、重点１４路線）を設定 
 発災後７２時間以内を目標に広域緊急交通路を

１車線（中央分離帯がある場合は上下１車線）啓
開を完了 

 広域緊急交通路から拠点へ複数経路アクセスで
きるよう、啓開ルートを検討 

 
 地震時等の踏切の長期遮断対応について、踏切

遮断の早期解消に向け検討していく。（関係者間
で協議を行い、優先的に速やかに開放する踏切
の指定等について完了するよう管内鉄軌道事業
者と協議を行う。） 
 

②主要拠点 
 中央防災会議幹事会で定められた基幹的広域

防災拠点や、大阪府地域防災計画で定められた
広域防災拠点、後方支援活動拠点、災害拠点病
院を主要拠点に設定 

 大阪府地域防災計画（H29.12修正）版に基づき
拠点を追加 

③被害想定に関する検討 
 和歌山県啓開協議会等の考え方を踏まえ、啓開

路線（重点十四路線）を対象に橋梁被害、瓦礫被
害、放置車両、沿道施設倒壊、斜面・盛土崩壊に
ついて検討 

 被害検討に基づき、啓開時間を試算 

 
 拠点へのアクセス路線について被害の検討、啓開

時間を試算のうえ、啓開ルートの優先順位を設定 

２．第３回協議会までの承認事項 

1 



第２回協議会までの 承認事項 第３回協議会 承認事項 

２． 
情報収集・
連絡・連携 

①指示連絡体制に関する事項 
 具体的な指示連絡体制を検討 
 関係機関で構成した情報一本化窓口を設け、

リエゾンを配置。現場の具体指示等は各土木
事務所・工営所・維持出張所と担当会社で連
絡・調整を行う 

①指示連絡体制に関する事項 
 指示命令系統、情報の窓口を大阪国道事務所情

報室に一本化 
 広域緊急交通路（重点十四路線）を管理しない大

阪府道路公社についても大阪府配下での情報や
りとりを実施 

②情報収集・連絡手段の検討 
 情報収集の方法について検討 
 関係機関との連絡手段の一覧及び収集した情

報の共有方法について検討 
 一般の方への情報提供方法検討 

②情報収集・連絡手段の検討 
 対災害SNS情報分析システム(DISAANA)を活用 
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２．第３回協議会までの承認事項 



第２回協議会までの 承認事項 第３回協議会 承認事項 

３． 
啓開作業 
計画 

①啓開計画の検討 
 関係機関毎のタイムラインを検討 
 発災時における行動計画を検討 

①啓開計画の検討 
 アクセスルートの啓開担当区間を設定 
 建設業協会（啓開業者）の現地調査にかかるタイミング

について、通信可能の場合は道路管理者からの要請、
通信不可の場合は震度６弱以上を観測と設定 

 調査報告の仕方、情報共有の流れ、車両移動の方法
や様式等を作成 

 建設業団体の協力を得て、手持ち資機材の状況を確認 
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２．第３回協議会までの承認事項 



府内の既往計画等 

～大阪府域道路啓開計画 
（仮称）～ 

大阪府域道路啓開協議会 
 

■「南海トラフの巨大地震
モデル検討会（二次報告）」 

■「南海トラフ地震における
具体的な応急活動に関する
計画」 

■「大阪市地域防災計画」、   
    「堺市地域防災計画」 

政令指定2都市 

内閣府 
大阪府 

■「南海トラフ巨大地震対策
計画 近畿地方 地域計画
（案）第１版」  

国土交通省 

国
の
既
往
計
画
と
の
整
合
及
び
反
映 

国の既往計画 

横断的連携を前提とした 
大阪府道路啓開計画の共通版 

高速管理者等 

 
 

 

 

■大阪府、大阪市、堺市、高速道
路管理者が処理すべき防災に関
する業務の大綱 

■全国、近畿地方を対象とした活
動計画 

府
内
の
既
往
計
画
と
の
整
合
及
び
反
映 

■「大阪府地域防災計画」 

■広域支援部隊受入計画 

災害活動を整理したＢＣＰ 

受入地指定 

■阪神高速BCP 

■西日本高速道路株式会社 
防災業務計画 

緊急交通路指定 

緊急交通路指定、避難先指定 
 

被害想定及び活動計画 

被害想定及び活動計画 

１．前提条件（既往計画との整合） 

 関連既往計画との整合に留意しつつ、各管理者の横断的な協動・連携を前提とした道路啓開計画策定に
向けた検討の場とする 
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１．前提条件（取り組む順序） 

想定される巨大地震 （次ページ参照） 

直下型地震（３０年内発生確率2～3％※） 
（上町断層帯） 

海溝型地震（３０年内発生確率70～80％※） 
（南海トラフ地震） 

行動計画（ﾙｰﾄ毎） 

道路啓開計画作成 

道路啓開の基本的考え方 

啓開ルート（進出ルート）選定 
 

発生確率の高い海溝型地震を優先 

関係機関の連携体制・方法 

5 

直下型地震（上町断層帯等）の計画策定
については、海溝型地震（南海トラフ）の
計画策定後、今協議会で引き続き行う。 
 

※ 地震発生確率値の留意点 
 

想定した次の地震が起きないかぎり、年数経過とともに地震発生確率値は増加していきます。 
（過去の活動記録が不明なため、年数経過によらず地震発生確率値が変わらない統計処理を行っ
ている場合もあります） 
 
過去の地震活動の時期や発生間隔は、幅を持って推定せざるを得ない場合が多いため、地震発生
確率値は不確定さを含んでいます。また、新たな知見が得られた場合には、地震発生確率値は変わ
ることがあります。 
 
活断層で起きる地震は、発生間隔が数千年程度と長いため、３０年程度の間の地震発生確率値は
大きな値とはなりません。例えば、兵庫県南部地震の発生直前の確率値を求めてみると０．０２〜
８％でした。地震発生確率値が小さいように見えても、決して地震が発生しないことを意味してはいま
せん。 

出典）地震調査研究推進本部ホームページ 

 発生確率が高い「海溝型地震（南海トラフ）」を優先し、啓開計画策定に取り組む（赤枠） 
 ・その後、「直下型地震（上町断層帯等）」についても計画を作成する 



断層帯名 
長期評価で予想 

した地震規模 
（マグニチュード） 

地震発生確率（※1） 
地震後経過率 

（※2） 
平均発生間隔（上段） 
最新発生時期（下段） 30年以内 50年以内 100年以内 

有馬―高槻断層帯 7.5程度 
（7.5±0.5） ほぼ0％～0.03％ ほぼ0％～0.08％ ほぼ0％～0.4％ 0.2-0.4 1,000年～2,000年 

1596年慶長伏見地震 

生駒断層帯 7.0～7.5程度 ほぼ0％～0.2％ ほぼ0％～0.3％ ほぼ0％～0.6％ 0.2-0.5 3,000年～6,000年 
400年頃以後～1,000年頃以前 

三峠・京都西山断層帯 
（上林川断層） 7.2程度 不明（※3） 不明（※3） 不明（※3） 不明（※3） 

不明 
不明 

三峠・京都西山断層帯 
（三峠断層）（※4） 

7.2程度 0.4％～0.6％ 0.7％～1％ 1％～2% 不明 5,000年～7,000年程度 
3世紀以前 

三峠・京都西山断層帯 
（京都西山断層帯） 7.5程度 ほぼ0％～0.8％ ほぼ0％～1％ ほぼ0％～3％ 0.3-0.7 約3,500年～5,600年 

約2,400年前～２世紀 
六甲・淡路断層帯 

（主部/六甲山地南縁－淡路島東岸区間） 7.9程度 ほぼ0％～1％ ほぼ0％～2％ ほぼ0％～6％ 0.1-0.6 900年～2,800年程度 
16世紀 

六甲・淡路断層帯 
（主部/淡路島請願区間） 7.1程度 ほぼ0％ ほぼ0％ ほぼ0％ 0.009-0.01 1,800年～2,500年程度 

1995年兵庫県南部地震 
六甲・淡路断層帯 

（先山断層帯） 6.6程度 ほぼ0％ ほぼ0％ ほぼ0％ 0.04-0.2 5,000年～10,000年程度 
11世紀～17世紀初頭 

上町断層帯 7.5程度 2％～3％ 3％～5％ 6％～10％ 1.1-2より大 8,000年程度 
約28,000～約9,000年前 

大阪湾断層帯 7.5程度 0.004%以下 0.008％以下 0.02％以下 0.4以下 約3,000年～7,000年 
9世紀以降 

■大阪府域に位置する主要活断層帯の長期評価の概要（算定基準日：H30.1.1） 

出典）地震調査研究推進本部ホームページ 

※1：確率値は有効数字１桁で記述している。ただし、30年確率が10%台の場合は2桁で記述する。また「ほぼ０%」とあるのは、10－3 %未満の確率値を表す。 -3 

※2：最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となる。値は0.1単位で記述し、
0.1未満の場合は有効数字１桁で記述している。また「ほぼ０」とあるのは、10－3 未満の値を表す。 

※3：平均活動間隔が判明していない等の理由より、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。 
※4：最新活動の時期が特定できていないため、通常の活断層評価で用いている計算方法（地震の発生確率が時間とともに変動するモデル：ＢＰＴ分布モデル）ではなく、地震発生確率が時間的に不変とした

考え方（ポアソン過程）により長期確率を求めている。同じ理由から、地震後経過率も求められない。 

-3 

■海溝型地震の長期評価の概要（算定基準日：H30.1.1） 

領域または地震名 
長期評価で予想 

した地震規模 
（マグニチュード） 

地震発生確率（※1） 

地震後経過率 平均発生間隔（上段） 
最新発生時期（下段） 10年以内 30年以内 50年以内 

南海トラフ 8.0～9.0クラス 30%程度 70％～80% 90％程度 
もしくはそれ以上 0.82 次回までの標準的な値（※2）88.2年 

72.0年前 
※1：基準日を元に更新過程を適用。 
※2：過去に起きた大地震の震源域の広がりには多様性があり、現在のところ、これらの複雑な発生過程を説明するモデルは確立されていないため、平成25年5月に公表した長期評価（第二版）では、前回の

長期評価を踏襲し時間予測モデルを採用した。前の地震から次の地震までの標準的な発生間隔は、時間予測モデルから推定された88.2年を用いた。また、地震の発生間隔の確率分布はBPT 
(Brownian Passage Time)分布に従うと仮定して計算を行った。 
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※発生確率の高い海溝型地震を優先し計画策定 

【参考】 近畿地方にて想定される巨大地震の発生確率 

※海溝型地震の計画策定後、引き続き計画策定 



１．前提条件（南海トラフ地震の概要） 

南海トラフ地震の概要（想定地震と規模） 

１）想定地震 

２）震度分布 

出典）大阪府：第3回 南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会（H25.8.8） 

（Mw9.0） 

３）津波高さ、津波到達時間、津波浸水想定 

出典）内閣府：東南海、南海地震等に関する専門調査会「東南海、南海地震に関する報告」（H15.12） 
         内閣府：南海トラフの巨大地震モデル検討会「第二次報告」（H24.8） 
         大阪府：第3回 南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会（ H25.8.8） 

兵庫県 

大阪府 

和歌山県 

奈良県 

京都府 

岸和田市 
最大５m 

想定地震モデル 
①3連動地震 
中央防災会議 

（H15） 

②南海トラフ巨大地震 

内閣府（H24） 大阪府（H25） 
地震の規模 

（ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ） Mw8.7 Mw9.1 Mw9.0 

震源断層の位置 南海トラフ 
（静岡県～高知県） 

南海トラフ 
（静岡県～宮崎県） 

南海トラフ 
（静岡県～宮崎県） 
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岬町 
最大４m 

出典）内閣府 中央防災会議防災対策推進検討会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ（H24.8) 
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大阪市西淀川区

大阪市此花区

大阪市港区

大阪市大正区

大阪市住之江区

堺市堺区

堺市西区

高石市

泉大津市

泉南郡忠岡町

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

泉南市

泉南郡田尻町

阪南市

泉南郡岬町

0 70 140
(分)

(ｍ)

大阪市住之江区 
最大５m 

津波高さ

津波到達時間

約90分 

約6０分 

約110分 

兵庫県 

 大阪府内で震度５～６強の強い揺れが発生            （出典：大阪府 南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会） 

 地震発生から約１１０分で５ｍの津波が大阪市に到達 
（出典：内閣府 中央防災会議防災対策推進検討会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ） 



１．前提条件（道路啓開の基本的考え方） 

道路啓開とは 

道路啓開 応急復旧 本復旧 発災 復興 

東日本大震災における道路啓開（国道４５号岩手県宮古市田老地区）  

道路啓開の位置づけ～発災から復興までのフロー 
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出典）国土交通省ホームページ 

出典）国土交通省ホームページ 

 緊急車両等の通行のため、１車線でも、とにかく通れるように早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡易な段
差修正により救援ルートを開けることをいう 

 大規模災害では、応急復旧の前に救援ルートを確保する道路啓開が必要となる 



１．前提条件（道路啓開の基本的考え方） 

道路施設にかかる主な被害想定 
 ①瓦礫等（津波堆積物、災害廃棄物） 
 ②放置車両 
 ③橋台背面の段差 

緊急車両が通行できるよう１車線を確保する。  
 （中央分離帯がある場合は上下１車ずつ） 
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道路啓開とは 



① 名神高速 ⑦近畿自動車道

② 第二阪奈道路 ⑧阪和自動車道

③ 西名阪自動車道 ⑨阪神高速道路

④ 南阪奈道路 ⑩箕面有料道路

⑤ 第二京阪道路 ⑪堺泉北有料道路

⑥中国自動車道 ⑫関西空港自動車道

⑬新名神高速道路（H29.11供用開始予定）

【重点14路線（浸水区域内）】　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート以外

① 一般国道１号 千林１南～梅田新道

②一般国道２号 兵庫県境（大阪市）～梅田新道

③ 一般国道２５号、（市）南北線 梅田新道～大国町（Ｒ２６、大阪市）桜橋～元町２（Ｒ２５、大阪市）

④ 一般国道２６号 堺市道２８号（大阪高石線（新））～大国町（Ｒ２５、大阪市）

⑤ 一般国道４３号、（主）福島桜島線（市） 兵庫県境（大阪市）～野田阪神（Ｒ２、大阪市）

⑦ 一般国道１７６号 神崎川～梅田新道

⑨ 一般国道４２３号 宮原１～梅田新道

⑬ （主）大阪生駒線 横堤２～蒲生４

⑭ （主）大阪池田線 神崎川～歌島橋

【重点14路線（浸水区域外）】　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート以外

① 一般国道１号、一般国道１７０号、
　（主）京都守口線

京都府境（枚方市）～千林１南

③ 一般国道２５号 奈良県境（柏原市）～大国町（Ｒ２６、大阪市）

④ 一般国道２６号 和歌山県境（岬町）～堺市道２８号（大阪高石線（新））

⑥ 一般国道１６３号 奈良県境（四條畷市）～関目５（Ｒ１）

⑦ 一般国道１７６号 井口堂（Ｒ１７１、池田市）～神崎川

⑧ 一般国道３０８号、（主）築港深江線（市） 被服団地（Ｒ１７０、東大阪市）～船場中央３

⑨ 一般国道４２３号、一般国道１７３号、
　一般国道１７６号、一般国道１７１号

京都府境（豊能町）～宮原１

⑩ 一般国道１７１号、（主）大阪高槻京都線、
　（府）恵美須南森町線

京都府境（高槻市）～久太郎１（大阪市）

⑪ （主）大阪和泉泉南線、（主）泉佐野岩出線 谷町４～和歌山県境（泉南市）

⑫ （主）大阪中央環状線、一般国道３１０号 新開橋付近（Ｒ１７１、池田市）～安井町（Ｒ２６、堺市）

⑬ （主）大阪生駒線 奈良県境（四條畷市）～横堤２

⑭ （主）大阪池田線 豊島南１（Ｒ１７６、池田市）～神崎川

【自動車専用道路】（浸水区域外）　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート　　　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート以外

　　　　　　　　　　　　　　　　　（浸水区域内）　　　　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート　　　　　　　　　　　　　：緊急輸送ルート以外

最優先で啓開するルートの選定：広域緊急交通路（自動車専用道路、重点１４路線） 
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１．前提条件（啓開ルート計画） 

出典）大阪府：大阪府地域防災計画 関連資料集（平成２９年修正）、 
 内閣府：南海トラフ地震における具体的な応急活動に関する計画（H29.6.23） 

 広域緊急交通路（自動車専用道路、重点１４路
線）を、最優先で啓開し確保する路線として設定 
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啓開ルート案及び拠点案 
新規
追加

拠点
No

拠点 分類

1 堺泉北港堺２区 基幹広域防災拠点

2 大阪北部 広域防災拠点

3 大阪中部（八尾空港周辺） 広域防災拠点

4 大阪南部（りんくうタウン） 広域防災拠点

5 日本万国博覧会記念公園 後方支援活動拠点

6 服部緑地 後方支援活動拠点

7 大阪城公園 後方支援活動拠点

8 鶴見緑地 後方支援活動拠点

9 長居公園 後方支援活動拠点

10 寝屋川公園 後方支援活動拠点

11 久宝寺緑地 後方支援活動拠点

12 山田池公園 後方支援活動拠点

13 大泉緑地 後方支援活動拠点

14 錦織公園 後方支援活動拠点

15 蜻蛉池公園 後方支援活動拠点

16 大阪府立急性期・総合医療センター 基幹災害拠点病院

17 大阪市立総合医療センター 地域災害拠点病院

18 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 地域災害拠点病院

19 大阪赤十字病院 地域災害拠点病院

20 大阪市立大学医学部附属病院 地域災害拠点病院

21 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院 地域災害拠点病院

22 大阪大学医学部附属病院 地域災害拠点病院

23 大阪府三島救命救急センター 地域災害拠点病院

24 大阪医科大学附属病院 地域災害拠点病院

25 関西医科大学附属病院 地域災害拠点病院

26 関西医科大学総合医療センター 地域災害拠点病院

27 大阪府立中河内救命救急センター 地域災害拠点病院

28 市立東大阪医療センター 地域災害拠点病院

29 学校法人近畿大学医学部附属病院 地域災害拠点病院

30 堺市立総合医療センター 地域災害拠点病院

31 りんくう総合医療センター（大阪府泉州救命救急センター） 地域災害拠点病院

32 大阪警察病院 地域災害拠点病院

33 多根総合病院 地域災害拠点病院

○ 34 岸和田徳洲会病院 地域災害拠点病院

○ 35 大阪国際がんセンター 特定診療災害医療センター

○ 36 大阪精神医療センター 特定診療災害医療センター

○ 37 大阪はびきの医療センター 特定診療災害医療センター

○ 38 大阪母子医療センター 特定診療災害医療センター

○ 39 出光岸和田油槽所 製油所・油槽所

○ 40 大阪国際石油精製大阪製油所 製油所・油槽所

○ 41 JXTG大阪油槽所 製油所・油槽所

○ 42 JXTG堺製油所 製油所・油槽所

○ 43 コスモ堺製油所 製油所・油槽所

基幹広域防災拠点 

広域防災拠点 

後方支援活動拠点 

基幹災害拠点病院 

地域災害拠点病院 

特定診療災害医療センター 

製油所・油槽所 

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定） 

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線 

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート) 

広域緊急交通路:一般道路:その他 

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定) 

新規指定路線(拠点へのアクセスルート) 

広域緊急交通路:自動車専用道路 

１．前提条件（啓開ルート計画） 



STEP1 発災後24時間 
【緊急輸送ルート及び広域防災拠点等への
ルート（浸水区域外）を確保（目標）】 

【浸水区間外の後方支援活動拠点、災害拠点
病院へのルートを確保】 

STEP2 発災後48時間 STEP3 発災後72時間 

道路啓開の目標 
      ：浸水想定区域       
     ：広域防災拠点        ：後方支援拠点等 
       ：緊急輸送ルート（自動車専用道路）             
     ：拠点へのルート（重点14路線）       
     ：津波浸水区域内のルート 

【広域緊急交通路（自動車専用道路、重点14
路線）、広域防災拠点、後方支援活動拠点、
災害拠点病院へのルートを確保】 

大 

阪 

湾 

奈 

良 

県 

和 歌 山 県 

兵 庫 県 

大 阪 府 

阪高 

大 

阪 

湾 

奈 

良 

県 

和 歌 山 県 

兵 庫 県 

大 阪 府 

阪高 

大 

阪 

湾 

奈 

良 

県 

和 歌 山 県 

兵 庫 県 

大 阪 府 

阪高 

12 ※１：緊急輸送ルート：内閣府が選定した路線であり国土の骨格をなす幹線道路である高速道路、直轄国道を中心に全国から広域応援部隊や緊急物資輸送車両の広域的な移動の確保、甚大な地震・  
   津波被害が見込まれる区域及び防災拠点に到達する路線。 ※図はイメージであり、具体的な拠点等を示すものでは無い。 

 広域緊急交通路（自動車専用道路、重点14
路線）のうち内閣府が指定した緊急輸送ルー
ト※１、広域防災拠点等へのルートを啓開。 

 浸水区域外の被災状況調査を開始。 

 後方支援、災害拠点病院へのルートを啓開。 
 津波警報解除後、津波浸水区域内を含む広域

緊急交通路（自動車専用道路、重点14路線）全
ての啓開を開始。 

 浸水区域を含む道路啓開を完了。 

１．前提条件（啓開ルート計画） 

 発災後７２時間以内に広域緊急交通路等の道路啓開を完了 



道路啓開の目標（各STEPの詳細） 

【STEP1⇒24時間以内完了目標】 
  広域緊急交通路（自動車専用道路、重点１４路線）のうち緊急輸送ルート及び広域防災拠点へ 
  のルート（津波浸水区域外）を確保。 

【STEP2⇒48時間以内完了目標】 
  浸水区域外の広域緊急交通路（自動車専用道路、重点１４路線）及び後方支援活動拠点、災害 
  拠点病院を結ぶルートを確保。 

【STEP3⇒72時間以内完了目標】 
  広域緊急交通路（自動車専用道路、重点１４路線）、広域防災拠点、後方支援活動拠点、災害拠 
  点病院へのルートを全て確保。 

 関係機関、災害協定業者と密接に連携した被災状況把握と情報共有。 
 被災状況に応じた道路啓開の優先順位の決定と、災害協定業者との連携による迅速な道路

啓開作業の準備、及び浸水区域外の道路啓開。 

 救援・救助活動の主要拠点となる後方支援活動拠点、災害拠点病院へのルートを啓開。 
 津波浸水区域は、津波警報解除（東日本大震災では発災から約30時間後に解除）まで浸水

区域手前で待機。 
 津波警報解除後から浸水区域の道路啓開に順次着手。 

 浸水区域を含む道路啓開を完了。 
13 

１．前提条件（啓開ルート計画） 



長吉川辺３

長原

藤井寺

松原

阪高 松原線

木本

太田橋

志紀南

柏原高校北

３ 大阪中部

（八尾空港周辺）

太子堂

沢田

八尾市道 木ノ本田井中線

主要地方道 堺大和高田線

若林町１

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート:自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート:一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

14 

広域緊急交通路（自動車専用道路、重点１４路線）から拠点までのアクセスを考慮した  
啓開ルートの設定  

（例）広域防災拠点 大阪中部（八尾空港周辺） 

広域緊急交通路 
（自動車専用道路、

重点１４路線） 

新規追加 
啓開路線 

基幹広域防災拠点

広域防災拠点

後方支援活動拠点

基幹災害拠点病院

地域災害拠点病院

特定診療災害医療センター

製油所・油槽所

緊急輸送ルート :自動車専用道路（中央防災会議幹事会指定）

広域緊急交通路:一般道路:重点14路線

広域緊急交通路:一般道路:その他(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:一般道路:その他

緊急輸送ルート :一般道路(中央防災会議幹事会指定)

新規指定路線(拠点へのアクセスルート)

広域緊急交通路:自動車専用道路

１．前提条件（啓開ルート計画） 
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広域緊急交通路（重点１４路線）から拠点へのアクセスルートの順位判定 

1）ルート上の橋梁被害が「倒壊」、「落橋」の場合は、アクセスルートとして適用困難× 
2）ルート上の橋梁被害が「段差（大）（中）(小)」の場合は、適用可能〇 
3）通行可能なアクセスルートについて、「橋梁段差」、「瓦礫」、「車両」、「斜面崩壊」の啓開時間を算出  
  し、トータルの啓開時間が短くなる経路から優先順位を設定 
 
→拠点までのアクセスルートについて優先順位を設定。 
  被害が甚大で通行困難なルートが想定される場合は代替ルートを検討 

簡易判定方法 

 
    

      

 各管理者等から提供頂いた資料等をもとに、主要拠点までの啓開ルートの優先順位を検討 
 順位付けは「橋梁被害」の状況のほか、「瓦礫」、「車両」、「斜面崩壊」を含めた啓開時間に着目した簡易判

定により決定 

１．前提条件（啓開ルート計画） 
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例１）鶴見緑地への啓開ルート 

 

 

アクセス 
ルート 

落橋・倒壊
の有無 

拠点までの
距離（km） 

橋梁数 ※２ 
(被害判定) 

啓開時間
(h) 

優先度
※１ 

西側南より 無 1.8 2 (段差中：2) 9.5 3位 

西側北より 無 2.1 2 (段差中：2) 10.8 4位 

東側より 無 1.1 3 (段差大：1,段差中:2) 8.2 2位 

南側より 無 0.0 0 － 1位 

拠点までのアクセスルートの啓開ルート順位設定の例 

 

 
※１ 重点１４路線の被害状況によっては優先順位は変わる 
※２ 代表して橋梁被害判定を記載しているが、啓開時間には 
    沿道施設倒壊（建物、電柱）、放置車両の処理時間も含む 

 
 

凡例 

 広域緊急交通路から拠点へのアクセスルートが複数考えられる場合、啓開するルートの優先順位を啓開時
間が短い路線から机上判定 

１．前提条件（啓開ルート計画） 
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拠点までのアクセスルートの啓開ルート順位設定の例 

例２）大阪中部（八尾空港周辺）への啓開ルート 

アクセス 
ルート 

落橋・倒
壊の有無 

拠点までの
距離（km） 

橋梁数※ 
(被害判定) 

啓開時間
(h) 

優先度
※２ 

西側より 無 2.7 4 (段差大:4) 19.1 1位 

北側より 無 2.2 8 (段差大：8) 24.1 2位 

東側より 無 3.3 6 (段差大：6) 25.3 3位 

南側より 無 4.9 17 (段差大：12、段差中：5) 47.2 4位 

 

 

凡例 

※１ 重点１４路線の被害状況によっては優先順位は変わる 
※２ 代表して橋梁被害判定を記載しているが、啓開時間には 
    沿道施設倒壊（建物、電柱）、放置車両の処理時間も含む 

１．前提条件（啓開ルート計画） 
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啓開ルートの踏切遮断の対応 

番号 道路管理者 路線名（道路名） 場 所 鉄道事業者 鉄道路線名 踏切名 

① 大阪府 府道30号大阪和泉泉南線 大阪府泉南市新家中村2960-4 西日本旅客鉄道 阪和線 新家南一 

② 大阪府 府道30号大阪和泉泉南線 大阪府貝塚市石才６５６ 水間鉄道 水間線 海塚9号 

③ 大阪市 府道30号大阪和泉泉南線 大阪府大阪市住吉区沢ノ町１丁目１０－１２ 南海電気鉄道 高野線 沢ノ町4号 

 
 

 

① ② ③ 

 広域緊急交通路（重点１４路線）にある踏切は３箇所 
 （重点１４路線から拠点へのアクセスルートには踏切なし） 
 今後、踏切遮断の早期解消に向け検討していく 

１．前提条件（啓開ルート計画） 
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 「大阪府南海トラフ巨大地震対策等検討部会」で公表されている浸水範囲をもとに啓開路線の長
期浸水箇所への進出方法を検討 

・長期浸水箇所について、大阪府での公表データをベースに国交省が
検討した結果を用いる 

  ※淀川管内洪水氾濫解析業務 報告書（国交省淀川河川事務所）より 

図 対象道路と津波浸水想定区域図の整理例 

津波浸水想定区域 

長期浸水 

 地震及び津波による、広域な地盤沈下や防潮堤等の被災によ
り長期の湛水が想定 

 排水ポンプが停止、堤防応急復旧が難しい状況での発災72時
間後の津波浸水想定区域を長期浸水範囲として算定 

長期浸水箇所の路線の啓開作業に関する検討 

１．前提条件（啓開ルート計画） 
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 津波浸水後に自然排水が困難な啓開路線の進出方法の検討、止水・排水作業を見据えたアクセス路線の調
整を今後行う 

地
震
・津
波
・長
期
浸
水
発
生 

浸
水
状
況
把
握 

（止
水
箇
所
・浸
水
範
囲
等
） 

止水・排水対策箇所まで 
の道路啓開（例） 

 
津波によるがれき除去及び 
浸水域の仮設道路構築 

 
 
 
 
 
 
 

止水対策（応急復旧） 
 

新たな浸水を防止するため 
仮締切を構築 

排水機場の復旧 

排水対策（応急排水） 
 

ポンプ車、仮設ポンプによる 
堤体内の早急な排水 

長
期
浸
水
解
消 

大型土のうを用いた浸水域の仮設道路例 

大型土のうによる止水対策例 排水ポンプ車による排水イメージ 

出典：「南海地震長期浸水対策検討結果」（H25.3 高知県） 

浸水域の止水・排水作業の流れ 

道路啓開作業 

１．前提条件（啓開ルート計画） 

長期浸水箇所の路線の啓開作業に関する検討 

他部門による復旧活動 



21 

 関係機関で構成した情報一元化窓口“大阪府域道路情報連絡室（仮称）”を「大阪国道事務所」に設置し、
情報集約・共有を図り啓開ルートを選定、指示していく 

 今後も、より良い情報共有、一元化の方法について検討を続ける 

大阪国道事務所 

府 

国 

各機関からリエゾン派遣し、情報集約 

NEXCO 阪神高速 

大阪市 堺市 

被害情報収集 道路啓開作業 

東部方面管理事務所 

大阪市建設部 

西部方面管理事務所 

南部方面管理事務所 北部方面管理事務所 

西部地域整備事務所 

堺市土木部 

北部地域整備事務所 

南部地域整備事務所 

大阪府交通道路室 

池田土木事務所 茨木土木事務所 

富田林土木事務所 

八尾土木事務所 枚方土木事務所 

鳳土木事務所 

岸和田土木事務所 

大阪国道事務所 

北大阪維持出張所 西大阪維持出張所 

南大阪維持出張所 高槻維持出張所 

日本建設業連合会 
関西支部 

大阪建設業協会 

日本道路建設業協会 
関西支部 

各所属会員企業 

連絡・調整 

堺建設業協会 

関係 
市町村 

連絡・調整・指示 

連絡・調整・指示 

関西電力 NTT 建設業協会 

大阪府域 
道路情報連絡室（仮称） 

情報集約・共有 
啓開ルート選定 

連絡・調整 

 （中浜・田島工営所）  （津守・市岡工営所） 

 （住之江・平野工営所）  （野田・十三工営所） 

関西電力 NTT 

配電営業所(12箇所) 113 

電柱、電線・通信線 

ルート選定後の啓開作業に関する現地での調整 

現地での調整 

府警 

情報共有 

大阪府道路公社 

１．前提条件（情報収集・連絡・連携） 



22 

 被害状況の収集方法手段について、現状で利用可能な手段を用いる 
 今後も有用な手段が開発等された場合は、随時更新していく 

○緊急パトロール等による調査 

道路管理者や協定業団体、委託業者等による緊急点検調査 
 ・パト車 
 ・徒歩 
 ・防災二輪車 
 ・参集途上調査 

緊急パトロール（協定業団体含む）による現地調査 

ヘリコプターによる上空からの調査 

国、自治体、警察、自衛隊等による上空からの調査 

テレビ、ラジオ等報道機関、ＳＮＳ等からの情報 

ＣＣＴＶからの情報 

国、自治体、警察が管理しているＣＣＴＶからの調査 

被害状況の収集手段 ○ヘリコプターによる調査 

・マスメディアからの災害情報 
・対災害SNS情報分析システム(DISAANA)の活用 

○対災害SNS情報分析システム(DISAANA)の活用 

twitterの投稿内容をリアルタイムに分析
し、エリアを指定することにより、災害に
関する問題・トラブルを自動的に抽出し、
リスト形式又は地図形式で表示 
<活用事例> 
・内閣府： 熊本地震（H28.4）の際に、指

定避難所以外でのニーズ把
握等に活用 

・大分県： 阿蘇山の爆発的噴火や日向
灘を震源とする地震（H28.10）
の際に、県内の被害情報の
把握のため活用 

出典）国立研究開発法人情報通信研究機構：DISAANAホームページ 
 (https://disaana.jp/) 

１．前提条件（情報収集・連絡・連携） 



１．前提条件（啓開作業計画） 

タイムライン  発災後、各機関へ参集し、緊急点検の実施・被害情報の収集に着手 
 72時間以内を目標に、道路啓開を完了 

上記タイムラインは、各機関による活動事例として作成したものであり、実際の被災状況により相違があることに留意が必要。 

自衛隊 

NEXCO西日本 

大阪府 
（本庁・土木事務所） 

関係市町村 

24h 48h 72h 

 

3h 

建設業協会 

上記タイムラインは、各機関による活動事例として作成したものであり、実際の被災状況により相違があることに留意が必要。 

支援要請受諾 
人員・資機材の確保 

出動体制報告 

大阪国道事務所 

ＳＴＥＰ１ 
地震 
発生 

ＳＴＥＰ２ ＳＴＥＰ３ 

電気・通信施設等の復旧 

通行禁止、災対法の区間指定、啓開状況の把握 

ライフライン 
（関西電力・NTT等） 

震度５弱で
通行止 

 
 

道路管理者 
による 

通行禁止等 
 

（道路法46条） 

緊急点検の実施 
被害情報の 
収集・整理 

 
 
 
 
 
 
 

緊急点検の実施 
 

被害情報の収集・
整理 

緊急点検の結果整理 
被害情報の収集・整理 

 津波警報解除後、浸水区域も順次道路啓開 
 ※津波警報が解除された場合は、浸水区域についても速やかに 

道路啓開を開始する 

進出 
ルートの 

決定 

道路管理者による 
通行禁止情報の収集 

災対法 
による 

区間指定 

大阪府警 

消防 

浸
水
区
域
外
の
広
域
緊
急
交
通
路
、
及
び
後
方
支
援
活
動

拠
点
、
災
害
拠
点
病
院
、
特
定
診
療
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
、 

製
油
所
・油
槽
所
へ
の
進
出
ル
ー
ト
を
確
保(

４
８
時
間
目
標) 

広
域
緊
急
交
通
路
（重
点
⒕
路
線
）を
確
保 

(

７
２
時
間
目
標) 

緊
急
輸
送
ル
ー
ト
、
及
び
広
域
防
災
拠
点
へ
の
ル
ー
ト 

(

浸
水
想
定
区
域
外
）を
確
保(

２
４
時
間
目
標) 

広域
応援
部隊
の 

編成 
・ 

出動 航空機等による救助活動、緊急交通路の交通規制等 救助・救援、緊急交通路の交通規制 

航空機等による救助活動等 救助・救援、消火活動 

航空機等による救助活動等 救助・救援活動 

緊急交通路指定 
 

（災対法76条①） 

【公安委員会】 
区間指定の収集・把握 

 

（災対法令33条の3） 

大阪市 
（本庁・管理事務所） 

堺市 
（本庁・地域整備事務所） 

災対法 
による 

区間指定・
周知 

 

（災対法76
条の6①、

76条の6②） 
 
 
 
 
 

迂回路設定 
 

（災対法76
条の7） 

 

被害 
情報の 
収集 

支援要請 
（復旧作業・
工事要請
(事前要請

含む）） 

 道路啓開（津波警報発令中は浸水区域手前まで） 
 

※津波警報解除まで浸水区域の道路啓開は着手しない 

阪神高速 
安
 
 
否
 
 
確
 
 
認
 

各
 
 
機
 
 
関
 
 
へ
 
 
の
 
 
参
 
 
集
 

緊急点検の実施 
被害情報の 
収集・整理 

震度５強で 
通行止 

道路管理者 
による 

通行禁止等 
 
 緊急点検の実施被害情報の収集・整理 

一元化窓口へリエゾン派遣 各機関へ参集 
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以降、 
被災地域全域
へのルートを早
期に啓開・復旧 

 



道
路
管
理
者 

建
設
業
団
体
（道
路
啓
開
業
者
） 

◇ 

道
路
啓
開
計
画
の
策
定
・
周
知
・
最
新
情
報
の
共
有 

 
 

 
 

 
 

 

【
集
結
拠
点
、
道
路
啓
開
ル
ー
ト
・
手
順
、
道
路
啓
開
業
者
割
付
等
の
把
握
】 

◇
建
設
業
団
体
へ
の
協
定
に
基
づ
く
身
分
証
明
書
の
発
行 

◇ 

規
制
除
外
車
両
事
前
申
請 

◇ 

啓
開
訓
練 

震
度
６
弱
以
上
の
地
震
発
生 

◇ 

災
害
対
策
本
部
設
置
・
参
集 

◇ 

各
社
の
災
害
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に

沿
っ
て
参
集 

◇ 

委
託
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
業
者
や
請
負
工

事
業
者
・
ヘ
リ
等
か
ら
情
報
を
収
集 

◇
被
災
状
況
を
集
約
し
一
元
化 

◇ 

（
通
信
不
通
の
場
合
） 

 
 

各
道
路
管
理
者
の
出
先
機
関
へ
参
集 

◇ 

協
定
業
者
（
建
設
業
協
会
）
に
対
し
、

道
路
調
査
・
啓
開
準
備
を
要
請 

◇ 

各
道
路
管
理
者
の
出
先
機
関
に
参
集
。

道
路
調
査 

◇ 

被
災
状
況
を
踏
ま
え
、
災
対
法
に
基

づ
く
道
路
区
間
指
定
、
手
続
き 

◇ 

指
定
し
た
道
路
区
間
を
公
表 

◇ 

指
定
し
た
道
路
区
間
の
情
報
共
有 

状況把握・体制確認・啓開準備 
(通信途絶時は自動発動) 

事前準備 
方針 
決定 

◇
協
定
業
者
（
建
設
業
協
会
）
に
対
し
、
道

路
啓
開
支
援
を
要
請 

◇ 

出
動
受
諾
・
体
制
報
告 

◇ 
道
路
啓
開
作
業
の
監
督 

◇ 
被
災
状
況
の
収
集
・
更
新 

◇ 

協
定
を
踏
ま
え
た
燃
料
確
保
、
資
機

材
調
達
支
援 

◇ 

道
路
啓
開
開
始 

 
 

 

重
点
14
路
線
、
防
災
拠
点
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト 

◇ 

作
業
状
況
の
報
告
・
情
報
共
有 

◇ 

不
足
す
る
資
機
材
の
調
達 

◇ 

道
路
啓
開
作
業
完
了
後
、
作
業
内
容
の
道
路
管
理
者
へ
の
報
告
及
び
清
算 

体制 
構築 

道路啓開実施 

 要請 
報告 

要請 
報告 報告 

24 

要請 共有 

１．前提条件（啓開作業計画） 



（２）現場実務における役割分担 
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 道路管理者が行うガレキ撤去前（又は同時）に、人命救助等を警察、消防、自衛隊が実施 

緊急点検調査 

。 

ガレキを撤去。 

１．前提条件（啓開作業計画） 
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 緊急点検は優先順位をつけ、迅速に「広く浅く」把握する 

道路啓開作業 

 
 

 
    
   
    

 

津波警報発令中 津波警報解除後 

活
動
範
囲
外 

出典：震災伝承館（東北地方整備局HP）、四国地方整備局香川河川国道ＨＰ 

留意点 
 参集途上調査や道路利用者、近隣住民からの通報等による情報、あらかじめ点検することとしている箇所（二次災害危険

箇所等）等を考慮したうえで優先順位※を付け、できるだけ早期に全体を「広く浅く」把握し、その後詳細に把握する。 
   （応急復旧、本復旧に必要な構造物本体の詳細調査は、道路啓開作業後に別途専門技術者に委ねる。） 
 災害協定締結業団体は、国や府市等からの要請により調査開始を基本とするが、業団体の準備が整った時点において、

国や府市との連絡不通などの状況の場合は、要請を待たずに現地調査を行い定期的に報告する。 
 津波警報が発表された場合、浸水が予想される地域の調査は津波警報解除後に実施する。 
※緊急点検調査に関する基本的な優先順位は、 
  ①広域緊急交通路（自動車専用道路、重点14 路線）、防災拠点等へのアクセスルート 
  ②広域緊急交通路その他路線 
  ③広域緊急交通路以外の路線   の順とする。 

１．前提条件（啓開作業計画） 



道路啓開作業 

 往路は迅速に全体概況を把握することを最優先する 
 復路は事前の点検予定箇所、往路で発見した詳細な点検が必要な箇所の点検を行う 

27 
被害が少なく啓開しやすいルートを確認する 

拠
点 

概念図 

重点１４路線 

その他路線 

市道 

重大な被災により 
早期啓開不可 

軽微被災あり 

留意点 
 ① 往路は全体概況の把握を最優先し、以下のポイントを調査する。 
  ・ 主に目視により、通行の可否、重大な被害の有無、道路及び沿道状況を把握する。 
  ・ 通行可能状況及び被災状況等については逐次、各道路管理者の情報収集担当に報告する。 
  ・ 被災により早期の啓開が不可能と判断される場合は、被災が少なく啓開しやすい迂回ルートを確認し報告する。 

 
 ② 復路は往路で発見した詳細点検が必要な箇所、あらかじめ点検が必要としている箇所に限定し調査する。 
  ・ 橋梁等構造物は道路管理者として被災状況を確認した上で、安全性について判定し、通行規制や緊急措置等の必要性 
    を判断する 

点検調査ルート 

凡例 

重大な被災 

軽微な被災 

１．前提条件（啓開作業計画） 



啓開実施者は、あらかじめ緊急通行車両又は規制除外車両の事前届出を行う。 

道路啓開実施における各種手続き（事前準備） 

出典）大規模災害に伴う緊急通行車両等の確認等事務処理要領の制定について（依命通達） 平成25年6月28日大阪府警 

 緊急通行車両又は規制除外車両の届出 

緊急通行車両標章 規制除外車両事前届出書 

放置車両の撤去に備え、啓開実施者に対し車両移動の身分証明書の発行を行う。 

 身分証明書の発行 

出典）災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き  平成２９年１２月 改訂版 国土交通省道路局 

例）国交省発行の身分証 

１．前提条件（啓開作業計画） 

28 
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① 対策本部・道路管理者からの要請で発動 

   ⇒３例（中部地整、沖縄県、大分県） 

② 震度６弱以上を観測した場合に自動発動 

   ⇒５例（大阪国道、首都直下型、九州、和歌山県、徳島県） 

③ 震度６弱以上を観測し、通信途絶の場合に自動発動 

   ⇒１例（香川県） 

④ 震度５強以上を観測した場合に自主的に発動 

   ⇒１例（愛媛県） 

⑤ 通信途絶の場合に自主的に発動 

   ⇒１例（高知県） 

⑥ 南海トラフ地震発生後自動発動 

   ⇒１例（四国広域） 

H30.6の大阪府北部の地震では震度６弱を観測したが、道路啓開が必要な道路被害無し 

震度６弱以上を観測し通信途絶の場合、要請を待たず現地調査開始 

自動発動の基準として 
震度６弱以上が多い 

【参考】 気象庁震度階級関連解説表 
（屋外の状況）に示された「震度６弱」 

震度階級 屋内の状況 

６弱 
固定していない家具の大半が移動
し、倒れるものもある｡ドアが開かな
くなることがある｡ 

１．前提条件（啓開作業計画） 

協定に基づく現地状況調査の発動について 
 現地調査の発動タイミングの他事例（計画書・協定書） 
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報告する内容 

 ○○建設 ○○です。 
 国道○○号の○○交差点～○○交差点は
調査完了。××交差点から□□交差点間に
ついては、建物の外壁が崩れ現在通行不可
能ですが、啓開が可能です。他道路は建物
倒壊により通行不能です。 

① 電話による報告文例 ［啓開後通行可のケース］ 

② 電子メールによる報告文例 ［啓開・通行不能・迂回路ありのケース］ 

題名：【被災状況】国道○○号（○○市） 
本文：調査済区間：××交差点～○○交差点 
    異常箇所：○○交差点～□□交差点（○○駅の西側） 
    通行可否：啓開・通行不能 
    被災状況：○○橋の落橋 
    その他：△△橋迂回により当該区間の通過可能 
    報告者：○○建設 ○○□090-○○○○-○○○○ 
添付：被災状況写真.jpg 

③ 

電
子
メ
ー
ル
（PC
）
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
報
告
文
例 

道路緊急点検シート（案） 

点 検 者  点検日時 年  月  日   時  分 

路 線 名  異常箇所 

（地先名・交差点名） 

～ 
（目標物、目印など） 

被災程度 

□ 啓開後通行可 

□ 啓開・通行不能（迂回路あり） 

□ 啓開・通行不能（迂回路なし） 

被災状況 

□ 落橋 □ 傾斜 □ 段差 

□ 陥没 □ 建物倒壊 □ 落下物・放置車両等障害物 

□ 跨道橋等の落下 □ 崖崩れ 

□ 火災 □ 浸水 

□ その他（                                            ） 

概  要： 

位置図（※該当する箇所を○で示す）          その他付図（詳細図）等があれば添付してください。 

 

 ○○建設 ○○です。 
 国道○○号の○○交差点～○○交差点は
調査完了。国道○○号の○○市内○○交差
点から□□交差点間については、○○橋落
橋により現在通行不可能です。 
 なお、隣接する△△橋を迂回すれば、当
該区間を通過することが可能です。 

 

［啓開・通行不可・迂回路ありのケース］ 

・調査した区間及び異常箇所の位置 
・啓開による通行可否（被災状況） 
・迂回路の有無 
 →ある場合…○○から○○ 
 →ない場合…被害の少ない他道路を啓開(14路線以外も対象) 

１．前提条件（啓開作業計画） 

緊急点検の報告方法と報告内容 

 啓開担当社は、道路啓開対象路線に対し、主に目視による通行の可否確認後、調査した区間と通行不可
能状態の箇所を随時、電話、電子メール、ＦＡＸ等、可能な手段を用い、道路管理者に状況を報告する 

 全区間調査完了後もその旨報告する。なお、通信不可の場合は連絡員での報告も考えられる 
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集結拠点 
24時間体制 

調査・ 
啓開の実施 

現地での 
調整 

道路情報連絡室 
(大阪国道事務所情報室） 

参集拠点 
（道路管理者 

  出先事務所） 

啓開業者参集 
（協会からの要請後） 

消防 

所轄警察署 

人命救助依頼 大阪国道事務所出張所 
大阪府土木事務所 
大阪市管理事務所 
堺市整備事務所 

建設業協会 
啓開指示・報告 

啓開業者 
(協会所属企業) 

通信(連絡室開設後から) 

通信(発災直後から) 

作業員の動き 

各道路管理者 
事務所 

全体把握 

１．前提条件（啓開作業計画） 

被災状況調査及び道路啓開作業時の情報共有体制の構築 【通信可能な場合】 

 道路情報連絡室(仮称)開設前においても、連絡・調整・指示が確実に実施できる仕組みを構築 
   ・連絡室開設までは、各道路管理者（集結拠点）と建設業協会間で、調査・啓開に関する連絡・調整・指示 
   ・連絡室開設後、各道路管理者は連絡室に情報を伝達し、各道路管理者間で情報を共有化 

 調査・啓開中に要救助者やご遺体を発見した場合、警察、消防と一緒に実施することが基本 
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集結拠点 
24時間体制 

調査・ 
啓開の実施 

状況報告 

道路情報連絡室 
(大阪国道事務所情報室） 

集結拠点 
(道路管理者 

出先事務所) 

啓開業者 
自動参集 

消防 

所轄警察署 

大阪国道事務所出張所 
大阪府土木事務所 
大阪市管理事務所 
堺市整備事務所 

人命救助依頼 

啓開業者 
(協会所属企業) 

通信(民間通信復旧後) 

通信(連絡室開設後から) 

作業員の動き 

建設業協会 

啓開指示・報告 
（通信復旧後） 

通信(発災直後から) 

各道路管理者 
事務所 

全体把握 

１．前提条件（啓開作業計画） 

被災状況調査及び道路啓開作業時の情報共有体制の構築 【通信不通の場合】 

 通信途絶の場合においても、調査・啓開作業状況を確実に共有する仕組みを構築 
   ・作業員は定期的に集結拠点に集合し、道路管理者への作業状況確認、作業引継ぎを実施 
   ・集結拠点で共有した情報は、道路管理者が専用回線等にて連絡室へ伝達 
   ・通信復旧後、連絡室から建設業協会に情報を伝達 
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 発災後、啓開担当業者は建設協会からの要請を受け、参集拠点に参集（通信不通の場合は、自動参集） 
 参集拠点は、最寄りの啓開担当路線の道路管理者事務所・出先機関とする 

発災後の参集拠点 

例 大阪府南部地域の集結拠点 (案) 集結拠点と啓開担当業者(メイン担当のみ掲載） 

電子国土WEB 

集結拠点 業者 集結拠点 業者 

高槻維持出張所 

安積建設 

枚方土木事務所 

ＧＴＫ ③ 

大成ロテック ① 世紀東急工業 ④ 

大林道路 ① 大有建設 

日本道路 ① 日本道路 ② 

明清建設 

八尾土木事務所 

ＮＩＰＰＯ ② 

西大阪維持出張所 

奥村組 佐藤渡辺 ② 

三井住友建設 東亜道路工業 

森組 富田林土木事務所 大成ロテック ② 

淺沼組 ① 鳳土木事務所 常盤工業 

竹中工務店 

岸和田土木事務所 

旭工建 ② 

南海辰村建設 鹿島道路 ② 

佐藤渡辺 ① 福田道路 ② 

前田道路 ① 
中浜工営所 

清水建設 

南大阪維持出張所 

旭工建 ① 西松建設 ② 

三井住建道路 
田島工営所 

森本組 

鹿島道路 ① 大林組 

鉄建建設 津守工営所 村本建設 

東洋建設 市岡工営所 熊谷組 

福田道路 ① 住之江工営所 鴻池組 

ＮＩＰＰＯ ① 平野工営所 淺沼組 ② 

北大阪維持出張所 

ハンシン建設 

野田工営所 

安藤・間 

西松建設 ① 戸田建設 

青木あすなろ 大成建設 ② 

銭高組 大鉄工業 

大成建設 ① 大豊建設 

ＧＴＫ ① 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

フジタ 飛鳥建設 

世紀東急工業 ① 

十三工営所 

鹿島建設 

大林道路 ② 西武建設 

北川ＨＴ 前田建設工業 

池田土木事務所 

世紀東急工業 ② 東急建設 

前田道路 ② 西部地域整備事務所 堺建協 ① 

大林道路 ③ 北部地域整備事務所 堺建協 ② 

茨木土木事務所 

ＧＴＫ ②     

昭建     

世紀東急工業 ③     

※重点14路線啓開主担当のみ掲載 
  ・青字業者＝大阪建設業協会所属 
  ・黒字業者＝日本道路建設業協会所属 
丸数字は同一業者が複数拠点に分散参集 

岸和田土木事務所 

南大阪維持出張所 

鳳土木事務所 

西部地域整備事務所 

北部地域整備事務所 

富田林土木事務所 

集結拠点 集結業者 啓開担当重点14路線 

南大阪 
維持出張所 

旭工建・三井住建道
路・鹿島道路・鉄建
建設・東洋建設・福
田道路・ＮＩＰＰＯ 

国道２６号[堺市以南] 

富田林 
土木事務所 

大成ロテック 大阪中央環状線[松原市] 

鳳土木事務所 常盤工業 大阪和泉泉南線[高石市・和泉市] 

岸和田 
土木事務所 

鹿島道路・福田道路 大阪和泉泉南線[岸和田市以南] 

旭工建 泉佐野岩出線 

西部地域整 
備事務所 

堺建協 
国道310号[堺区] 

大阪和泉泉南線[堺区・西区] 

大阪中央環状線[堺区] 

北部地域 
整備事務所 

堺建協 大阪中央環状線[北区] 

１．前提条件（啓開作業計画） 
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③
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③
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④
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⑤
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に
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損
失
補
償 

災
害
発
生 

各道路管理者 

公安委員会 

命令に従わない 

仮置き場 
必要 

・算定基準 

§82① 

§76の6④ 

・使用理由 
 の掲示 

§76の6③ 

・移動の 
 記録 

運転者等不在 

移動できない 
§76の6① 
     後段 

・書面・口頭 
 による指示 

§76の6② 

・道路情報板 
・SNS 
・ラジオ 
・看板 
     の活用 

§76の6① 
     前段 

・路線名 
・起終点 

車両等損傷 

・被災状況に 
 より判断 
 
・関係機関との 
 情報共有 

車両等移動の 
情報提供 

①-3 
§76の7 
区間指定等の命令・指示 
 

道路区間 
 指定の要請 

令33の3 

指定の通知 §76の4① 

民間事業者との連携による作業 

 

 

 

関係道路管理者 

災害対策基本法に基づく道路啓開、車両等の移動の流れ 

①-2 

§74の3 
§68 
§68の2 

都道府県知事等に対する応援の要求等 
災害派遣の要請の要求等 

指定行政機関の長等に対する応援の要求等 

府市町村 

①災害の発生している箇所
は道路法46条による通行止
手続きも行う 

１．前提条件（啓開作業計画） 
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放置車両以外の障害物の対応 

 道路啓開作業中に貴重品等を発見した場合は警察に届ける 

（１）貴重品等 

 啓開実施者は、がれき内に爆発性・引火性の物体がまぎれている可能性があり、爆発や有毒ガス発生の
おそれもあるため、撤去にあたっては慎重に作業を行う 

 道路啓開作業時に異臭（刺激臭、芳香臭等）を感じた場合には直ちに作業を中断、隔離距離をとり、異臭
元となる管理者もしくは各消防（局）本部に連絡を行う 

（２）危険物（ガスを含む） 

 道路啓開作業中に水道施設・下水道施設の異常を発見した際には、各道路管理者へ連絡する 
 道路管理者はライフライン事業者（広域水道企業団・各市町村）への連絡を行う 

（３）地下埋設物（水道施設・下水道施設） 

 緊急交通路状に電柱の倒壊や折損、傾斜により啓開出来ない区間がある場合は、各道路管理者へ連絡
する 

（４）電柱及び電線、通信線 

１．前提条件（啓開作業計画） 
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 建設業協会の協力を得て、啓開担当区間の設定を完了（計４９者） 
 重点14路線啓開後、引き続き拠点までのアクセスルートを啓開 
 アクセスルートの啓開は、アクセスルートに近接する重点14路線の啓開担当業者が基本的に担当 

拠点までのアクセスルートの啓開担当区間の設定 

拠点 拠点分類 アクセスルート啓開担当業者 所属 

1 堺泉北港堺２区 基幹広域防災拠点 ＮＩＰＰＯ 道 

2 大阪北部 広域防災拠点 世紀東急工業 道 

3 大阪中部（八尾空港周辺） 広域防災拠点 
大阪市域 淺沼組 大 

大阪市外 佐藤渡辺 道 

4 大阪南部（りんくうタウン） 広域防災拠点 旭工建 道 

5 日本万国博覧会記念公園 後方支援活動拠点 世紀東急工業 道 

6 服部緑地 後方支援活動拠点 東亜道路工業 道 

7 大阪城公園 後方支援活動拠点 大林組 大 

8 鶴見緑地 後方支援活動拠点 
大阪市域 清水建設 大 

大阪市外 戸田道路 道 

9 長居公園 後方支援活動拠点 鴻池組 大 

10 寝屋川公園 後方支援活動拠点 大林道路 道 

11 久宝寺緑地 後方支援活動拠点 佐藤渡辺 道 

12 山田池公園 後方支援活動拠点 日本道路 道 

13 大泉緑地 後方支援活動拠点 （重点14路線沿い） － 

14 錦織公園 後方支援活動拠点 常盤工業 道 

15 蜻蛉池公園 後方支援活動拠点 鹿島道路 道 

16 急性期・総合医療センター 基幹災害拠点病院 （重点14路線沿い） － 

17 大阪市立総合医療センター 地域災害拠点病院 戸田建設 大 

18 大阪医療センター 地域災害拠点病院 大林組 大 

19 大阪赤十字病院 地域災害拠点病院 熊谷組 大 

20 大阪市立大学医学部附属病院 地域災害拠点病院 森本組 大 

21 済生会千里病院 地域災害拠点病院 昭建 道 

拠点 拠点分類 アクセスルート啓開担当業者 所属 

22 大阪大学医学部附属病院 地域災害拠点病院 昭建 道 

23 大阪府三島救命救急センター 地域災害拠点病院 （重点14路線沿い） － 

24 大阪医科大学附属病院 地域災害拠点病院 大成ロテック 道 

25 関西医科大学附属病院 地域災害拠点病院 日本道路 道 

26 関西医科大学総合医療センター 地域災害拠点病院 大林道路 道 

27 大阪府立中河内救命救急センター 地域災害拠点病院 （重点14路線沿い） － 

28 市立東大阪医療センター 地域災害拠点病院 （重点14路線沿い） － 

29 近畿大学医学部附属病院 地域災害拠点病院 常盤工業 道 

30 堺市立総合医療センター 地域災害拠点病院 堺建協 堺 

31 りんくう総合医療センター 地域災害拠点病院 旭工建 道 

32 大阪警察病院 地域災害拠点病院 奥村組 大 

33 多根総合病院 地域災害拠点病院 
西側ルート 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 大 

東側ルート 安藤・間 大 

34 岸和田徳洲会病院 地域災害拠点病院 福田道路 道 

35 大阪国際がんセンター 特定診療災害医療ｾﾝﾀｰ 大林組 大 

36 大阪精神医療センター 特定診療災害医療ｾﾝﾀｰ 日本道路 道 

37 大阪はびきの医療センター 特定診療災害医療ｾﾝﾀｰ 前田道路 道 

38 大阪母子医療センター 特定診療災害医療ｾﾝﾀｰ 堺建協 堺 

39 出光岸和田油槽所 製油所・油槽所 大成ロテック 道 

40 大阪国際石油精製大阪製油所 製油所・油槽所 三井住建道路 道 

41 ＪＸＴＧ大阪油槽所 製油所・油槽所 ＮＩＰＰＯ 道 

42 ＪＸＴＧ堺製油所 製油所・油槽所 堺建協 堺 

43 コスモ堺製油所 製油所・油槽所 堺建協 堺 

拠点までのアクセスルート啓開担当業者 

所属 ： 大＝大阪建設業協会 道＝日本道路建設業協会 堺＝堺建設業協会 

１．前提条件（啓開作業計画） 



 

「大阪府域道路啓開協議会」設立趣意書 
 
 

平成 23 年 3 月、太平洋三陸沖を震源とする東日本大震災が
発生し、震度７にも及ぶ地震動に加え想定を超えた津波により、

東日本一帯が甚大な被害となった。また、平成 28年 4月には、
熊本、大分を震源とする内陸型地震が発生し、震度 7を 2回観
測されるなど甚大な被害となった。 
これらの被害と教訓を踏まえ、大阪府内においては、国、府

及び各市町村をはじめとする行政機関及び関係業団体等が連

携・協力して大地震を想定した対策を推進しているところであ

る。 
 
このような大規模災害時の状況下においては、救助・救援活

動に必要かつ不可欠な道路の通行の確保と迅速な情報共有が

重要である。東日本大震災では、道路管理者、自衛隊、警察、

県市町村の関係機関、建設会社等それぞれの連携により、早期

に道路啓開を完了し、救助・救援活動に大きく貢献した。 
 
こうした状況から、大規模な道路災害に対して、関係行政機

関及び関係業団体等の連携・協力により、道路啓開を強力かつ

着実に推進することを目的に、道路法第２８条の２に基づき

「大阪府域道路啓開協議会」を設置するものである。 
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「大阪府域道路啓開協議会」規約 

 

 

（名称） 

第１条 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２８条の２の規定に基づき、「大阪府域道路啓開

協議会」（以下、「協議会」という。）を組織する。 

（目的） 

第２条 協議会は、大規模な道路災害に対する広域緊急交通路（重点１４路線）並びにそれらに

接続する一般国道、府道及び市町村道その他道路（以下、「啓開道路」という。）の道路啓

開を迅速に実施するための道路啓開計画及び行動指針の策定並びにその実施に関し必要な

事項を協議することを目的とする。 

 

（協議事項） 

第３条 協議会は、第２条の目的を達成するため、次の事項について協議を行うものとする。 

（１）道路啓開が想定される路線の優先順位の設定及びその方策並びに実施に関すること 

（２）道路啓開における関係行政機関・関係業団体等の役割分担及び行動スケジュール計画

並びに情報収集・共有に関すること 

（３）道路啓開計画及び行動指針の関係地域への周知等情報提供に関すること 

（４）その他前条に目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

第４条 協議会は、別紙に掲げる者（以下、「構成員」という。）をもって組織する。 

２ 協議会には会長、副会長を置くものとし、会長は近畿地方整備局道路部長を、副会長は

大阪府都市整備部長をもって充てる。 

３ 会長は、本会議を代表し会務を総理する。 

４ 会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 協議会の本会議は、会長が招集する。 

２ 構成員は、その指名した者を代理として会議に出席させることができるものとする。 

３ 会長は、必要に応じ構成員以外の者の本会議への出席を求めることができる。 

 

（幹事会） 

第６条 協議会には、幹事会を設置することができるものとする。 

２ 幹事会は、協議会の円滑な運営の補助を目的とするものとする。 

３ 幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が幹事会に諮って定めるものとする。 
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（事務局） 

第７条 協議会の庶務を行わせるため、事務局を置くものとする。 

２ 協議会の事務局は国土交通省近畿地方整備局道路部道路管理課、国土交通省近畿地方整

備局大阪国道事務所管理第二課、大阪府都市整備部交通道路室道路環境課、大阪市建設局

企画部工務課及び堺市建設局土木部土木監理課に置くものとする。 

３ 会長は、必要に応じ事務局に会議を開催させることができる。 

 

（規約の改正その他） 

第８条 本規約の改正等は、会長が協議会に諮って行うものとする。 

２ 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度会長が協議会

に諮って定めるものとする。 

 

（附則） 

本規約は、平成２９年１１月２８日から施行する。 



（順不同）

機関名 役職 備考

近畿地方整備局　道路部 道路部長 会長

近畿地方整備局　港湾空港部 港湾空港部長

大阪府 都市整備部長 副会長

大阪市 建設局長

堺市 建設局長

西日本高速道路(株)　関西支社 保全サービス事業部長

阪神高速道路(株) 保全交通部長

陸上自衛隊　第三師団司令部 第３部長

大阪府警察本部　交通部 交通規制課長

(一社）日本建設業連合会　関西支部 土木工事技術委員会委員長

(一社）大阪建設業協会 総合企画委員会委員長

(一社）日本道路建設業協会　関西支部 災害対策委員会委員長

関西電力（株） チーフマネジャー

西日本電信電話（株）　大阪支店 設備部長

大阪府域道路啓開協議会　名簿



 

「大阪府域道路啓開協議会」幹事会規約 

 

（名称） 

第１条 「大阪府域道路啓開協議会」（以下、「協議会」という。）規約第６条（幹事会）に基づき、

大阪府域道路啓開協議会幹事会（以下、「幹事会」という。）を組織する。 

（目的） 

第２条 幹事会は、大規模な道路災害に対する広域緊急交通路（重点１４路線）並びにそれらに

接続する一般国道、府道及び市町村道その他道路（以下、「啓開道路」という。）の道路啓

開を迅速に実施するための道路啓開計画及び行動指針の検討及び取りまとめを行い、協議

会の円滑な運営の補助を行うことを目的とする。 

 

（協議事項） 

第３条 幹事会は、次の事項について協議を行うものとする。 

（１）道路啓開が想定される路線の優先順位の設定及びその方策並びに実施に関すること 

（２）道路啓開における関係行政機関・関係業団体等の役割分担及び行動スケジュール計画

並びに情報収集・共有に関すること 

（３）道路啓開計画及び行動指針の関係地域への周知等情報提供に関すること 

（４）幹事会の円滑な運営に関すること 

（５）その他前条に目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

第４条 幹事会は、別紙に掲げる者（以下、「構成員」という。）をもって組織する。 

２ 幹事会には幹事長、副幹事長を置くものとし、幹事長は近畿地方整備局大阪国道事務所

長を、副幹事長は大阪府都市整備部交通道路室道路環境課長をもって充てる。 

３ 幹事長は、幹事会を代表し会務を総理する。 

４ 幹事長に事故等があるときは、副幹事長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 幹事会は、幹事長が招集する。 

２ 構成員は、その指名した者を代理として会議に出席させることができるものとする。 

３ 幹事長は、必要に応じ構成員以外の者の幹事会への出席を求めることができる。 

 

（事務局） 

第６条 幹事会の庶務を行わせるため、事務局を置くものとする。 

２ 幹事会の事務局は国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所管理第二課、大阪府都市整

備部交通道路室道路環境課、大阪市建設局企画部工務課及び堺市建設局土木部土木監理課

に置くものとする。 

３ 幹事長は、必要に応じ事務局に会議を開催させることができる。 
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（規約の改正その他） 

第７条 本規約の改正等は、幹事長が幹事会に諮って行うものとする。 

２ 本規約に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が幹事会に諮っ

て定めるものとする。 

 

（附則） 

本規約は、平成２９年１１月２８日から施行する。 



（順不同）

機関名 役職

近畿地方整備局　道路部 道路情報管理官

近畿地方整備局　道路部 道路管理課長

近畿地方整備局　大阪国道事務所 事務所長

近畿地方整備局　港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課長

大阪府　都市整備部　交通道路室 道路環境課長

大阪市　建設局　企画部 工務課長

堺市　建設局　土木部 土木監理課長

大阪府　道路公社 道路保全課長

西日本高速道路(株)　関西支社 保全サービス統括課長

阪神高速道路(株)　保全交通部 保全企画課長

陸上自衛隊　第三師団司令部 防衛班長

大阪府警察本部　交通部　交通規制課 規制担当管理官

（一社）日本建設業連合会　関西支部
土木工事技術委員会

副委員長

（一社）大阪建設業協会
総合企画委員会

南海トラフ大地震緊急対策検討部会　部会長

（一社）日本道路建設業協会　関西支部 災害対策委員会副委員長

関西電力（株） マネジャー

西日本電信電話（株）　大阪支店　設備部 環境デザイン室　次長

(オブザーバー）

大阪府　危機管理室 災害対策課長

大阪市　危機管理室 防災計画担当課長

大阪府警察本部　警備部　警備課　警備危機管理室 対策第一担当課長補佐

大阪市　消防局 警防課長

近畿地方整備局　企画部 防災課長

大阪府域道路啓開協議会　幹事会名簿
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